
戦略１　徳島新未来創生に向けた教育再生（p13）

現行(R7.3月時点)← →見直し案(総合計画審議会 R8.1.21時点)

工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ 工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８

教育

教育

教育

教育

教育

先端技術に限らず、伝統文化や特産品等の地域の多様な資源
も幅広く対象とするため「地域資源」を追加

教育 1

教育

教育

教育

中学校への取組拡大 24.1 24.4 中学校への取組拡大 24.1 24.4

毎年１回以上見直し 24.1 28.4 毎年１回以上見直し 24.1 28.4

学力調査の分析・検証 24.1 28.4 学力調査の分析・検証 24.1 28.4

授業改善の推進 24.1 28.4 授業改善の推進 24.1 28.4

産官学との連携強化とアントレプレナーシッ
プ教育のモデル開発

24.1 25.4
産官学との連携強化とアントレプレナーシッ
プ教育のモデル開発

24.1 25.4

好事例の横展開と事業のブラッシュアップ 26.1 28.4 好事例の横展開と事業のブラッシュアップ 26.1 28.4

体験的な学びと教員研修の充実 24.1 28.4 体験的な学びと教員研修の充実 24.1 28.4

発達段階に応じた実践的な消費者教育の充実 24.1 25.4 発達段階に応じた実践的な消費者教育の充実 24.1 25.4

好事例の横展開と消費者教育のブラッシュ
アップ

26.1 28.4
好事例の横展開と消費者教育のブラッシュ
アップ

26.1 28.4

異校種間連携開始 24.1 24.4 専門的かつ実践的な取組の深化 24.1 28.4

横展開 25.1 28.4 横展開 25.1 28.4

学力調査の分析・検証 24.1 26.4 学力調査の分析・検証 24.1 26.4

横展開 27.1 28.4 横展開 27.1 28.4

実践型研修の実施 24.1 26.4 実践型研修の実施 24.1 26.4

実践型研修の拡大と好事例の横展開 27.1 28.4 実践型研修の拡大と好事例の横展開 27.1 28.4

制度の導入・推進 25.1 28.4 制度の導入・推進 25.1 28.4

「ラーケーションの日」の推進

「ポジティブ行動支援」の強化

キャリア教育の充実
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模擬投票や模擬議会などの体験的な学びや教員研修
の充実を通して、生徒が地域の諸課題について主体
的に考え、判断し、社会に参画する意欲や態度を養
う主権者教育を推進します。

消費者教育の推進

生徒の英語力の強化

確かな学力の向上の推進

児童生徒が主体的に適切な行動を学ぶ、「ポジティ
ブ行動支援」の全県での強化を図り、問題行動の未
然防止やいじめ等の予防に努めます。

「ポジティブ行動支援」の強化

幼児期からの各学校段階に応じた消費者教育の充実
に取り組むとともに、エシカルクラブの取組を通し
て多様な主体と連携し、実践的な消費者教育に取り
組みます。

専門高校を拠点として、地元企業や高等教育機関等
との更なる連携強化を行い、先端技術を効果的に活
用した産業教育の充実を推進します。

児童生徒が多様性を尊重し、自分たちの権利を学
び、主体的にルールを決め、責任をもって行動でき
る力を育むなど、人権教育の推進・充実を図りま
す。

海外留学・姉妹校交流への支援や外国語教育に係る
指導体制の充実を通して、児童生徒の語学力、特に
発信力を強化し、グローバルな視野で活躍する人材
を育成します。

生徒主体の学びを、地元・県内外の産官学とのネッ
トワークの強化により深化させ、未来の創り手を育
成するとともに、成果の発信により学校・地域の更
なる魅力度ＵＰを図ります。

新しい時代に必要となる資質・能力を総合的に育成
するため、主体的・対話的で深い学びの視点からの
授業改善を図り、確かな学力の向上を推進します。

児童生徒が保護者等と一緒に、平日に校外での体験
や探究活動を主体的に実践する「ラーケーションの
日」を導入し推進します。

戦術

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要具体的な取組 部局 番号

教育

主権者教育の推進

生徒による主体的な校則の見直し

産業教育の充実

具体的な取組

児童生徒が多様性を尊重し、自分たちの権利を学
び、主体的にルールを決め、責任をもって行動でき
る力を育むなど、人権教育の推進・充実を図りま
す。

海外留学・姉妹校交流への支援や外国語教育に係る
指導体制の充実を通して、児童生徒の語学力、特に
発信力を強化し、グローバルな視野で活躍する人材
を育成します。

生徒主体の学びを、地元・県内外の産官学とのネッ
トワークの強化により深化させ、未来の創り手を育
成するとともに、成果の発信により学校・地域の更
なる魅力度ＵＰを図ります。

模擬投票や模擬議会などの体験的な学びや教員研修
の充実を通して、生徒が地域の諸課題について主体
的に考え、判断し、社会に参画する意欲や態度を養
う主権者教育を推進します。

幼児期からの各学校段階に応じた消費者教育の充実
に取り組むとともに、エシカルクラブの取組を通し
て多様な主体と連携し、実践的な消費者教育に取り
組みます。

専門高校を拠点として、地元企業や高等教育機関等
との更なる連携強化を行い、先端技術や地域資源を
効果的に活用した産業教育の充実を推進します。

新しい時代に必要となる資質・能力を総合的に育成
するため、主体的・対話的で深い学びの視点からの
授業改善を図り、確かな学力の向上を推進します。

児童生徒が主体的に適切な行動を学ぶ、「ポジティ
ブ行動支援」の全県での強化を図り、問題行動の未
然防止やいじめ等の予防に努めます。

児童生徒が保護者等と一緒に、平日に校外での体験
や探究活動を主体的に実践する「ラーケーションの
日」を導入し推進します。

生徒による主体的な校則の見直し

生徒の英語力の強化

消費者教育の推進

教育

キャリア教育の充実

教育

主権者教育の推進
教育

教育

産業教育の充実 持続可能性を意識した商品開発やデジタル技術を活用したプ
ロモーションなど、事業の重点を、専門的かつ実践的な取組
の深化に置くため変更。

教育 2

確かな学力の向上の推進
教育

教育

「ラーケーションの日」の推進
教育

資料5
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戦略１　徳島新未来創生に向けた教育再生（p13）

現行(R7.3月時点)← →見直し案(総合計画審議会 R8.1.21時点)

工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ 工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８

戦術

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要具体的な取組 部局 番号具体的な取組

教育

教育

教育

教育

配置校・配置時間・常勤配置の拡充 24.1 28.4 配置校・配置時間・常勤配置の拡充 24.1 28.4

設置校の拡充 25.1 28.4 設置校の拡充 25.1 28.4

設計・施工 25.3 27.4

開校・運営 27.1 28.4

体育館等の空調設備の設置 24.1 28.4 体育館等の空調設備の設置 24.1 28.4

長寿命化改修の実施 24.1 28.4 長寿命化改修の実施 24.1 28.4

スクールカウンセラーの配置推進
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弁護士やスクールカウンセラー等、専門家との積極
的な連携や、１人１台端末等による相談アプリの活
用により、いじめをはじめとした児童生徒を取り巻
く様々な課題の未然防止や早期解決につなげます。

不登校児童生徒に対する支援として、個々の状況に
応じた多様で適切な「学びの場」の確保により、社
会的自立に向けた取組を推進します。

学びの場としての教育環境の充実はもとより、災害
時の安心・快適な避難所としても活用できるよう、
空調設備の設置やトイレの環境改善など、学校施設
の機能強化を推進します。

老朽化の著しい県立学校施設について、適正な時期
に機能維持・回復を図る長寿命化改修等に取り組む
ことにより、児童生徒が安心・安全に学ぶことがで
きる教育環境を確保します。

空調設備等整備の推進

校内教育支援センターの設置促進

学校施設長寿命化対策の推進
教育

弁護士やスクールカウンセラー等、専門家との積極
的な連携や、１人１台端末等による相談アプリの活
用により、いじめをはじめとした児童生徒を取り巻
く様々な課題の未然防止や早期解決につなげます。

不登校児童生徒に対する支援として、個々の状況に
応じた多様で適切な「学びの場」の確保により、社
会的自立に向けた取組を推進します。

学びの場としての教育環境の充実はもとより、災害
時の安心・快適な避難所としても活用できるよう、
空調設備の設置やトイレの環境改善など、学校施設
の機能強化を推進します。

老朽化の著しい県立学校施設について、適正な時期
に機能維持・回復を図る長寿命化改修等に取り組む
ことにより、児童生徒が安心・安全に学ぶことがで
きる教育環境を確保します。

スクールカウンセラーの配置推進
教育

学びの多様化学校の設置

不登校生徒の個々のニーズに応じた多様な支援を図るため。 教育 3

空調設備等整備の推進
教育

学校施設長寿命化対策の推進

校内教育支援センターの設置促進
教育
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戦略１　徳島新未来創生に向けた教育再生（p13）

現行(R7.3月時点)← →見直し案(総合計画審議会 R8.1.21時点)

工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ 工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８

戦術

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要具体的な取組 部局 番号具体的な取組

教育

教育

教育

教育

教育

教育

学校魅力化の推進 24.1 24.4 学校魅力化の推進 24.1 24.4

横展開 25.1 28.4 横展開 25.1 28.4

通信環境の改善・１人１台端末の更新・遠隔
教育の充実

24.1 27.4
通信環境の改善・１人１台端末の更新・遠隔
教育の充実

24.1 28.4

新たな課題への対応 28.1 28.4 新たな課題への対応 28.1 28.4

徹底した業務効率化の実施 24.1 25.4 徹底した業務効率化の実施 24.1 25.4

取組の効果検証と改善 26.1 26.4 取組の効果検証と改善 26.1 26.4

好事例の県下全域横展開 27.1 27.4 好事例の県下全域横展開 27.1 27.4

各主体における取組の実施 28.1 28.4 各主体における取組の実施 28.1 28.4

新たな研修制度の構築 24.1 24.4 新たな研修制度の構築 24.1 24.4

キャリアステージに応じた研修の実施 25.1 28.4 キャリアステージに応じた研修の実施 25.1 28.4

県内公立高等学校の「通学区域制に関する有識者会
議」からの提言等を踏まえ、生徒の主体的な進路選
択に資する本県に相応しい入学者選抜制度を検討し
導入を進めます。

ＩＣＴ教育の推進
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生徒数の減少が見込まれる高校を中心に、先進校に
おける特色化・魅力化の取組を拡大し、地元はもと
より他地域の生徒にも選ばれる魅力ある学校づくり
を推進します。

１人１台端末の適切な更新や通信環境の整備、生成
ＡＩの適正な利活用や遠隔教育の充実など、ＩＣＴ
教育のスパイラルアップを図り、高度な学びの機会
の提供に取り組みます。

他県の先進事例から学ぶ業務効率化の取組推進や、
教員業務支援員や副校長・教頭マネジメント支援員
等、外部人材の積極的活用により、教育の質の向上
を目指します。

外国語教育、情報教育、特別支援教育、食育等にお
ける高度な専門性を有する人材の確保や、時代の
ニーズに応じた教職員研修の充実を図ります。

特色化・魅力化の推進

教職員研修の充実

多様な学びの場の充実を図るため、「新時代『発達
障がい教育』推進プロジェクトチーム」と連携し、
事例検討を実施するなど特別支援教育の充実を図り
ます。

教員の働き方改革推進

ＩＣＴ教育の推進
令和６年度末に実施したネットワーク現状分析の結果に基づ
き、通信環境の更新対象及び優先度を見直したため

教育 4

教員の働き方改革推進

生徒数の減少が見込まれる高校を中心に、先進校に
おける特色化・魅力化の取組を拡大し、地元はもと
より他地域の生徒にも選ばれる魅力ある学校づくり
を推進します。

県内公立高等学校の「通学区域制に関する有識者会
議」からの提言等を踏まえ、生徒の主体的な進路選
択に資する本県に相応しい入学者選抜制度を検討し
導入を進めます。

１人１台端末の適切な更新や通信環境の整備、生成
ＡＩの適正な利活用や遠隔教育の充実など、ＩＣＴ
教育のスパイラルアップを図り、高度な学びの機会
の提供に取り組みます。

他県の先進事例から学ぶ業務効率化の取組推進や、
教員業務支援員や副校長・教頭マネジメント支援員
等、外部人材の積極的活用により、教育の質の向上
を目指します。

外国語教育、情報教育、特別支援教育、食育等にお
ける高度な専門性を有する人材の確保や、時代の
ニーズに応じた教職員研修の充実を図ります。

多様な学びの場の充実を図るため、「新時代『発達
障がい教育』推進プロジェクトチーム」と連携し、
事例検討を実施するなど特別支援教育の充実を図り
ます。

特色化・魅力化の推進

教育

教育

教職員研修の充実

教育

3



戦略１　徳島新未来創生に向けた教育再生（p13）

現行(R7.3月時点)← →見直し案(総合計画審議会 R8.1.21時点)

工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ 工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８

戦術

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要具体的な取組 部局 番号具体的な取組

教育

教育

教育

教育

学びの機会（講座や体験活動）の充実及び実
践と地域活動への参画拡充

24.1 28.4
学びの機会（講座や体験活動）の充実及び実
践と地域活動への参画拡充

24.1 28.4

研修等の充実/好事例の横展開/ＣＳアドバイ
ザー育成・派遣の充実

24.1 27.4
研修等の充実/好事例の横展開/ＣＳアドバイ
ザー育成・派遣の充実

24.1 27.4

新たな課題への対応 28.1 28.4 新たな課題への対応 28.1 28.4

研究・実践と地域への共有 24.1 28.4 研究・実践と地域への共有 24.1 28.4

健康教育、体育授業の充実 24.1 28.4 健康教育、体育授業の充実 24.1 28.4

教育

教育

研修内容の見直し・充実 24.1 28.4 研修内容の見直し・充実 24.1 28.4

あわ文化の魅力の発信内容のブラッシュアッ
プ

24.1 28.4
あわ文化の魅力の発信内容のブラッシュアッ
プ

24.1 28.4

学校におけるスポーツ環境の整備・指導力の
向上
スポーツ医・科学を活用した強化活動の実施

24.1 28.4

学校におけるスポーツ環境の整備・指導力の
向上
スポーツ医・科学を活用した強化活動の実施

24.1 28.4

5
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躍
動
す
る
教
育
の
推

進

児童生徒があわ文化にふれる機会を充実させ、「ふ
るさと徳島」の魅力の発信を推進するとともに、郷
土愛の醸成を図ります。

地域の実情に応じた公立中学校における部活動改革
を推進するとともに、スポーツ拠点校や競技力向上
指定校に対する集中的な支援を行うなど、生徒に
とって望ましいスポーツ環境づくりを進めます。

あわ文化のリーダーとなる児童生徒の育成

スポーツ拠点校等における育成強化の実施

地域住民の積極的な参加による防犯・交通安全・防
災の総合的な学校安全ボランティア活動の支援を行
い、児童生徒の安全確保を推進します。

地域・家庭・学校が連携した健康教育・食育の充実
に取り組み、望ましい生活習慣の形成と運動習慣の
確立を図ります。

コミュニティ・スクールの質的向上

4
　
地
域
・
家
庭
・
学
校
が
連
携
し
、

協
働
す
る
教
育
の
推
進

地域人材の育成と活用

生活習慣・運動習慣の確立

「地域とともにある学校づくり」に有効な「コミュ
ニティ・スクール」の質的向上を目指し、地域と一
体となって特色ある学校づくりを進め、児童生徒の
個性や創造性を育みます。

地域の教育力の向上のため、県民の学びを通じた
「人づくり・つながりづくり・地域づくり」を実現
させ、多様な学習機会の充実や、地域・家庭・学校
との連携を図る人材を育成します。

地域・家庭・学校が連携した健康教育・食育の充実
に取り組み、望ましい生活習慣の形成と運動習慣の
確立を図ります。

地域人材の育成と活用
教育

コミュニティ・スクールの質的向上

教育

学校安全体制の構築
教育

生活習慣・運動習慣の確立

スポーツ拠点校等における育成強化の実施

教育

学校安全体制の構築

「地域とともにある学校づくり」に有効な「コミュ
ニティ・スクール」の質的向上を目指し、地域と一
体となって特色ある学校づくりを進め、児童生徒の
個性や創造性を育みます。

地域住民の積極的な参加による防犯・交通安全・防
災の総合的な学校安全ボランティア活動の支援を行
い、児童生徒の安全確保を推進します。

教育

児童生徒があわ文化にふれる機会を充実させ、「ふ
るさと徳島」の魅力の発信を推進するとともに、郷
土愛の醸成を図ります。

地域の実情に応じた公立中学校における部活動改革
を推進するとともに、スポーツ拠点校や競技力向上
指定校に対する集中的な支援を行うなど、生徒に
とって望ましいスポーツ環境づくりを進めます。

あわ文化のリーダーとなる児童生徒の育成

教育

地域の教育力の向上のため、県民の学びを通じた
「人づくり・つながりづくり・地域づくり」を実現
させ、多様な学習機会の充実や、地域・家庭・学校
との連携を図る人材を育成します。

4



戦略２　一人ひとりが自分らしく輝ける社会づくり（p18）

現行(R7.3月時点)← →見直し案(総合計画審議会 R8.1.21時点)

工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ 工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８

生活

生活

生活

生活

生活

こど
も

活動団体の橋渡し機会創出／
「地域の居場所づくり」活動への支援

24.1 25.4
活動団体の橋渡し機会創出／
「地域の居場所づくり」活動への支援

24.1 25.4

ネットワークの発展／自立的活動の促進 26.1 28.4 ネットワークの発展／自立的活動の促進 26.1 28.4

ＮＰＯ・ボランティア等の自立的活動の支援 24.1 28.4 ＮＰＯ・ボランティア等の自立的活動の支援 24.1 28.4

県民及び事業者の意識の高揚・知識の普及／
先駆的・モデル的取組の表彰

24.1 28.4
県民及び事業者の意識の高揚・知識の普及／
先駆的・モデル的取組の表彰

24.1 28.4

民間団体等と連携した人権啓発事業の展開 24.1 25.4 民間団体等と連携した人権啓発事業の展開 24.1 25.4

事業の展開／推進体制の見直し 26.1 26.4 事業の展開／推進体制の見直し 26.1 26.4

民間団体等と連携した人権啓発事業の展開 27.1 28.4 民間団体等と連携した人権啓発事業の展開 27.1 28.4

ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ宣誓制度の運用／啓発 24.1 24.4 ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ宣誓制度の運用／啓発 24.1 24.4

宣誓制度運用方法の適宜見直し／理解増進に
向けた事業の展開

25.1 28.4
宣誓制度運用方法の適宜見直し／理解増進に
向けた事業の展開

25.1 28.4

支援体制整備 24.1 24.4 支援体制整備 24.1 24.4

関係機関との連携強化／啓発事業推進 25.1 28.4 関係機関との連携強化／啓発事業推進 25.1 28.4

「共助社会」の地域定着

人権啓発の推進

「共助社会」の地域定着
生活

ユニバーサルデザインの普及
生活

人権啓発の推進

同和問題をはじめ様々な人権問題の解決を図るた
め、人権教育啓発推進センター（あいぽーと徳島）
を拠点に、人権啓発事業を一体的・総合的に展開
し、県民の人権意識の向上を図ります。

性の多様性に関する講座や民間団体と連携したイベ
ント等を開催し、県民の更なる理解の増進に努めま
す。

ＤＶや性暴力被害者、困難な問題を抱える女性から
の相談に的確に対応するとともに、関係機関等との
連携強化や支援者・民間団体の育成、将来にわたる
被害・加害を防ぐための若年層への啓発事業等を推
進します。

戦術

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局具体的な取組 番号具体的な取組

性の多様性への理解増進

「ユニバーサルカフェ」の普及、利用促進

ユニバーサルデザインの普及

1
　
地
域
の
絆
が
深
ま
り
、

人
権
が
尊
重
さ
れ
る
共
生
社
会
づ
く
り

地域の絆を深め、地域で支え合う環境を充実するた
め、子どもや高齢者、障がい者など、誰もが集い、
支え合う「ユニバーサルカフェ（多世代交流・多機
能型）」の普及、利用促進を図ります。

これまで培われたボランティア活動を持続発展さ
せ、共生社会づくりを進めるため、ＮＰＯ等の活動
支援、次代を担うボランティア人材の育成など社会
貢献活動の活発化と裾野拡大に取り組みます。

全ての人が暮らしやすい社会を実現するため、県
民、事業者、行政の各主体が連携・協働し、各々の
役割に応じて、積極的かつ主体的にユニバーサルデ
ザインの普及に向けた取組を実践します。

DV・性暴力被害者、困難な問題を抱える女性の
支援・啓発

地域の絆を深め、地域で支え合う環境を充実するた
め、子どもや高齢者、障がい者など、誰もが集い、
支え合う「ユニバーサルカフェ（多世代交流・多機
能型）」の普及、利用促進を図ります。

全ての人が暮らしやすい社会を実現するため、県
民、事業者、行政の各主体が連携・協働し、各々の
役割に応じて、積極的かつ主体的にユニバーサルデ
ザインの普及に向けた取組を実践します。

同和問題をはじめ様々な人権問題の解決を図るた
め、人権教育啓発推進センター（あいぽーと徳島）
を拠点に、人権啓発事業を一体的・総合的に展開
し、県民の人権意識の向上を図ります。

性の多様性に関する講座や民間団体と連携したイベ
ント等を開催し、県民の更なる理解の増進に努めま
す。

ＤＶや性暴力被害者、困難な問題を抱える女性から
の相談に的確に対応するとともに、関係機関等との
連携強化や支援者・民間団体の育成、将来にわたる
被害・加害を防ぐための若年層への啓発事業等を推
進します。

「ユニバーサルカフェ」の普及、利用促進

生活

これまで培われたボランティア活動を持続発展さ
せ、共生社会づくりを進めるため、ＮＰＯ等の活動
支援、次代を担うボランティア人材の育成など社会
貢献活動の活発化と裾野拡大に取り組みます。

生活

性の多様性への理解増進

生活

DV・性暴力被害者、困難な問題を抱える女性の
支援・啓発 こど

も
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戦略２　一人ひとりが自分らしく輝ける社会づくり（p18）

現行(R7.3月時点)← →見直し案(総合計画審議会 R8.1.21時点)

工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ 工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８

戦術

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局具体的な取組 番号具体的な取組

生活

教育

情報発信の強化・新規講座の開拓 24.1 25.4 情報発信の強化・新規講座の開拓 24.1 25.4

実施・推進 26.1 28.4 実施・推進 26.1 28.4

多様な学習ニーズに対応した教育実践の取組 24.1 28.4 多様な学習ニーズに対応した教育実践の取組 24.1 28.4

知戦
生活

生活

生活

経済

キーパーソンを通じたターゲット国との関係
強化

24.1 25.4
キーパーソンを通じたターゲット国との関係
強化

24.1 25.4

ターゲット国との交流推進 26.1 27.4 ターゲット国との交流推進 26.1 27.4

戦略の見直し 28.1 28.4 戦略の見直し 28.1 28.4

ニーズ把握・連携体制強化／相談・支援体制
の充実

24.1 28.4
ニーズ把握・連携体制強化／相談・支援体制
の充実

24.1 28.4

ニーズ把握　交流計画の検討 24.1 25.4 ニーズ把握　交流計画の検討 24.1 25.4

県民と国際人材の交流推進 26.1 27.4 県民と国際人材の交流推進 26.1 27.4

交流計画の見直し 28.1 28.4 交流計画の見直し 28.1 28.4

2
 
生
涯
を
通
じ
た
学
び
の
充
実

ＳＤＧｓやＧＸ、ＤＸなど、「新たな時代」に応じ
た講座を開催するとともに、リカレント教育をはじ
め、社会の変化やニーズに対応した県民の生涯を通
じた学習を支援します。

しらさぎ中学校の教育活動の充実
教育

夜間中学校において、学び直しを希望する人や、外
国籍の人などに対し、義務教育の段階における普通
教育に相当する機会を確保するなど、多様な学習
ニーズに対応した教育活動の充実を図ります｡

県民ニーズに対応した講座の充実

ＳＤＧｓやＧＸ、ＤＸなど、「新たな時代」に応じ
た講座を開催するとともに、リカレント教育をはじ
め、社会の変化やニーズに対応した県民の生涯を通
じた学習を支援します。

夜間中学校において、学び直しを希望する人や、外
国籍の人などに対し、義務教育の段階における普通
教育に相当する機会を確保するなど、多様な学習
ニーズに対応した教育活動の充実を図ります｡

県民ニーズに対応した講座の充実

生活

しらさぎ中学校の教育活動の充実

3
 
国
際
交
流
の
推
進
と
多
文
化
共
生
社
会
の
実
現
に
向
け
た
ま
ち
づ
く
り

産官学が連携し、留学生の「受入れ体制の充実」に
取り組みます。

外国人が地域社会と共生できる環境の充実

友好交流に加え、本県との経済的な関わりも踏ま
え、駐日外交団等とのチャンネルを活用しながら国
際交流や徳島の魅力発信を進め、本県への理解促進
や人的ネットワークの形成を図ります。

国の「外国人支援コーディネーター制度」を積極的
に活用し、多言語相談体制や関係機関のネットワー
クを強化するとともに、日本語教育や災害対応等の
支援を充実します。

若者や企業をはじめとした地域と在留外国人等の国
際人材が、交流や支援の場を通じて互いに学び合う
ことができる機会を提供することにより、県民の異
文化理解と地域の国際化を促進します。

国際交流・外国人支援を通じた県民の異文化理
解・国際化促進

戦略的な国際交流の推進

外国人が地域社会と共生できる環境の充実
生活

国際交流・外国人支援を通じた県民の異文化理
解・国際化促進

生活

友好交流に加え、本県との経済的な関わりも踏ま
え、駐日外交団等とのチャンネルを活用しながら国
際交流や徳島の魅力発信を進め、本県への理解促進
や人的ネットワークの形成を図ります。

国の「外国人支援コーディネーター制度」を積極的
に活用し、多言語相談体制や関係機関のネットワー
クを強化するとともに、日本語教育や災害対応等の
支援を充実します。

若者や企業をはじめとした地域と在留外国人等の国
際人材が、交流や支援の場を通じて互いに学び合う
ことができる機会を提供することにより、県民の異
文化理解と地域の国際化を促進します。

産官学が連携し、留学生の「受入れ体制の充実」に
取り組みます。

戦略的な国際交流の推進

知戦
生活

6



戦略２　一人ひとりが自分らしく輝ける社会づくり（p18）

現行(R7.3月時点)← →見直し案(総合計画審議会 R8.1.21時点)

工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ 工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８

戦術

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局具体的な取組 番号具体的な取組

男女共同参画総合支援センターのネーミング・ライツ制度
パートナー企業が令和７年６月に変更となったため。
（ときわプラザ→パーク テレコメディア）

こど
も

5

こど
も

各種施策の積極的推進／普及啓発 24.1 25.4 各種施策の積極的推進／普及啓発 24.1 25.4

基本計画見直し・策定／普及啓発 26.1 27.4 基本計画見直し・策定／普及啓発 26.1 27.4

各種施策の積極的推進／普及啓発 28.1 28.4 各種施策の積極的推進／普及啓発 28.1 28.4

事業の積極的推進・普及啓発／人材発掘・育
成の発展的取組

24.1 28.4
事業の積極的推進・普及啓発／人材発掘・育
成の発展的取組

24.1 28.4

保健

保健

生活

継続的な養成・技能向上と活動促進
フォローアップ／活動機会の拡大

24.1 28.4
継続的な養成・技能向上と活動促進
フォローアップ／活動機会の拡大

24.1 28.4

アクティブシニアの継続的な養成／学びの進
化と活躍の場づくり

24.1 28.4
アクティブシニアの継続的な養成／学びの進
化と活躍の場づくり

24.1 28.4

シルバー人材マッチング支援の実施 24.1 27.4 シルバー人材マッチング支援の実施 24.1 27.4

支援体制の見直し 28.1 28.4 支援体制の見直し 28.1 28.4

「老人クラブ」等関係団体と連携し、高齢者の生き
がいや健康づくり、地域貢献活動等の充実に向けた
取組を推進します。

シルバー人材に特化した就労マッチングにより、高
齢者がいきいきと活躍できる場を創出します。

シルバー大学校・大学院において社会貢献活動を推
進する人材を養成するとともに、アクティブシニア
地域活動支援センターにおいて活躍の場づくりを支
援します。

シルバー人材に特化した就労マッチングにより、高
齢者がいきいきと活躍できる場を創出します。

シルバー大学校・大学院において社会貢献活動を推
進する人材を養成するとともに、アクティブシニア
地域活動支援センターにおいて活躍の場づくりを支
援します。

男女共同参画・女性活躍の推進

政策・方針決定過程への参画促進

シルバー大学校・大学院やアクティブシニア地域
活動支援センターでの人材育成

介護予防リーダーの養成・スキルアップ

シルバー大学校・大学院やアクティブシニア地域
活動支援センターでの人材育成

介護予防リーダーの養成・スキルアップ
保健

保健

シルバー人材の就労マッチング

生活

男女共同参画総合支援センター（パーク テレコメ
ディア）を中心に、講座やイベント等の事業を実施
するなど、男女共同参画・女性活躍の気運醸成と意
識啓発を推進します。

政策・方針決定過程をはじめ、様々な分野に女性・
若者が参画できるよう、実践的なプログラムによる
人材育成や、啓発イベントの開催等により、社会全
体の意識改革を進めます。

男女共同参画・女性活躍の推進

こど
も

政策・方針決定過程への参画促進
こど
も

「老人クラブ」等関係団体と連携し、高齢者の生き
がいや健康づくり、地域貢献活動等の充実に向けた
取組を推進します。

4
 
男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現

5
 
ア
ク
テ
ィ

ブ
シ
ニ
ア
の
活
躍
推
進

シルバー人材の就労マッチング

男女共同参画総合支援センター（ときわプラザ）を
中心に、講座やイベント等の事業を実施するなど、
男女共同参画・女性活躍の気運醸成と意識啓発を推
進します。

政策・方針決定過程をはじめ、様々な分野に女性・
若者が参画できるよう、実践的なプログラムによる
人材育成や、啓発イベントの開催等により、社会全
体の意識改革を進めます。

7



戦略２　一人ひとりが自分らしく輝ける社会づくり（p18）

現行(R7.3月時点)← →見直し案(総合計画審議会 R8.1.21時点)

工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ 工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８

戦術

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局具体的な取組 番号具体的な取組

保健

保健

生活

西部

観光
保健

西部

関係団体等と連携／商品開発・販路拡大の支
援

24.1 28.4
関係団体等と連携／商品開発・販路拡大の支
援

24.1 28.4

連携強化／啓発事業の実施 24.1 28.4 連携強化／啓発事業の実施 24.1 28.4

部局間連携による集中支援の推進 24.1 26.4 部局間連携による集中支援の推進 24.1 26.4

法定雇用率を反映した取組の見直し 27.1 28.4 法定雇用率を反映した取組の見直し 27.1 28.4

新たな農作物の導入に向けた福祉施設職員へ
の農業技術指導

24.1 26.4
新たな農作物の導入に向けた福祉施設職員へ
の農業技術指導

24.1 26.4

農作物の生産拡大に向けた福祉施設職員への
農業技術指導

27.1 28.4
農作物の生産拡大に向けた福祉施設職員への
農業技術指導

27.1 28.4

関係機関と連携した「障がい者交流プラザ」
の利用促進交流イベントの開催

24.1 28.4
関係機関と連携した「障がい者交流プラザ」
の利用促進交流イベントの開催

24.1 28.4

用具等の環境整備／支援人材の育成／ネット
ワーク形成

24.1 26.4
用具等の環境整備／支援人材の育成／ネット
ワーク形成

24.1 26.4

活動機会の拡大 27.1 28.4 活動機会の拡大 27.1 28.4

大会や交流イベント等を実施 24.1 28.4 大会や交流イベント等を実施 24.1 28.4

多様な就業機会の確保に向け、関係団体等との幅広
い連携とマッチングや、障がい者就労支援施設の
「民需」拡大に取り組みます。

発達障がい者が、地域の実状に応じたきめ細やかな
支援を受けられるよう、地域や関係機関と連携した
ネットワークづくりを推進するなど、支援体制の充
実を図ります。

障がい者雇用に取り組めていない企業への支援を集
中的に行い、就労の場を増やすことにより、障がい
のある人がいきいきと活躍できる機会を拡大しま
す。

発達障がい者への支援体制

にし阿波における福祉施設の農業指導員育成

西部

パラスポーツ・芸術文化活動を支える環境づくり

新たな就労の創出支援 新たな就労の創出支援

生活

にし阿波における福祉施設の農業指導員育成

にし阿波におけるパラスポーツの振興
西部

6
 
障
が
い
者
の
自
立
と
社
会
参
加
の
促
進

「民需」拡大への支援

にし阿波におけるパラスポーツの振興

障がいの有無に関わらない交流の促進

発達障がい者が、地域の実状に応じたきめ細やかな
支援を受けられるよう、地域や関係機関と連携した
ネットワークづくりを推進するなど、支援体制の充
実を図ります。

障がい者雇用に取り組めていない企業への支援を集
中的に行い、就労の場を増やすことにより、障がい
のある人がいきいきと活躍できる機会を拡大しま
す。

多様な就業機会の確保に向け、関係団体等との幅広
い連携とマッチングや、障がい者就労支援施設の
「民需」拡大に取り組みます。

パラスポーツや障がい者の芸術文化に関するイベン
ト等を通じ、障がいの有無に関わらない交流を促進
するとともに、日常的にこうした活動に親しむ障が
い者の拡大に向けた環境づくりを進めます。

「西部健康防災公園」を核として、にし阿波におけ
る「パラスポーツ」の振興を図ることで、障がい者
はもとより、地域住民の生きがい・健康・仲間づく
りを推進します。

「にし阿波型農福連携」による障がい者の農作物栽
培や商品開発を推進するとともに、障がい者支援施
設等の職員への農業技術指導に取り組み、農業分野
の障がい者の就労促進を図ります。

障がいの有無に関わらない交流の促進
保健

パラスポーツ・芸術文化活動を支える環境づくり

観光
保健

「にし阿波型農福連携」による障がい者の農作物栽
培や商品開発を推進するとともに、障がい者支援施
設等の職員への農業技術指導に取り組み、農業分野
の障がい者の就労促進を図ります。

パラスポーツや障がい者の芸術文化に関するイベン
ト等を通じ、障がいの有無に関わらない交流を促進
するとともに、日常的にこうした活動に親しむ障が
い者の拡大に向けた環境づくりを進めます。

「西部健康防災公園」を核として、にし阿波におけ
る「パラスポーツ」の振興を図ることで、障がい者
はもとより、地域住民の生きがい・健康・仲間づく
りを推進します。

「民需」拡大への支援
保健

発達障がい者への支援体制
保健
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戦略３　切れ目のない子育て支援をはじめとした「こどもまんなか社会」の実現（p23）

現行(R7.3月時点)← →見直し案(総合計画審議会 R8.1.21時点)

工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ 工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８

こども

今年度国において策定された「プレコンセプションケア推進
５カ年計画」を踏まえ、プレコンセプションケアを明記

こども 6

こども

生活
こども

マッチングシステムの強化・出逢いイベント
の充実

24.1 28.4
マッチングシステムの強化・出逢いイベント
の充実

24.1 28.4

経済的支援・相談体制の充実・普及啓発によ
る理解の促進

24.1 28.4
経済的支援・相談体制の充実・普及啓発によ
る理解の促進

24.1 28.4

ニーズ調査 24.1 24.4 ニーズ調査 24.1 24.4

支援の充実・強化 25.1 28.4 支援の充実・強化 25.1 28.4

認証制度の周知・啓発／インセンティブの充
実

24.1 28.4
認証制度の周知・啓発／インセンティブの充
実

24.1 28.4

こども

こども

こども

助成継続 24.1 28.4 助成継続 24.1 28.4

支援継続 24.1 28.4 支援継続 24.1 28.4

業務効率化の推進・研修内容の充実 24.1 28.4 業務効率化の推進・研修内容の充実 24.1 28.4

「はぐくみ支援企業」認証の魅力向上

子ども医療費助成

保育人材の確保及び資質の向上

保育料支援及び放課後児童クラブ利用料支援

全ての子どもに、適切な保育や必要な幼児教育を提
供するとともに、放課後の安全・安心な子どもの生
活の場と、多様な体験・活動を行う機会の確保を図
ります。

結婚支援の充実

2
 
子
ど
も
の
健
や
か
な
育
ち
を
支
え
る
環
境
づ
く
り

子育て支援に係る基盤の強化やサービスの充実な
ど、安心して子どもを生み育てられる環境づくりに
より、子育ての負担軽減を図るとともに、地域全体
で協働して子育てを支援する「チーム育児」を推進
します。

現場の業務負担の軽減や研修内容の充実に取り組
み、保育人材の確保及び資質の向上を図ります。

戦術

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

具体的な取組

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局 番号具体的な取組

産前・産後ケアの充実

1
 
結
婚
・
妊
娠
・
出
産
の
希
望
が
叶
う
環
境
づ
く
り

若い世代に対し、将来のライフデザインを考える機
会を提供するとともに、結婚したい人の希望を叶え
るため、「マリッサとくしま」を拠点として、ＡＩ
や縁結びサポーターによるきめ細やかな支援や、市
町村・企業等との連携による、多様な出逢いの機会
を創出します。

子どもを持ちたいと考える人の希望を叶えるため、
不妊・不育に関する経済的負担の軽減や相談体制の
充実を図るとともに、若い世代に対し、将来の妊
娠・出産に向けた正しい知識の普及啓発を行いま
す。

妊産婦の育児不安や孤立感を軽減するため、産前・
産後における妊産婦等のニーズ調査を行うととも
に、市町村と連携した支援の充実・強化を図りま
す。

ライフステージに応じた柔軟な働き方や男性の家
事・育児参加など、「共働き・共育て」の気運醸成
を図るとともに、「子育てに優しい職場環境づく
り」を支援します。

不妊・不育に関する支援の充実

若い世代に対し、将来のライフデザインを考える機
会を提供するとともに、結婚したい人の希望を叶え
るため、「マリッサとくしま」を拠点として、ＡＩ
や縁結びサポーターによるきめ細やかな支援や、市
町村・企業等との連携による、多様な出逢いの機会
を創出します。

子どもを産み育てたいと考える人の希望を叶えるた
め、不妊・不育に関する経済的負担の軽減や相談体
制の充実を図るとともに、男女を問わず、若い世代
をはじめライフステージに応じ、性や妊娠・出産に
関する正しい知識の普及を図り健康管理を促すプレ
コンセプションケアを推進します。

妊産婦の育児不安や孤立感を軽減するため、産前・
産後における妊産婦等のニーズ調査を行うととも
に、市町村と連携した支援の充実・強化を図りま
す。

ライフステージに応じた柔軟な働き方や男性の家
事・育児参加など、「共働き・共育て」の気運醸成
を図るとともに、「子育てに優しい職場環境づく
り」を支援します。

結婚支援の充実
こども

不妊・不育に関する支援の充実

こども

産前・産後ケアの充実

こども

「はぐくみ支援企業」認証の魅力向上
生活

子育て支援に係る基盤の強化やサービスの充実な
ど、安心して子どもを生み育てられる環境づくりに
より、子育ての負担軽減を図るとともに、地域全体
で協働して子育てを支援する「チーム育児」を推進
します。

全ての子どもに、適切な保育や必要な幼児教育を提
供するとともに、放課後の安全・安心な子どもの生
活の場と、多様な体験・活動を行う機会の確保を図
ります。

現場の業務負担の軽減や研修内容の充実に取り組
み、保育人材の確保及び資質の向上を図ります。

子ども医療費助成
こども

保育料支援及び放課後児童クラブ利用料支援
こども

保育人材の確保及び資質の向上
こども
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戦略３　切れ目のない子育て支援をはじめとした「こどもまんなか社会」の実現（p23）

現行(R7.3月時点)← →見直し案(総合計画審議会 R8.1.21時点)

工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ 工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８

戦術

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

具体的な取組

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局 番号具体的な取組

子どもの個別性を尊重した適切なケアを提供できるよう、新
たな一時保護施設の整備を着実に推進するため、文言を追
加。

こども 7

こども

こども

こども

ＳＶによる指導強化・専門性向上研修の実
施・こども家庭ソーシャルワーカー資格取得
促進

24.1 28.4
ＳＶによる指導強化・専門性向上研修の実
施・こども家庭ソーシャルワーカー資格取得
促進

24.1 28.4

意見聴取の徹底・環境整備の推進 24.1 28.4 意見聴取の徹底・環境整備の推進 24.1 28.4

相談体制の整備・認知度向上に向けた普及啓
発・連携の推進

24.1 28.4
相談体制の整備・認知度向上に向けた普及啓
発・連携の推進

24.1 28.4

新規開設支援・機能強化、ネットワーク化の
推進・運営継続力の強化

24.1 28.4
新規開設支援・機能強化、ネットワーク化の
推進・運営継続力の強化

24.1 28.4

「こどもの居場所」新規開設・運営継続の支援

子どもの意見表明や権利擁護の推進

児童相談所の体制強化や専門性向上

ヤングケアラー支援に向けた体制整備の推進

3
 
地
域
で
子
ど
も
・
若
者
を
見
守
る
体
制
づ
く
り

青少年活動の拠点である「徳島県青少年センター」
を活用するなど、若者のニーズやライフスタイルに
対応し、多様な価値観を持った人々との交流を創出
し、若者の主体的な活動を支援します。

児童虐待の未然防止や早期発見・早期対応に向け
て、児童相談所の体制強化や専門性向上を図り、子
どもの意見表明や権利擁護のために必要な環境を整
備します。

支援の手が届きにくいヤングケアラーの早期発見、
早期対応に向け、市町村等と緊密に連携し、プッ
シュ型の見守りや、子どもと家族に寄り添った支援
につなげます。

「こどもの居場所」を安定的に、持続可能なかたち
で広げるため、ネットワーク化による連携強化を推
進するとともに、新規開設及び運営継続を支援しま
す。

児童虐待の未然防止や早期発見・早期対応に向け
て、児童相談所の体制強化や専門性向上を図り、子
どもの意見表明や権利擁護のために必要な環境を整
備するとともに、子ども一人ひとりの状況に応じた
適切な処遇を行うことができる一時保護施設の整備
に取り組みます。

支援の手が届きにくいヤングケアラーの早期発見、
早期対応に向け、市町村等と緊密に連携し、プッ
シュ型の見守りや、子どもと家族に寄り添った支援
につなげます。

「こどもの居場所」を安定的に、持続可能なかたち
で広げるため、ネットワーク化による連携強化を推
進するとともに、新規開設及び運営継続を支援しま
す。

青少年活動の拠点である「徳島県青少年センター」
を活用するなど、若者のニーズやライフスタイルに
対応し、多様な価値観を持った人々との交流を創出
し、若者の主体的な活動を支援します。

児童相談所の体制強化や専門性向上

こども

子どもの意見表明や権利擁護の推進
こども

ヤングケアラー支援に向けた体制整備の推進
こども

「こどもの居場所」新規開設・運営継続の支援
こども
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戦略４　グリーン社会の構築（p26）

現行(R7.3月時点)← →見直し案(総合計画審議会 R8.1.21時点)

工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ 工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８

生活

生活

生活

県土

県土

国の動向やイノベーションを踏まえた導入促
進

24.1 28.4
国の動向やイノベーションを踏まえた導入促
進

24.1 28.4

国の動向やイノベーションを踏まえた導入促
進

24.1 28.4
国の動向やイノベーションを踏まえた導入促
進

24.1 28.4

充電スタンドの面的整備促進 24.1 28.4 充電スタンドの面的整備促進 24.1 28.4

県民への補助金支援 24.1 28.4 県民への補助金支援 24.1 28.4

市町村への助言等支援 24.1 28.4 市町村への助言等支援 24.1 28.4

生活

ＥＶ普及の鍵を握る「充電インフラ」について、移
動経路、目的地など設置場所に応じた最適な充電ス
テーションを多様な主体との連携により、県下全域
への整備を進めます。

既存住宅の省エネルギー性能の向上に取り組む県民
への支援を実施します。

市町村の「自転車活用推進計画」の策定を支援し、
矢羽根・ピクト・ブルーラインの標準仕様を定め、
自転車ネットワークの整備により、移動手段の自動
車から自転車への転換を推進します。

地域資源である水素エネルギーについて、脱炭素効
果をはじめ多様な意義をより一層県民に体感・実感
してもらえるよう、有効な普及啓発策を戦略的に推
進します。

脱炭素型ライフスタイルへの早期転換を図るため、
新たに「発電・蓄電・ＥＶ」を「脱炭素・三種の神
器」と捉え、県民や事業者における導入を促進しま
す。

ＥＶ普及の鍵を握る「充電インフラ」について、移
動経路、目的地など設置場所に応じた最適な充電ス
テーションを多様な主体との連携により、県下全域
への整備を進めます。

地域資源である水素エネルギーについて、脱炭素効
果をはじめ多様な意義をより一層県民に体感・実感
してもらえるよう、有効な普及啓発策を戦略的に推
進します。

既存住宅の省エネルギー性能の向上に取り組む県民
への支援を実施します。

市町村の「自転車活用推進計画」の策定を支援し、
矢羽根・ピクト・ブルーラインの標準仕様を定め、
自転車ネットワークの整備により、移動手段の自動
車から自転車への転換を推進します。

住宅用太陽光・蓄電池導入の推進

ＥＶ及び充電インフラの導入促進 ＥＶ及び充電インフラの導入促進

住宅用太陽光・蓄電池導入の推進

生活

戦術

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

具体的な取組

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局 番号具体的な取組

「自転車活用推進計画」策定への支援

住宅の断熱改修の促進
県土

県土

1
 
脱
炭
素
型
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
へ
の
変
革

脱炭素型ライフスタイルへの早期転換を図るため、
新たに「発電・蓄電・ＥＶ」を「脱炭素・三種の神
器」と捉え、県民や事業者における導入を促進しま
す。

「自転車活用推進計画」策定への支援

住宅の断熱改修の促進
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戦略４　グリーン社会の構築（p26）

現行(R7.3月時点)← →見直し案(総合計画審議会 R8.1.21時点)

工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ 工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８

戦術

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

具体的な取組

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局 番号具体的な取組

生活

生活

生活
農林

企業

企業

県土

県土

各施設との調整・段階的な導入 24.1 28.4 各施設との調整・段階的な導入 24.1 28.4

Ｊクレジット創出可能量の調査 24.1 24.4 Ｊクレジット創出可能量の調査 24.1 24.4

新たなＪクレジットの創出・販売 25.1 28.4 新たなＪクレジットの創出・販売 25.1 28.4

既存Ｊクレジットの販売 24.1 25.4 既存Ｊクレジットの販売 24.1 25.4

東京証券取引所のカーボンクレジット市場に
参入

26.1 28.4
東京証券取引所のカーボンクレジット市場に
参入

26.1 28.4

連携体制の整備 24.1 24.4 連携体制の整備 24.1 24.4

「知る・測る・減らす」の各段階に応じた支
援

24.1 28.4
「知る・測る・減らす」の各段階に応じた支
援

24.1 28.4

（川口発電所）調査・検討 24.1 24.4 （川口発電所）調査・検討 24.1 24.4

（川口発電所）発電能力増強 25.1 25.4 （川口発電所）発電能力増強 25.1 25.4

（勝浦発電所）調査・検討 24.1 24.4 （勝浦発電所）調査・検討 24.1 24.4

（勝浦発電所）発電能力増強 25.1 26.4 （勝浦発電所）発電能力増強 25.1 26.4

（日野谷発電所）調査・検討 27.1 28.4 （日野谷発電所）調査・検討 27.1 28.4

調査・検討 24.1 25.4 調査・検討 24.1 25.4

導入・運用 25.3 28.4 導入・運用 25.3 28.4

既設照明灯のＬＥＤ照明灯への更新 24.1 28.4 既設照明灯のＬＥＤ照明灯への更新 24.1 28.4

港湾脱炭素化推進計画策定 24.1 25.4 港湾脱炭素化推進計画策定 24.1 25.3

計画に基づく温室効果ガス抑制の取組の実施 26.1 28.4 計画に基づく温室効果ガス抑制の取組の実施 25.4 28.4

2
 
脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
向
け
た
基
盤
整
備

初期費用を低減するＰＰＡ方式を活用し、県有施設
に自家消費型の太陽光発電及び蓄電池を率先導入し
ます。

港湾・臨海部における環境整備での脱炭素化

ＰＰＡ方式による県有公共施設への太陽光・蓄電
池導入の推進 生活

ペロブスカイト太陽電池をはじめ、世界中で研究開
発が進む「次世代型脱炭素技術」について、幅広く
情報収集を行い、関係者との連携協力を図りなが
ら、県内への導入を促進します。

初期費用を低減するＰＰＡ方式を活用し、県有施設
に自家消費型の太陽光発電及び蓄電池を率先導入し
ます。

ペロブスカイト太陽電池をはじめ、世界中で研究開
発が進む「次世代型脱炭素技術」について、幅広く
情報収集を行い、関係者との連携協力を図りなが
ら、県内への導入を促進します。

県営水力発電所の発電能力増強

重要港湾（徳島小松島港・橘港）において、「港湾
脱炭素化推進計画」を策定し、脱炭素化を推進しま
す。

県有林等におけるＪクレジット創出・販売

企業局施設に太陽光発電等の新技術を先導的に導入
し、県内における自然エネルギーの新たな活用や普
及促進に取り組みます。

中小企業の脱炭素経営への変革支援や、県有林等に
おけるＪクレジットの創出・販売による森林管理な
ど、県民や企業などとの協働により、ＣＯ２削減を
加速し、経済と環境の好循環を生み出します。

省エネルギー対策として、道路や都市公園などの照
明灯のＬＥＤ化を推進します。

県営水力発電設備の最大限活用を図るため、計画的
な発電能力増強に取り組みます。

中小企業の脱炭素経営の変革支援

自然エネルギー新技術の先導的導入

生活

企業

道路や都市公園などの照明灯ＬＥＤ化

ＰＰＡ方式による県有公共施設への太陽光・蓄電
池導入の推進

企業

県土

カーボンニュートラルポートの早期実現に向け、計画策定を
前倒しで実施したため。

県土 8

中小企業の脱炭素経営への変革支援や、県有林等に
おけるＪクレジットの創出・販売による森林管理な
ど、県民や企業などとの協働により、ＣＯ２削減を
加速し、経済と環境の好循環を生み出します。

県営水力発電設備の最大限活用を図るため、計画的
な発電能力増強に取り組みます。

企業局施設に太陽光発電等の新技術を先導的に導入
し、県内における自然エネルギーの新たな活用や普
及促進に取り組みます。

県有林等におけるＪクレジット創出・販売

自然エネルギー新技術の先導的導入

道路や都市公園などの照明灯ＬＥＤ化

県営水力発電所の発電能力増強

港湾・臨海部における環境整備での脱炭素化

農林

省エネルギー対策として、道路や都市公園などの照
明灯のＬＥＤ化を推進します。

重要港湾（徳島小松島港・橘港）において、「港湾
脱炭素化推進計画」を策定し、脱炭素化を推進しま
す。

中小企業の脱炭素経営の変革支援
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戦略４　グリーン社会の構築（p26）

現行(R7.3月時点)← →見直し案(総合計画審議会 R8.1.21時点)

工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ 工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８

戦術

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

具体的な取組

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局 番号具体的な取組

生活

生活

県民、特に本県の未来を担う若者世代への普及啓発を強化
し、より実効性のある海洋プラごみ汚染の発生抑制対策を推
進するため。

生活 9

生活

生活

ペットボトル水平リサイクルの推進 24.1 28.4 ペットボトル水平リサイクルの推進 24.1 28.4

先進技術の調査・導入検討、資源循環利用の
推進

24.1 28.4
先進技術の調査・導入検討、資源循環利用の
推進

24.1 28.4

ごみの流入実態調査の実施 24.1 24.4 ごみの流入実態調査の実施 24.1 28.4

効果的な発生抑制対策等の検討・実施 25.1 28.4 効果的な発生抑制対策等の検討・実施 25.1 28.4

新たな訓練の実施 24.1 24.4 新たな訓練の実施 24.1 24.4

課題抽出・継続的な訓練の実施 25.1 28.4 課題抽出・継続的な訓練の実施 25.1 28.4

県内の食品ロス発生傾向に応じた普及啓発の
実施

24.1 28.4
県内の食品ロス発生傾向に応じた普及啓発の
実施

24.1 28.4

食品ロス削減計画見直し 25.1 25.4 食品ロス削減計画見直し 25.1 25.4

3
 
循
環
型
社
会
構
築
の
推
進

全てを資源につなげる県「ゼロ・エミッション徳
島」の実現に向け、ボトルtoボトルや都市鉱山化と
いった技術革新を活かし、家庭ごみやし尿等の資源
循環利用を推進します。

海洋プラごみ汚染について、ごみの再資源化や不法
投棄対策も併せた「循環型社会構築」に資する「新
プロジェクトチーム」の検討を踏まえ、ごみの流入
実態調査や発生抑制対策等を実施します。

広範囲に及ぶ災害廃棄物の適正処理や再資源化に向
け、行政区域を跨ぐ「広域連携」による新たな訓練
を、県民・市町村・県・関係団体が連携し「ワン
チーム」で実施します。

食品ロス削減の促進

広域連携訓練の実施

資源循環利用の推進

海洋プラごみ汚染防止の推進

産学官民の連携、協働により、全ての県民に対し
「ゴミを出さない、捨てない」という意識の定着を
図るとともに、リサイクルや食品ロス削減等の環境
活動を推進します。

海洋プラごみ汚染防止の推進

生活

瀬戸内関係府県で構成する「瀬戸内海プラごみ対策ネット
ワーク」として、実態調査と対策検討に引き続き取り組むた
め。

生活

生活 10

生活

生活

広域連携訓練の実施

食品ロス削減の促進

海洋プラごみ汚染について、官民連携による「ごみ
の再資源化」や「不法投棄対策」を強力に推進する
とともに、「新プロジェクトチーム」の検討を踏ま
え、「海ごみの実態調査」や「清掃活動支援」、
「若者世代への普及啓発」等の発生抑制対策等を実
施します。

広範囲に及ぶ災害廃棄物の適正処理や再資源化に向
け、行政区域を跨ぐ「広域連携」による新たな訓練
を、県民・市町村・県・関係団体が連携し「ワン
チーム」で実施します。

資源循環利用の推進

産学官民の連携、協働により、全ての県民に対し
「ゴミを出さない、捨てない」という意識の定着を
図るとともに、リサイクルや食品ロス削減等の環境
活動を推進します。

全てを資源につなげる県「ゼロ・エミッション徳
島」の実現に向け、ボトルtoボトルや都市鉱山化と
いった技術革新を活かし、家庭ごみやし尿等の資源
循環利用を推進します。
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戦略４　グリーン社会の構築（p26）

現行(R7.3月時点)← →見直し案(総合計画審議会 R8.1.21時点)

工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ 工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８

戦術

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

具体的な取組

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局 番号具体的な取組

県土

県土

生活

農林

生活

生活

市町村への補助金支援、水教育の実施 24.1 28.4 市町村への補助金支援、水教育の実施 24.1 28.4

システムの共同化の実現に向けた現状・課題
整理、方針検討

24.1 28.4
システムの共同化の実現に向けた現状・課題
整理、方針検討

24.1 28.4

資材、検査、各種業務の共同化の促進 24.1 28.4 資材、検査、各種業務の共同化の促進 24.1 28.4

市町村の水道施設更新等に係る「事業実施計
画」策定への支援

24.1 28.4
市町村の水道施設更新等に係る「事業実施計
画」策定への支援

24.1 28.4

水道施設（配水池）の耐震化への支援 25.2 27.4

里海創生リーダーの育成、リーダーとの連携
による活動、里海の魅力発信

24.1 28.4
里海創生リーダーの育成、リーダーとの連携
による活動、里海の魅力発信

24.1 28.4

水域の特性に応じた藻場の造成及びモニタリ
ングの実施

24.1 28.4
水域の特性に応じた藻場の造成及びモニタリ
ングの実施

24.1 28.4 農林

栄養塩類供給実証実験及びモニタリングの実
施

24.1 26.4
栄養塩類供給実証実験及びモニタリングの実
施

24.1 26.4

効果検証 27.1 27.4 効果検証 27.1 27.4

実証実験の結果の活用 28.1 28.4 実証実験の結果の活用 28.1 28.4

事業所等の監視・指導 24.1 28.4 事業所等の監視・指導 24.1 28.4

事業者の適切な自主管理の促進や地域社会で
の取組推進

24.1 28.4
事業者の適切な自主管理の促進や地域社会で
の取組推進

24.1 28.4

4
 
良
好
な
生
活
環
境
づ
く
り
の
推
進

市町村との連携強化や官民協働により、合併処理浄
化槽や下水道の整備促進とともに、水教育を通して
汚水処理人口普及率の向上に取り組みます。

県が調整役となって、市町村の実情に応じた、水道
事業におけるより一層の広域連携や、水道施設の更
なる耐震化・老朽化対策など、ソフト・ハード両面
の取組を促進します。

良好な水質と生物の多様性・生産性が確保された
「とくしまのＳＡＴＯＵＭＩ（里海）」を創生し、
次世代へと継承していくため、人材を育成するとと
もに、普及啓発や体験学習を通じた里海づくり活動
を推進します。

生物多様性や生態系の保全及び二酸化炭素吸収源対
策として藻場造成を推進します。

里海づくり活動の推進

栄養塩類管理の推進

栄養塩類供給に係る数値モデルを活用した産学官連
携による実証実験を行い、本県海域の実情に応じた
栄養塩類の管理を推進します。

事業所の監視・指導の実施により、事業者の適切な
自主管理を促し、大気、水、土壌への環境負荷の低
減を図り、地域社会の生活環境保全に努めます。

水道事業の広域連携の促進

生活排水処理施設の整備促進

水道施設の計画的整備の促進

里海づくり活動の推進

生物多様性や生態系の保全及び二酸化炭素吸収源対
策として藻場造成を推進します。

県が調整役となって、市町村の実情に応じた、水道
事業におけるより一層の広域連携や、水道施設の更
なる耐震化・老朽化対策など、ソフト・ハード両面
の取組を促進します。

市町村との連携強化や官民協働により、合併処理浄
化槽や下水道の整備促進とともに、水教育を通して
汚水処理人口普及率の向上に取り組みます。

良好な水質と生物の多様性・生産性が確保された
「とくしまのＳＡＴＯＵＭＩ（里海）」を創生し、
次世代へと継承していくため、人材を育成するとと
もに、普及啓発や体験学習を通じた里海づくり活動
を推進します。

生活

生活

栄養塩類供給に係る数値モデルを活用した産学官連
携による実証実験を行い、本県海域の実情に応じた
栄養塩類の管理を推進します。

事業所の監視・指導の実施により、事業者の適切な
自主管理を促し、大気、水、土壌への環境負荷の低
減を図り、地域社会の生活環境保全に努めます。

生活

県土 11

水道施設の計画的整備の促進

良好な生活環境の保全に向けた大気、水、土壌環
境の適正管理

栄養塩類管理の推進

県土

南海トラフ巨大地震などに備え、大規模断水を未然に防ぐた
め。（R7.6月補正予算）

県土

水道事業の広域連携の促進

良好な生活環境の保全に向けた大気、水、土壌環
境の適正管理

生活排水処理施設の整備促進
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戦略４　グリーン社会の構築（p26）

現行(R7.3月時点)← →見直し案(総合計画審議会 R8.1.21時点)

工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ 工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８

戦術

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

具体的な取組

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局 番号具体的な取組

生活

生活

生活

生活

南部

西部

普及啓発及び各種施策・取組の推進 24.1 28.4 普及啓発及び各種施策・取組の推進 24.1 28.4

各種施策・取組の実施 24.1 28.4 各種施策・取組の実施 24.1 28.4

成果と課題の抽出・分析 27.1 27.4 成果と課題の抽出・分析 27.1 27.4

次期戦略の検討・改定 28.1 28.4 次期戦略の検討・改定 28.1 28.4

普及啓発・生息環境の保全 24.1 28.4 普及啓発・生息環境の保全 24.1 28.4

防除対策・普及啓発の実施 24.1 28.4 防除対策・普及啓発の実施 24.1 28.4

連携体制の検討・整備 24.1 25.4 連携体制の検討・整備 24.1 25.4

新たな連携体制による活動の推進 25.1 28.4 新たな連携体制による活動の推進 25.1 28.4

 持続的な環境保全活動・人材育成 24.1 28.4  持続的な環境保全活動・人材育成 24.1 28.4

保全活動や人材育成に向けた普及啓発の実施 24.1 28.4 保全活動や人材育成に向けた普及啓発の実施 24.1 28.4

生物多様性の損失を止め、回復させる「ネイチャー
ポジティブ（自然再興）」実現に向け、産学官金連
携のもと、県民総ぐるみで本県の豊かな自然環境に
根ざした持続可能な経済活動の取組を推進します。

「生物多様性とくしま戦略」に基づき、県民や関係
団体との協働により、「生物多様性という地域資源
を活かした、持続可能な循環型社会」の実現に向け
た取組を推進します。

コウノトリなどの希少野生生物を保護するため、生
息・生育環境の保全等の取組を推進します。

生態系及び県民生活に被害を及ぼす恐れのあるアル
ゼンチンアリなどの特定外来生物について、国、市
町村及び地域住民等と連携し、防除対策を推進しま
す。

「千年サンゴ」を育む美しい海や、「伊島ササユ
リ」など、県民の財産である南部圏域の豊かな自然
を次世代に継承するため、地域と連携し、環境保全
活動に取り組むとともに、若年層等を対象に、身近
な環境を学び、保護活動を実践する機会の充実を図
ります。

剣山をはじめとする「にし阿波」の豊かな自然環境
を次世代へ継承するため、自然環境保全への理解促
進を図るとともに、保全活動に取り組む人材育成を
推進します。

特定外来生物の対策の推進

5
 
人
と
生
物
が
共
生
す
る
環
境
づ
く
り

生態系及び県民生活に被害を及ぼす恐れのあるアル
ゼンチンアリなどの特定外来生物について、国、市
町村及び地域住民等と連携し、防除対策を推進しま
す。

剣山をはじめとする「にし阿波」の豊かな自然環境
を次世代へ継承するため、自然環境保全への理解促
進を図るとともに、保全活動に取り組む人材育成を
推進します。

「生物多様性とくしま戦略」に基づき、県民や関係
団体との協働により、「生物多様性という地域資源
を活かした、持続可能な循環型社会」の実現に向け
た取組を推進します。

コウノトリなどの希少野生生物を保護するため、生
息・生育環境の保全等の取組を推進します。

「千年サンゴ」を育む美しい海や、「伊島ササユ
リ」など、県民の財産である南部圏域の豊かな自然
を次世代に継承するため、地域と連携し、環境保全
活動に取り組むとともに、若年層等を対象に、身近
な環境を学び、保護活動を実践する機会の充実を図
ります。

にし阿波の自然環境保全の推進

「千年サンゴ」など希少な自然の保全活動推進

「生物多様性とくしま戦略」の推進

生活

「ネイチャーポジティブ」実現に向けた取組の推進 「ネイチャーポジティブ」実現に向けた取組の推進

にし阿波の自然環境保全の推進
西部

生活

「千年サンゴ」など希少な自然の保全活動推進

「生物多様性とくしま戦略」の推進

生物多様性の損失を止め、回復させる「ネイチャー
ポジティブ（自然再興）」実現に向け、産学官金連
携のもと、県民総ぐるみで本県の豊かな自然環境に
根ざした持続可能な経済活動の取組を推進します。

希少野生生物の保護の推進

特定外来生物の対策の推進
生活

希少野生生物の保護の推進

南部

生活
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戦略４　グリーン社会の構築（p26）

現行(R7.3月時点)← →見直し案(総合計画審議会 R8.1.21時点)

工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ 工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８

戦術

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

具体的な取組

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局 番号具体的な取組

農林

農林

上方修正したＫＰＩ達成に向け、ジビエの更なる消費拡大を
推進するため。

農林 12

ＩＣＴ捕獲檻の普及促進、農作物被害情報の
見える化の実施

24.1 28.4
ＩＣＴ捕獲檻の普及促進、農作物被害情報の
見える化の実施

24.1 28.4

知識・技能講習を通じたスキルアップ、ベテ
ラン(講師)とのマッチングを推進

24.1 28.4
知識・技能講習を通じたスキルアップ、ベテ
ラン(講師)とのマッチングを推進

24.1 28.4

先進事例導入・管理方針策定 24.1 25.4 先進事例導入・管理方針策定 24.1 25.4

方針を踏まえた維持管理の展開 26.1 28.4 方針を踏まえた維持管理の展開 26.1 28.4

制度の周知と事業計画策定等の支援 24.1 28.4 制度の周知と事業計画策定等の支援 24.1 28.4

国産ジビエ認証の取得支援等による認知度、
魅力度向上を推進

24.1 28.4
国産ジビエ認証の取得支援等による認知度、
魅力度向上を推進

24.1 28.4

阿波地美栄（ジビエ）の消費拡大
農林

6
 
鳥
獣
被
害
対
策
の
推
進
と
阿
波
地
美
栄
の
有
効
活
用

最新技術を駆使した効率的な「捕獲」やデ－タに基
づく「防護対策」の充実強化に努めるとともに、加
害鳥獣の捕獲の担い手となる「ハイスキルなハン
ター」の育成に取り組みます。

植林木のシカ食害等を防ぎ森林資源の循環を確立す
るため、防除施設とその維持補修を公的支援する
「獣害に打ち勝つ！森づくり」を展開します。

新たなジビエ処理加工施設の整備や保冷車の導入を
支援し、ジビエの安定供給に取り組むとともに、国
産ジビエ認証の取得促進や処理加工施設間の連携強
化により、消費拡大を図ります。

ハイスキルなハンターの育成

防除施設の維持管理体制の確立

加害鳥獣の捕獲や被害対策の強化

阿波地美栄（ジビエ）の消費拡大

ジビエ処理加工施設の整備

防除施設の維持管理体制の確立

農林

ジビエ処理加工施設の整備
農林

ハイスキルなハンターの育成
農林

最新技術を駆使した効率的な「捕獲」やデ－タに基
づく「防護対策」の充実強化に努めるとともに、加
害鳥獣の捕獲の担い手となる「ハイスキルなハン
ター」の育成に取り組みます。

植林木のシカ食害等を防ぎ森林資源の循環を確立す
るため、防除施設とその維持補修を公的支援する
「獣害に打ち勝つ！森づくり」を展開します。

新たなジビエ処理加工施設の整備や保冷車の導入を
支援し、ジビエの安定供給に取り組むとともに、幅
広い消費者層に向けた普及啓発や魅力発信に取り組
み、消費拡大を図ります。

加害鳥獣の捕獲や被害対策の強化
農林
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戦略５　健康づくりの推進と医療・介護・福祉の充実（p32）

現行(R7.3月時点)← →見直し案(総合計画審議会 R8.1.21時点)

工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ 工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８

保健

保健

教育

現在策定を進めている「徳島県認知症施策推進計画」におい
て「新しい認知症観」の理解促進等の重点戦略を掲げ施策を
推進することとしており、趣旨を反映

保健 13

保健

保健

健康意識醸成に向けた普及啓発を実施
事業展開・推進体制の見直し

24.1 28.4
健康意識醸成に向けた普及啓発を実施
事業展開・推進体制の見直し

24.1 28.4

先進事例を活用したモデル構築 24.1 24.4 先進事例を活用したモデル構築 24.1 24.4

効果検証と改善　市町村へ展開 ／ 保険者へ
展開

25.1 28.4
効果検証と改善　市町村へ展開 ／ 保険者へ
展開

25.1 28.4

全ての小中高校において生活習慣改善の取組 24.1 28.4 全ての小中高校において生活習慣改善の取組 24.1 28.4

専門職等と連携したモデル構築 24.1 24.4 専門職等と連携したモデル構築 24.1 24.4

フレイル予防体験の機会拡大／「通いの場」
の充実

24.1 28.4
フレイル予防体験の機会拡大／「通いの場」
の充実

24.1 28.4

予防・啓発へ対策強化／対策を推進 24.1 28.4 予防・啓発へ対策強化／対策を推進 24.1 28.4

ライフステージ及びライフコース等に応じた
歯科保健に関する普及啓発の実施

24.1 28.4
ライフステージ及びライフコース等に応じた
歯科保健に関する普及啓発の実施

24.1 28.4

実態調査 24.1 24.4 実態調査 24.1 24.4

中間評価 26.1 26.4 中間評価 26.1 26.4

実態調査 28.1 28.4 実態調査 28.1 28.4

大学生を薬物乱用防止指導員として養成／若
年層の意見を反映した啓発強化

24.1 28.4
大学生を薬物乱用防止指導員として養成／若
年層の意見を反映した啓発強化

24.1 28.4

戦術

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

具体的な取組

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局 番号具体的な取組

糖尿病をはじめとする生活習慣病対策の推進

薬物乱用の未然防止のため、若年層に向けた効果的
な啓発を推進します。

データヘルスの展開

若年層に対する薬物乱用防止啓発の強化

1
 
ラ
イ
フ
コ
ー

ス
に
応
じ
た
健
康
づ
く
り
の
展
開

適切な生活習慣定着に向け、官民を含む地域の健康
づくりに関わる多様な主体との連携により、県民の
健康意識の向上や行動変容の促進を図ります。

糖尿病など生活習慣病の発症予防・重症化予防を図
るため、保健・医療・介護データの新たな分析に基
づいた、より効率的で効果的な「データヘルス」に
取り組みます。

地域・家庭・学校が連携した健康教育・食育の充実
に取り組み、児童生徒の望ましい生活習慣の形成と
運動習慣の確立を図ります。

歯科疾患のリスクの重大性について、様々なライフ
ステージに応じた周知啓発を図ることにより、自己
管理の意識向上と歯科健診の受診機会につなげま
す。

児童生徒の望ましい生活習慣の形成

フレイル予防の推進

理学療法士等の専門職や市町村と連携し、高齢者の
介護予防を実践する「フレイル対策」や「認知症対
策」の更なる推進と、ムーブメントの醸成に取り組
みます。

認知症対策の推進

歯と口腔の健康づくりの推進

適切な生活習慣定着に向け、官民を含む地域の健康
づくりに関わる多様な主体との連携により、県民の
健康意識の向上や行動変容の促進を図ります。

糖尿病など生活習慣病の発症予防・重症化予防を図
るため、保健・医療・介護データの新たな分析に基
づいた、より効率的で効果的な「データヘルス」に
取り組みます。

地域・家庭・学校が連携した健康教育・食育の充実
に取り組み、児童生徒の望ましい生活習慣の形成と
運動習慣の確立を図ります。

理学療法士等の専門職や市町村と連携し、高齢者の
介護予防を実践する「フレイル対策」や「新しい認
知症観」の理解促進をはじめとした「認知症対策」
の更なる推進と、ムーブメントの醸成に取り組みま
す。

歯科疾患のリスクの重大性について、様々なライフ
ステージに応じた周知啓発を図ることにより、自己
管理の意識向上と歯科健診の受診機会につなげま
す。

薬物乱用の未然防止のため、若年層に向けた効果的
な啓発を推進します。

糖尿病をはじめとする生活習慣病対策の推進
保健

データヘルスの展開

保健

児童生徒の望ましい生活習慣の形成
教育

フレイル予防の推進

保健

認知症対策の推進
保健

歯と口腔の健康づくりの推進

保健

若年層に対する薬物乱用防止啓発の強化
保健
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戦略５　健康づくりの推進と医療・介護・福祉の充実（p32）

現行(R7.3月時点)← →見直し案(総合計画審議会 R8.1.21時点)

工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ 工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８

戦術

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

具体的な取組

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局 番号具体的な取組

がん対策の機運を醸成するとともに、職域における健康経営
を推進することで、がんの早期発見・早期治療につなげるた
め、７月に保健医療や経済産業分野等計５７団体による「徳
島県がん征圧共同宣言」を実施しており、今後もがん対策を
一層推進するため。

保健 14

保健

保健

保健

保健

受診しやすい環境整備 24.1 28.4 受診しやすい環境整備 24.1 28.4

モデル地域における受診しやすい環境整備／
市町村へ展開

24.1 28.4
モデル地域における受診しやすい環境整備／
市町村へ展開

24.1 28.4

職域における受診促進の強化 25.2 28.4

患者支援の充実／医療機関や支援団体等と連
携した、包括的ながん対策の実施

24.1 28.4
患者支援の充実／医療機関や支援団体等と連
携した、包括的ながん対策の実施

24.1 28.4

取組共有・各目標指標の評価 24.1 25.4 取組共有・各目標指標の評価 24.1 25.4

中間評価(目標指標の見直し) 26.1 26.4 中間評価(目標指標の見直し) 26.1 26.4

取組共有・各目標指標の評価 27.1 28.4 取組共有・各目標指標の評価 27.1 28.4

行政・医療機関・患者支援団体が連携した相
談支援の推進

24.1 28.4
行政・医療機関・患者支援団体が連携した相
談支援の推進

24.1 28.4

普及啓発活動の実施／ドナー登録説明員の養
成

24.1 28.4
普及啓発活動の実施／ドナー登録説明員の養
成

24.1 28.4

ウイルス性肝炎の早期発見、早期治療のため、関係
機関と連携し、予防・検査・治療体制の充実強化を
図り、発症予防や重症化抑制対策を推進します。

2
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化

「がん検診受診率の向上」「がんの一次予防の推
進」に取り組み、がんによる死亡の減少を目指しま
す。

がん医療及び連携体制の整備、がんと診断された時
からの緩和ケア、サバイバーシップ支援等に取り組
み、がんになっても適切な治療を受けながら、安心
して暮らせる社会の構築を目指します。

難病患者が住み慣れた地域で安心して生活が送れる
よう、難病医療・相談体制の構築、 行政、医療、介
護、福祉の連携の強化等を推進します。

がん治療・患者支援の推進

がん検診の受診率の向上

ウイルス性肝炎の予防・検査・治療体制の推進

難病患者の支援体制の推進

骨髄バンクへのドナー登録の推進

骨髄等の移植を必要とする患者を救うため、骨髄バ
ンクへのドナー登録を推進します。

「がん征圧」に向けて、「がん検診受診率の向上」
「がんの一次予防の推進」に取り組み、がんによる
死亡率の減少を目指します

がん医療及び連携体制の整備、がんと診断された時
からの緩和ケア、サバイバーシップ支援等に取り組
み、がんになっても適切な治療を受けながら、安心
して暮らせる社会の構築を目指します。

ウイルス性肝炎の早期発見、早期治療のため、関係
機関と連携し、予防・検査・治療体制の充実強化を
図り、発症予防や重症化抑制対策を推進します。

難病患者が住み慣れた地域で安心して生活が送れる
よう、難病医療・相談体制の構築、 行政、医療、介
護、福祉の連携の強化等を推進します。

骨髄等の移植を必要とする患者を救うため、骨髄バ
ンクへのドナー登録を推進します。

がん検診の受診率の向上

がん検診の受診率向上に向け、従業員が、がん検診を受けや
すい環境整備に取り組んでいくため。（R7.6月補正予算）

保健 15

がん治療・患者支援の推進
保健

ウイルス性肝炎の予防・検査・治療体制の推進

保健

難病患者の支援体制の推進
保健

骨髄バンクへのドナー登録の推進
保健
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戦略５　健康づくりの推進と医療・介護・福祉の充実（p32）

現行(R7.3月時点)← →見直し案(総合計画審議会 R8.1.21時点)

工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ 工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８

戦術

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

具体的な取組

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局 番号具体的な取組

保健

保健

保健

保健

病院

病院

保健

地域枠等の制度拡充 24.1 24.4 地域枠等の制度拡充 24.1 24.4

学生への啓発強化／医師等の確保・県内定着
促進

24.1 28.4
学生への啓発強化／医師等の確保・県内定着
促進

24.1 28.4

遠隔医療の実装／へき地医療機関への支援 24.1 28.4 遠隔医療の実装／へき地医療機関への支援 24.1 28.4

関係機関と協議／医療機能の分化・連携の推
進

24.1 28.4
関係機関と協議／医療機能の分化・連携の推
進

24.1 28.4

広報・啓発強化 24.1 24.4 広報・啓発強化 24.1 24.4

相談体制の充実／救急搬送の効率化支援 24.1 28.4 相談体制の充実／救急搬送の効率化支援 24.1 28.4

経営強化計画に基づく取組の推進 24.1 28.4 経営強化計画に基づく取組の推進 24.1 28.4

ヘリポートの整備 24.1 25.1 ヘリポートの整備 24.1 25.1

津波防潮壁の整備 25.1 26.4 津波防潮壁の整備 25.1 26.4

救急医療の更なる強化 27.1 28.4 救急医療の更なる強化 27.1 28.4
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更なる医師確保に向け、研修医等の県内医療機関に
おける定着の促進や県外からの即戦力となる人材の
獲得、看護現場における多様な人材の育成・確保に
取り組みます。

県立病院では、県民医療の最前線で働く職員が、働
きがいと誇りを実感できる「働き方改革」を進め、
医療人材の確保につなげます。

「救急医療」や「高度先進医療」に加え、地域の
ニーズを踏まえた県立病院の役割・機能の最適化と
連携の強化に向けた取組を、ソフト、ハード両面か
ら推進します。

地方独立行政法人徳島県鳴門病院の運営において、
中期計画を着実に推進し、県北部の中核病院として
の機能充実、地域の医療水準の向上を図ります。

医師等の養成・確保・定着の促進

鳴門病院の機能充実

県立病院の機能充実

遠隔医療に関する先行事例の紹介など普及啓発を行
うほか、必要な環境整備を支援し、オンライン診
療・診断などを推進します。

地域における持続可能な医療提供体制の構築に向
け、在宅医療の充実を図るとともに、限られた医療
資源のより効率的・効果的な活用について検討を進
めます。

医療DXの推進

夜間の急な病気等への電話やＳＮＳによる相談対応
とともに、タブレットを活用した迅速な救急搬送を
支援するシステムにより、更なる救急対応力強化に
取り組みます。

医療資源の効率的・効果的活用

救急医療体制の強化

更なる医師確保に向け、研修医等の県内医療機関に
おける定着の促進や県外からの即戦力となる人材の
獲得、看護現場における多様な人材の育成・確保に
取り組みます。

遠隔医療に関する先行事例の紹介など普及啓発を行
うほか、必要な環境整備を支援し、オンライン診
療・診断などを推進します。

地域における持続可能な医療提供体制の構築に向
け、在宅医療の充実を図るとともに、限られた医療
資源のより効率的・効果的な活用について検討を進
めます。

夜間の急な病気等への電話やＳＮＳによる相談対応
とともに、タブレットを活用した迅速な救急搬送を
支援するシステムにより、更なる救急対応力強化に
取り組みます。

県立病院では、県民医療の最前線で働く職員が、働
きがいと誇りを実感できる「働き方改革」を進め、
医療人材の確保につなげます。

「救急医療」や「高度先進医療」に加え、地域の
ニーズを踏まえた県立病院の役割・機能の最適化と
連携の強化に向けた取組を、ソフト、ハード両面か
ら推進します。

地方独立行政法人徳島県鳴門病院の運営において、
中期計画を着実に推進し、県北部の中核病院として
の機能充実、地域の医療水準の向上を図ります。

医師等の養成・確保・定着の促進

保健

医療DXの推進 保健
病院

医療資源の効率的・効果的活用
保健

救急医療体制の強化

保健

県立病院の機能充実
病院

鳴門病院の機能充実

保健
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戦略５　健康づくりの推進と医療・介護・福祉の充実（p32）

現行(R7.3月時点)← →見直し案(総合計画審議会 R8.1.21時点)

工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ 工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８

戦術

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

具体的な取組

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局 番号具体的な取組

保健

保健

保健

保健

保健

保健

医療措置協定締結 24.1 24.4 医療措置協定締結 24.1 24.4

整備状況の点検・共有 25.1 25.4 整備状況の点検・共有 25.1 25.4

体制整備目標中間見直し 26.1 26.4 体制整備目標中間見直し 26.1 26.4

整備状況の点検・共有 27.1 28.4 整備状況の点検・共有 27.1 28.4

周産期医療施設の相互協力・連携強化を推進 24.1 28.4 周産期医療施設の相互協力・連携強化を推進 24.1 28.4

精神科救急医療の適切な提供 24.1 28.4 精神科救急医療の適切な提供 24.1 28.4

関係機関と協議 24.1 28.4 関係機関と協議 24.1 28.4

全身麻酔下による安心・安全な障がい者歯科
治療の提供

25.1 28.4
全身麻酔下による安心・安全な障がい者歯科
治療の提供

25.1 28.4

教育機関と連携した献血セミナー／学内献血
等の推進

24.1 28.4
教育機関と連携した献血セミナー／学内献血
等の推進

24.1 28.4

モデル事業と成果の水平展開 24.1 25.4 モデル事業と成果の水平展開 24.1 25.4

関係機関と連携した使用促進 24.1 28.4 関係機関と連携した使用促進 24.1 28.4

4
 
医
療
連
携
体
制
の
構
築

ジェネリック医薬品の使用促進

これからの献血を支えていく若年層に対し、献血セ
ミナーやインターネット等を利用した各種啓発を実
施し、献血思想の普及および献血者の増加を図りま
す。

医療費の適正化に向け、保険者等の関係機関と連携
し、ジェネリック医薬品の使用を促進します。

総合的な周産期医療体制の推進

精神科救急医療体制の確保

献血啓発の推進

地域において妊娠、出産から新生児に至る高度専門
的な医療を効果的に提供する、総合的な周産期医療
体制の整備を推進します。

精神疾患を持つ方が、緊急時に適切な医療を受けら
れる精神科救急医療体制の確保を図ります。

障がい者が、より安全・安心な歯科治療を受けられ
る歯科医療体制の拡充に取り組みます。

医療機関をはじめとする関係者の協力を得ながら、
新興・再興感染症発生・まん延時に迅速な検査・医
療の提供が可能な体制の整備を推進します。

新興感染症発生・まん延時の検査・医療提供体制
の整備

障がい者の歯科医療体制の拡充

医療機関をはじめとする関係者の協力を得ながら、
新興・再興感染症発生・まん延時に迅速な検査・医
療の提供が可能な体制の整備を推進します。

地域において妊娠、出産から新生児に至る高度専門
的な医療を効果的に提供する、総合的な周産期医療
体制の整備を推進します。

精神疾患を持つ方が、緊急時に適切な医療を受けら
れる精神科救急医療体制の確保を図ります。

障がい者が、より安全・安心な歯科治療を受けられ
る歯科医療体制の拡充に取り組みます。

これからの献血を支えていく若年層に対し、献血セ
ミナーやインターネット等を利用した各種啓発を実
施し、献血思想の普及および献血者の増加を図りま
す。

医療費の適正化に向け、保険者等の関係機関と連携
し、ジェネリック医薬品の使用を促進します。

新興感染症発生・まん延時の検査・医療提供体制
の整備

保健

総合的な周産期医療体制の推進
保健

精神科救急医療体制の確保
保健

障がい者の歯科医療体制の拡充

保健

献血啓発の推進
保健

ジェネリック医薬品の使用促進
保健
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戦略５　健康づくりの推進と医療・介護・福祉の充実（p32）

現行(R7.3月時点)← →見直し案(総合計画審議会 R8.1.21時点)

工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ 工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８

戦術

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

具体的な取組

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局 番号具体的な取組

保健

保健

保健

保健

保健

保健

保健

関係機関との連携拡大 24.1 24.4 関係機関との連携拡大 24.1 24.4

県内福祉人材の雇用拡大 25.1 28.4 県内福祉人材の雇用拡大 25.1 28.4

導入支援の充実／介護職員の負担軽減と働き
やすい職場環境づくりの推進　導入の促進／
導入効果の検証

24.1 28.4

導入支援の充実／介護職員の負担軽減と働き
やすい職場環境づくりの推進　導入の促進／
導入効果の検証

24.1 28.4

広報・啓発強化／介護現場におけるシニア人
材の普及、定着を推進

24.1 28.4
広報・啓発強化／介護現場におけるシニア人
材の普及、定着を推進

24.1 28.4

心のバリアフリーの取組を推進 24.1 25.4 心のバリアフリーの取組を推進 24.1 25.4

中間評価(中間見直し) 26.1 26.4 中間評価(中間見直し) 26.1 26.4

心のバリアフリーの取組を推進 27.1 28.4 心のバリアフリーの取組を推進 27.1 28.4

研修の充実による人材養成 24.1 25.4 研修の充実による人材養成 24.1 25.4

中間評価(中間見直し) 26.1 26.4 中間評価(中間見直し) 26.1 26.4

研修の充実による人材養成 27.1 28.4 研修の充実による人材養成 27.1 28.4

市町村の整備に向けた取組を推進 24.1 28.4 市町村の整備に向けた取組を推進 24.1 28.4

市町村のコーディネーター配置を推進 24.1 26.4 市町村のコーディネーター配置を推進 24.1 26.4

コーディネーターによる支援の強化 27.1 28.4 コーディネーターによる支援の強化 27.1 28.4

支援人材の育成／関係機関との連携強化 24.1 28.4 支援人材の育成／関係機関との連携強化 24.1 28.4

県民の理解の促進

保健

障がい福祉サービス提供に携わる人材養成

保健

地域生活支援拠点等の整備

5
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様々な介護・福祉のニーズに対応できる担い手づく
りへ、業務の魅力発信を展開するとともに、国・関
係機関と積極的な連携を行い、人材育成・マッチン
グを強化します。

介護現場への「介護ロボット」や「ＩＣＴ」導入支
援や、アクティブシニアの活用による業務分担な
ど、介護業務の効率化や介護職員の業務負担の軽減
を図ります。

障がい者を総合的に支援できる実践力の高い人材を
養成するため、相談支援従事者の段階的な研修や、
より効果的な実地研修を組み込むことにより、障が
い福祉サービスの充実を図ります。

市町村や障がい者関係団体と連携し、障がい者の地
域移行を推進するとともに、地域での生活をより一
層安心できるものとするため、「地域生活支援拠点
等」の整備を推進します。

医療的ケア児とその家族が住み慣れた地域で安心で
きる生活を確保するため、徳島県医療的ケア児等支
援センターを核とした支援体制の構築を推進しま
す。

医療的ケア児等の支援体制の充実

地域生活支援拠点等の整備

県民の理解の促進

福祉人材育成・マッチングの強化

高齢者の生きがいづくりと介護現場の負担軽減を図
るため、「介護助手」制度の普及・定着を図りま
す。

障がい福祉サービス提供に携わる人材養成

介護助手の就労マッチング支援の充実

介護テクノロジーの導入支援

障がいの有無に関わらず、全ての人がお互いの人権
や尊厳を大切にし支え合い、誰もがいきいきと暮ら
すことのできる共生社会の実現を推進します。

様々な介護・福祉のニーズに対応できる担い手づく
りへ、業務の魅力発信を展開するとともに、国・関
係機関と積極的な連携を行い、人材育成・マッチン
グを強化します。

介護現場への「介護ロボット」や「ＩＣＴ」導入支
援や、アクティブシニアの活用による業務分担な
ど、介護業務の効率化や介護職員の業務負担の軽減
を図ります。

高齢者の生きがいづくりと介護現場の負担軽減を図
るため、「介護助手」制度の普及・定着を図りま
す。

障がいの有無に関わらず、全ての人がお互いの人権
や尊厳を大切にし支え合い、誰もがいきいきと暮ら
すことのできる共生社会の実現を推進します。

障がい者を総合的に支援できる実践力の高い人材を
養成するため、相談支援従事者の段階的な研修や、
より効果的な実地研修を組み込むことにより、障が
い福祉サービスの充実を図ります。

市町村や障がい者関係団体と連携し、障がい者の地
域移行を推進するとともに、地域での生活をより一
層安心できるものとするため、「地域生活支援拠点
等」の整備を推進します。

医療的ケア児とその家族が住み慣れた地域で安心で
きる生活を確保するため、徳島県医療的ケア児等支
援センターを核とした支援体制の構築を推進しま
す。

福祉人材育成・マッチングの強化
保健

介護テクノロジーの導入支援

保健

介護助手の就労マッチング支援の充実
保健

保健

医療的ケア児等の支援体制の充実

保健
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戦略５　健康づくりの推進と医療・介護・福祉の充実（p32）

現行(R7.3月時点)← →見直し案(総合計画審議会 R8.1.21時点)

工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ 工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８

戦術

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

具体的な取組

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局 番号具体的な取組

保健

保健

保健

保健

保健

保健

参画団体の拡大、連携強化 24.1 25.4 参画団体の拡大、連携強化 24.1 25.4

支援メニューの更なる充実 26.1 28.4 支援メニューの更なる充実 26.1 28.4

サポート事業者の参画促進 24.1 25.4 サポート事業者の参画促進 24.1 25.4

支援活動の一層の推進 26.1 28.4 支援活動の一層の推進 26.1 28.4

地域ニーズの把握 24.1 24.4 地域ニーズの把握 24.1 24.4

ニーズに応じた居場所づくりの推進 25.1 28.4 ニーズに応じた居場所づくりの推進 25.1 28.4

場面に応じた活躍推進 24.1 28.4 場面に応じた活躍推進 24.1 28.4

関係機関と連携した就労支援、住まい支援の
充実・強化

24.1 28.4
関係機関と連携した就労支援、住まい支援の
充実・強化

24.1 28.4

データ分析による健康管理支援の推進 25.1 28.4 データ分析による健康管理支援の推進 25.1 28.4

関係団体と連携した見守り活動の充実・強化 24.1 28.4 関係団体と連携した見守り活動の充実・強化 24.1 28.4

関係機関と連携した相談支援体制の充実・強
化

24.1 28.4
関係機関と連携した相談支援体制の充実・強
化

24.1 28.4

課題･先進事例等の共有／関係機関による展
開

24.1 28.4
課題･先進事例等の共有／関係機関による展
開

24.1 28.4

中核機関の機能強化 24.1 25.4 中核機関の機能強化 24.1 25.4

関係団体と連携・協働した権利擁護支援の推
進

26.1 28.4
関係団体と連携・協働した権利擁護支援の推
進

26.1 28.4

「ひきこもり」等の多様な背景にあわせた支援に向
け、市町村をはじめ関係機関と連携し、身近な地域
に根ざした支援体制の構築を推進します。

保健

支援活動団体とサポート事業者のマッチングの推
進

民間事業者と連携した食料支援や、様々なニーズに
対応した居場所づくりにより、一人ひとりに寄り
添った支援を展開します。

関係機関と連携した就労支援や住まい支援、データ
分析による健康管理支援等、総合的な支援の展開に
より、一人でも多くの被保護者の自立を促進しま
す。

地域共生社会の実現に向け、「心のサポーター」を
養成し、より身近な場面での「こころのケア」を推
進します。

地域に根ざした居場所づくりの推進

関係機関と連携した就労支援や住まい支援、データ
分析による健康管理支援等、総合的な支援の展開に
より、一人でも多くの被保護者の自立を促進しま
す。

「友愛訪問活動」や「見守り活動協力機関」によ
り、ひとり暮らし高齢者等への地域での重層的かつ
きめ細やかな見守り活動の充実・強化を推進しま
す。

「ひきこもり」等の多様な背景にあわせた支援に向
け、市町村をはじめ関係機関と連携し、身近な地域
に根ざした支援体制の構築を推進します。

官民連携プラットフォームの充実
保健

支援活動団体とサポート事業者のマッチングの推
進

保健

地域に根ざした居場所づくりの推進

6
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官民連携によるネットワークの強化により、積極的
なアプローチ支援を展開し、一人でも多くの生活困
窮者を把握し、相談支援等、必要な支援につなげま
す。

「友愛訪問活動」や「見守り活動協力機関」によ
り、ひとり暮らし高齢者等への地域での重層的かつ
きめ細やかな見守り活動の充実・強化を推進しま
す。

「心のサポーター」の養成

官民連携プラットフォームの充実

高齢者の見守り

ひきこもり対策の推進

保健

権利擁護支援の推進

ひきこもり対策の推進

総合的な支援の展開による自立助長の推進

官民連携によるネットワークの強化により、積極的
なアプローチ支援を展開し、一人でも多くの生活困
窮者を把握し、相談支援等、必要な支援につなげま
す。

民間事業者と連携した食料支援や、様々なニーズに
対応した居場所づくりにより、一人ひとりに寄り
添った支援を展開します。

地域共生社会の実現に向け、「心のサポーター」を
養成し、より身近な場面での「こころのケア」を推
進します。

権利擁護支援の推進

保健

「心のサポーター」の養成
保健

総合的な支援の展開による自立助長の推進

保健

高齢者の見守り
保健
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戦略６　危機管理体制の充実と県土強靱化（レジリエンス）の推進（p39）

現行(R7.3月時点)← →見直し案(総合計画審議会 R8.1.21時点)

工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ 工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８

危機

危機

危機

危機
西部

将来にわたる消防体制の維持・確保に向け、消防広域化に向
けた取組を促進する必要があるため。

危機 16

保健

本部室再構築 24.1 25.1 本部室再構築 24.1 25.1

初動対応力の強化に向けた訓練等の実施 25.1 28.4 初動対応力の強化に向けた訓練等の実施 25.1 28.4

災害時情報共有システム再構築 24.4 26.4 災害時情報共有システム再構築 24.4 26.4

南部支部機能強化 24.1 28.4 南部支部機能強化 24.1 28.4

全市町村との連携訓練の実施 24.1 28.4 全市町村との連携訓練の実施 24.1 28.4

訓練実施・評価 24.1 24.4 訓練実施・評価 24.1 24.4

前年度訓練で判明した課題を解消する訓練の
実施・評価

25.1 28.4
前年度訓練で判明した課題を解消する訓練の
実施・評価

25.1 28.4

消防広域化に向けた課題共有・具体化の検討 25.2 28.4

養成研修、災害対応訓練の実施 24.1 28.4 養成研修、災害対応訓練の実施 24.1 28.4

DWAT先遣隊等の構築・充実 24.4 28.4 DWAT先遣隊等の構築・充実 24.4 28.4

消防広域化推進に向けた取組
17

危機
南部

戦術 具体的な取組

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

部局 番号具体的な取組

1
 
危
機
管
理
体
制
の
充
実

初動対応力の強化に向け、情報収集の進化はもとよ
り、自衛隊・警察など関係機関との連携による共同
作戦を迅速に展開するため、司令塔となる県災害対
策本部の革新的な再構築に取り組みます。

国の新総合防災情報システム（SOBO-WEB）との
連携や、防災関係機関、民間事業者等との連携強化
を前提に、災害時情報共有システムの再構築に取り
組みます。

市町村や関係機関と連携した各種訓練をデジタル技
術を活用しながら積極的に行い、災害や危機事象へ
の対応能力の向上を図ります。

県災害対策本部が万代庁舎に設置できない場合を想
定し、徳島中央警察署や美馬庁舎など代替庁舎にお
いて、県災害対策本部機能を担う訓練を実施しま
す。

代替庁舎における県災害対策本部機能訓練

ＤＭＡＴ等の人材育成

ＤＭＡＴ、ＤＰＡＴ、ＤＷＡＴ等の｢養成研修や災害
対応訓練｣による継続した育成や医療機関の負担軽減
のため、職員を派遣する医療機関へ支援するととも
に、病院ＢＣＰの策定を推進します。

災害対策本部機能の強化

市町村等と連携した訓練の実施

危機
西部

保健

危機

16番の見直しに伴う修正 危機

初動対応力の強化に向け、情報収集の進化はもとよ
り、自衛隊・警察など関係機関との連携による共同
作戦を迅速に展開するため、司令塔となる県災害対
策本部の革新的な再構築に取り組みます。

国の新総合防災情報システム（SOBO-WEB）との
連携や、防災関係機関、民間事業者等との連携強化
を前提に、災害時情報共有システムの再構築に取り
組みます。

市町村や関係機関と連携した各種訓練をデジタル技
術を活用しながら積極的に行い、災害や危機事象へ
の対応能力の向上を図ります。

県災害対策本部が万代庁舎に設置できない場合を想
定し、徳島中央警察署や美馬庁舎など代替庁舎にお
いて、県災害対策本部機能を担う訓練を実施しま
す。

ＤＭＡＴ、ＤＰＡＴ、ＤＷＡＴ等の｢養成研修や災害
対応訓練｣による継続した育成や医療機関の負担軽減
のため、職員を派遣する医療機関へ支援するととも
に、病院ＢＣＰの策定を推進します。

災害対策本部機能の強化

ＤＭＡＴ等の人材育成

市町村等と連携した訓練の実施

代替庁舎における県災害対策本部機能訓練

持続可能な消防体制に繋げる消防広域化に向け、現
状の課題を踏まえたシミュレーションを通じ、具体
的な検討を進めます。
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戦略６　危機管理体制の充実と県土強靱化（レジリエンス）の推進（p39）

現行(R7.3月時点)← →見直し案(総合計画審議会 R8.1.21時点)

工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ 工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８

戦術 具体的な取組

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

部局 番号具体的な取組

危機

農林

農林

農林

危機

保健

支援制度の拡充 24.1 24.3 支援制度の拡充 24.1 24.3

新たな被害想定に基づく市町村支援の実施 24.1 28.4 新たな被害想定に基づく市町村支援の実施 24.1 28.4

市町村との連携による津波避難困難地域の解
消

24.1 28.4
市町村との連携による津波避難困難地域の解
消

24.1 28.4

地すべり対策・山地災害対策の実施 24.1 28.4 地すべり対策・山地災害対策の実施 24.1 28.4

機能診断に基づく対策の実施 24.1 28.4 機能診断に基づく対策の実施 24.1 28.4

事業周知、調査実施、新技術の活用・普及 24.1 28.4 事業周知、調査実施、新技術の活用・普及 24.1 28.4

支援制度の拡充 24.1 24.3 支援制度の拡充 24.1 24.3

市町村への支援制度運用による避難所ＱＯＬ
向上

24.1 28.4
市町村への支援制度運用による避難所ＱＯＬ
向上

24.1 28.4

市町村の課題把握 24.1 25.4 市町村の課題把握 24.1 25.4

課題解決・新たな課題の対応 26.1 28.4 課題解決・新たな課題の対応 26.1 28.4

農林
地籍調査の推進

地すべり対策等の推進
農林

農業水利施設の長寿命化
農林

2
 
事
前
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な
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難
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境
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保

地震津波から助かる命を助け、助かった命をつな
ぐ、事前の高台移転や津波避難困難地域の解消、
「ＴＫＢの確保」をはじめとする避難所のＱＯＬ向
上など、新次元の事前復興対策をハード・ソフト両
面から強力に推進します。

災害リスクの高い地域などに重点化しつつ、過疎・
高齢化の進む山間部では、現地立会が不要なリモー
トセンシングによる新手法を活用し、県土強靱化に
資する地籍調査を一層推進します。

農業水利施設の更新について、従来の「事後保全」
から、適時・適切な「予防保全」にシフトすること
で、ライフサイクルコストの低減を図ります。

避難所の機能強化

地すべり対策等の推進

快適な避難環境の構築により災害関連死をなくすた
め、空調整備など避難所の機能強化に取り組みま
す。

要配慮者一人ひとりが確実に避難できる避難支援体
制づくりを目指し、市町村における個別避難計画の
作成や、福祉避難所の機能強化に向け、設備・体制
の整備を支援します。

農業水利施設の長寿命化

個別避難計画作成及び福祉避難所の設備・体制整
備

市町村の事前復興対策支援

地籍調査の推進

大規模災害発生時における生産活動の維持、被害の
最小化に向け、排水、地すべり、津波など地域が抱
える課題に応じた防災・減災対策を重点的に推進し
ます。

危機

市町村の事前復興対策支援

地震津波から助かる命を助け、助かった命をつな
ぐ、事前の高台移転や津波避難困難地域の解消、
「ＴＫＢの確保」をはじめとする避難所のＱＯＬ向
上など、新次元の事前復興対策をハード・ソフト両
面から強力に推進します。

災害リスクの高い地域などに重点化しつつ、過疎・
高齢化の進む山間部では、現地立会が不要なリモー
トセンシングによる新手法を活用し、県土強靱化に
資する地籍調査を一層推進します。

大規模災害発生時における生産活動の維持、被害の
最小化に向け、排水、地すべり、津波など地域が抱
える課題に応じた防災・減災対策を重点的に推進し
ます。

農業水利施設の更新について、従来の「事後保全」
から、適時・適切な「予防保全」にシフトすること
で、ライフサイクルコストの低減を図ります。

快適な避難環境の構築により災害関連死をなくすた
め、空調整備など避難所の機能強化に取り組みま
す。

要配慮者一人ひとりが確実に避難できる避難支援体
制づくりを目指し、市町村における個別避難計画の
作成や、福祉避難所の機能強化に向け、設備・体制
の整備を支援します。

危機

個別避難計画作成及び福祉避難所の設備・体制整
備

保健

避難所の機能強化
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戦略６　危機管理体制の充実と県土強靱化（レジリエンス）の推進（p39）

現行(R7.3月時点)← →見直し案(総合計画審議会 R8.1.21時点)

工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ 工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８

戦術 具体的な取組

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

部局 番号具体的な取組

危機

危機

危機

危機
保健

危機

保健

ＬＩＮＥ等県公式ＳＮＳの登録推進 24.1 28.4 ＬＩＮＥ等県公式ＳＮＳの登録推進 24.1 28.4

ポータルサイトの刷新 24.1 24.4 ポータルサイトの刷新 24.1 24.4

ポータルサイトの充実 25.1 28.4 ポータルサイトの充実 25.1 28.4

市町村における災害ケースマネジメント実施
体制の構築（訓練実施、マニュアル化）

24.1 28.4
市町村における災害ケースマネジメント実施
体制の構築（訓練実施、マニュアル化）

24.1 28.4

消防団の魅力発信やイベント・研修の充実 24.1 28.4 消防団の魅力発信やイベント・研修の充実 24.1 28.4

県立防災センターの利用促進、出前講座の開
催等

24.1 28.4
県立防災センターの利用促進、出前講座の開
催等

24.1 28.4

知事杯の創設 24.1 24.2 知事杯の創設 24.1 24.2

メディカルラリー知事杯の実施 24.3 28.4 メディカルラリー知事杯の実施 24.3 28.4

防災士の資格取得研修等の充実 24.1 28.4 防災士の資格取得研修等の充実 24.1 28.4

関係機関との連携強化 24.1 28.4 関係機関との連携強化 24.1 28.4

県土

県土

県土

由岐大西線(色面～棚田工区)　完成 24.1 24.4 由岐大西線(色面～棚田工区)　完成 24.1 24.4

徳島南部自動車道(阿南ＩＣ～小松島南ＩＣ)
完成

24.1 25.4
徳島南部自動車道(阿南ＩＣ～小松島南ＩＣ)
完成

24.1 25.4

国道492号(三ツ木工区)　完成 24.1 26.4 国道492号(三ツ木工区)　完成 24.1 26.4

日和佐小野線(恵比須浜工区)　完成 24.1 27.4 日和佐小野線(恵比須浜工区)　完成 24.1 27.4

徳島東環状線(末広住吉工区)　完成 24.1 28.4 徳島東環状線(末広住吉工区)　完成 24.1 28.4

3
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「自分の命は自分で守る」防災意識の向上と適切な
避難行動の促進を図るため、ＳＮＳ等の活用による
県民目線の防災情報発信に取り組みます。

防災士の活動支援

防災情報発信体制の強化

全世代型防災教育の推進

地域防災力の「中核」である消防団の充実強化を図
るため、その活動の活性化や女性や若者など「多様
な人材」の確保・育成の取組を推進します。

災害ボランティアセンターの体制整備

消防団の充実強化

子どもから高齢者までの「全世代型防災教育」を推
進するため、県立防災センターの利用促進や地域に
出向く防災講座を実施するとともに、子どもを対象
とした「メディカルラリー知事杯」を開催します。

「自助」、さらに自主防災組織等「共助」の担い手
となる人材を育成するため、防災知識の習得はもと
より、防災士の資格取得及び活動を支援します。

災害ボランティアの力が効果的に発揮されるよう、
関係機関と連携して活動環境の整備を促進します。

被災者一人ひとりに寄り添い、きめ細やかな支援を
行う災害ケースマネジメントについて、中間支援組
織との連携による新たな市町村実践モデルを構築
し、広く横展開します。

4
 
強
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徳島自動車道の全線４車線化に向けた整備を推進し
ます。

徳島環状道路をはじめとする緊急輸送道路等の整備
を推進します。

道路整備での県土強靱化対策

円滑な救急救命・防災活動等が行えるよう、徳島南
部自動車道及び阿南安芸自動車道の整備を推進しま
す。

徳島自動車道の全線４車線化に向けた整備を推進し
ます。

徳島環状道路をはじめとする緊急輸送道路等の整備
を推進します。

道路整備での県土強靱化対策

県土

被災者支援体制の充実強化

円滑な救急救命・防災活動等が行えるよう、徳島南
部自動車道及び阿南安芸自動車道の整備を推進しま
す。

防災士の活動支援

全世代型防災教育の推進

危機
保健

「自分の命は自分で守る」防災意識の向上と適切な
避難行動の促進を図るため、ＳＮＳ等の活用による
県民目線の防災情報発信に取り組みます。

被災者一人ひとりに寄り添い、きめ細やかな支援を
行う災害ケースマネジメントについて、中間支援組
織との連携による新たな市町村実践モデルを構築
し、広く横展開します。

地域防災力の「中核」である消防団の充実強化を図
るため、その活動の活性化や女性や若者など「多様
な人材」の確保・育成の取組を推進します。

子どもから高齢者までの「全世代型防災教育」を推
進するため、県立防災センターの利用促進や地域に
出向く防災講座を実施するとともに、子どもを対象
とした「メディカルラリー知事杯」を開催します。

「自助」、さらに自主防災組織等「共助」の担い手
となる人材を育成するため、防災知識の習得はもと
より、防災士の資格取得及び活動を支援します。

災害ボランティアの力が効果的に発揮されるよう、
関係機関と連携して活動環境の整備を促進します。

防災情報発信体制の強化

消防団の充実強化
危機

危機

災害ボランティアセンターの体制整備
保健

危機

被災者支援体制の充実強化
危機
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戦略６　危機管理体制の充実と県土強靱化（レジリエンス）の推進（p39）

現行(R7.3月時点)← →見直し案(総合計画審議会 R8.1.21時点)

工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ 工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８

戦術 具体的な取組

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

部局 番号具体的な取組

県土

県土

県土

県土

県土

県土

ヤナギ谷砂防堰堤　完成 24.1 24.4 ヤナギ谷砂防堰堤　完成 24.1 24.4

那賀川(原ヶ崎地区)　完成 24.1 25.4 那賀川(原ヶ崎地区)　完成 24.1 25.4

吉野川(加茂第二地区)　完成 24.1 26.4 吉野川(加茂第二地区)　完成 24.1 26.4

園瀬川(川西地区)　完成 24.1 27.4 園瀬川(川西地区)　完成 24.1 27.4

西山(2)急傾斜地崩壊防止施設　完成 24.1 28.4 西山(2)急傾斜地崩壊防止施設　完成 24.1 28.4

地域の特性を活かし、市町村や地域住民などが参画
した対策を進める「流域水管理行動計画」を策定
し、施策展開を推進します。

高まる水害・土砂災害リスクに対して、住民の避難
行動を促し、人的被害をなくすため、きめ細やかな
雨量・水位等の発信を推進します。

円滑な災害復旧が行えるよう、ハード対策と連携
し、デジタル技術を活用した被災調査等のソフト対
策の強化を推進します。

気候変動の影響に伴う平均海面上昇等に適応した海
岸保全対策の検討を推進します。

5
 
流
域
治
水
の
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進

激甚化・頻発化する水害や土砂災害等に備えるた
め、吉野川・那賀川水系等において、無堤対策、ダ
ム再生、土石流対策及び下水道等による「流域治
水」を推進します。

発生確率が高まる南海トラフ巨大地震に備えるた
め、河川・海岸堤防等のハード・ソフト両面での地
震・津波対策を推進します。

気候変動の影響に伴う平均海面上昇等に適応した海
岸保全対策の検討を推進します。

地域の特性を活かし、市町村や地域住民などが参画
した対策を進める「流域水管理行動計画」を策定
し、施策展開を推進します。

河川・砂防整備等での県土強靱化対策

高まる水害・土砂災害リスクに対して、住民の避難
行動を促し、人的被害をなくすため、きめ細やかな
雨量・水位等の発信を推進します。

円滑な災害復旧が行えるよう、ハード対策と連携
し、デジタル技術を活用した被災調査等のソフト対
策の強化を推進します。

激甚化・頻発化する水害や土砂災害等に備えるた
め、吉野川・那賀川水系等において、無堤対策、ダ
ム再生、土石流対策及び下水道等による「流域治
水」を推進します。

発生確率が高まる南海トラフ巨大地震に備えるた
め、河川・海岸堤防等のハード・ソフト両面での地
震・津波対策を推進します。

河川・砂防整備等での県土強靱化対策

県土
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戦略６　危機管理体制の充実と県土強靱化（レジリエンス）の推進（p39）

現行(R7.3月時点)← →見直し案(総合計画審議会 R8.1.21時点)

工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ 工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８

戦術 具体的な取組

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

部局 番号具体的な取組

県土

県土

観光
県土

県土

全国各地での埋設管路の事故や国の耐震化目標を踏まえ、工
業用水道管路のさらなる強靱化を推進するとともに、被災時
の早期給水再開に向け、バックアップ対策の充実・強化を図
るため。

企業 18

企業

橋梁点検箇所（１巡目） 24.1 26.4 橋梁点検箇所（１巡目） 24.1 26.4

橋梁点検箇所（２巡目） 27.1 28.4 橋梁点検箇所（２巡目） 27.1 28.4

調査・周知・区域指定 24.1 26.4 調査・周知・区域指定 24.1 25.1

推進 27.1 28.4 推進 25.2 28.4

改築 24.1 26.4 改築 24.1 26.4

運用 27.1 28.4 運用 27.1 28.4

木造住宅耐震化に向けた緊急的な支援 24.1 26.4 木造住宅耐震化に向けた緊急的な支援 24.1 26.4

市町村と連携した補助金支援 24.1 28.4 市町村と連携した補助金支援 24.1 28.4

詳細設計、用地取得、管路更新 24.1 28.4 詳細設計、用地取得、管路更新 24.1 28.4

バックアップ対策の充実・強化 25.3 28.4

概略設計 24.1 26.4 概略設計 24.1 26.4

詳細設計 27.1 28.4 詳細設計 27.1 28.4

オロナミンＣ球場内野スタンド全面改築
観光
県土

日野谷発電所大規模改修の推進

工業用水道において、優先的に整備する区間を定め
た管路更新計画に基づき、戦略的に管路の老朽化、
耐震化対策を進めます。

将来にわたって自然エネルギー電力の安定供給を図
るため、日野谷発電所の大規模改修に向けた検討を
進めます。

インフラメンテナンスでの県土強靱化対策

木造住宅の耐震改修等での県土強靱化対策

切迫する大規模地震に対し、木造住宅の耐震化や老
朽危険空き家の除却、応急復旧に向けた事前の備え
などを進めます。

工業用水管路更新計画の推進

オロナミンＣ球場内野スタンド全面改築

危険盛土対策の推進

老朽化しているオロナミンＣ球場の大規模改修・更
新を計画的かつ集中的に推進するとともに、防災機
能の強化を図ります。

道路、河川・海岸、砂防、港湾などのインフラにつ
いて、計画的に老朽化対策を進めるとともに、デジ
タル技術や民間活力の積極的な活用により、効率
的・効果的な維持管理を推進します。

盛土の崩壊による災害から人的被害をなくすため、
危険な盛土に対し、包括的な規制の強化を推進しま
す。

危険盛土対策の推進に向け、区域指定を前倒しで完了させた
ため。

県土 19
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木造住宅の耐震改修等での県土強靱化対策
県土

工業用水管路更新計画等の推進

老朽化しているオロナミンＣ球場の大規模改修・更
新を計画的かつ集中的に推進するとともに、防災機
能の強化を図ります。

切迫する大規模地震に対し、木造住宅の耐震化や老
朽危険空き家の除却、応急復旧に向けた事前の備え
などを進めます。

甚大な被害が想定される南海トラフ巨大地震に備え
るため、工業用水道管路の耐震化をはじめ、ハー
ド・ソフト両面での対策を推進します。

将来にわたって自然エネルギー電力の安定供給を図
るため、日野谷発電所の大規模改修に向けた検討を
進めます。

インフラメンテナンスでの県土強靱化対策
県土

危険盛土対策の推進

道路、河川・海岸、砂防、港湾などのインフラにつ
いて、計画的に老朽化対策を進めるとともに、デジ
タル技術や民間活力の積極的な活用により、効率
的・効果的な維持管理を推進します。

盛土の崩壊による災害から人的被害をなくすため、
危険な盛土に対し、包括的な規制の強化を推進しま
す。

日野谷発電所大規模改修の推進
企業

18番の見直しに伴う修正 企業 20
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戦略７　県民生活の安全・安心確保（p46）

現行(R7.3月時点)← →見直し案(総合計画審議会 R8.1.21時点)

工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ 工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８

生活

生活

生活

生活

生活

デジタル技術の活用による効果的・効率的な
消費生活相談の実施

24.1 28.4
デジタル技術の活用による効果的・効率的な
消費生活相談の実施

24.1 28.4

ＰＩＯ－ＮＥＴ再構築・新システム運用 24.1 28.4 ＰＩＯ－ＮＥＴ再構築・新システム運用 24.1 28.4

エシカル消費体験・実践の場の拡充 24.1 28.4 エシカル消費体験・実践の場の拡充 24.1 28.4

「見守りネットワーク」を活用した特殊詐欺
等消費者被害情報の共有と広報・啓発活動の
強化

24.1 28.4

「見守りネットワーク」を活用した特殊詐欺
等消費者被害情報の共有と広報・啓発活動の
強化

24.1 28.4

見守り力向上のための研修会・情報交換会の
実施

24.1 28.4
見守り力向上のための研修会・情報交換会の
実施

24.1 28.4

とくしま「消費者教育人材バンク」や、金融
経済教育推進機構による講師派遣制度を活用
した出前講座の実施

24.1 28.4

とくしま「消費者教育人材バンク」や、金融
経済教育推進機構による講師派遣制度を活用
した出前講座の実施

24.1 28.4

消費者大学校を核とした人材育成体制の再構
築・運用推進

24.1 28.4
消費者大学校を核とした人材育成体制の再構
築・運用推進

24.1 28.4

消費者政策に関する海外との交流拡大及び国
際発信の強化

25.1 28.4
消費者政策に関する海外との交流拡大及び国
際発信の強化

25.1 28.4

国内外の消費者行政・教育に携わる関係者と
のネットワーク深化

24.1 28.4
国内外の消費者行政・教育に携わる関係者と
のネットワーク深化

24.1 28.4

｢全世代型｣エシカル消費の推進
生活

地域見守り体制の充実

生活

消費者政策国際拠点化の推進

生活

戦術

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

生活

全世代への消費者教育

消費者政策国際拠点化の推進

生活

1
 
先
駆
的
な
消
費
者
行
政
の
推
進

複雑かつ多様化の度合いを増す消費者被害の未然防
止を図るため、消費者庁新未来創造戦略本部と連携
し、消費生活相談の全国システムであるＰＩＯ－Ｎ
ＥＴの再構築をはじめ、消費者情報センター機能の
充実を図ります。

消費者庁新未来創造戦略本部との連携協力により、
食品ロス対策や地産地消など、食育強化をテーマと
した「全世代型エシカル消費」を推進し、日常生活
に根付いた実践の場の創造と定着を図ります。

特殊詐欺やSNS型詐欺をはじめとする消費者被害か
ら高齢者、障がい者等を守るため、県警察や市町村
見守りネットワークとともに、実効性のある地域見
守り体制の充実を図ります。

社会情勢の変化に対応する「自立した消費者」を育
成するため、ライフステージに応じた「全世代への
消費者教育」を推進するとともに、消費者大学校を
核とした消費生活相談・消費者教育を担う人材の育
成を図ります。

ＡＳＥＡＮ諸国や香港、韓国等とのネットワークの
強化や国内外への発信により、「消費者政策の国際
拠点」としての魅力向上を図ります。

全世代への消費者教育

地域見守り体制の充実

｢全世代型｣エシカル消費の推進

消費者情報センター機能の充実

具体的な取組

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局 番号具体的な取組

複雑かつ多様化の度合いを増す消費者被害の未然防
止を図るため、消費者庁新未来創造戦略本部と連携
し、消費生活相談の全国システムであるＰＩＯ－Ｎ
ＥＴの再構築をはじめ、消費者情報センター機能の
充実を図ります。

消費者庁新未来創造戦略本部との連携協力により、
食品ロス対策や地産地消など、食育強化をテーマと
した「全世代型エシカル消費」を推進し、日常生活
に根付いた実践の場の創造と定着を図ります。

特殊詐欺やSNS型詐欺をはじめとする消費者被害か
ら高齢者、障がい者等を守るため、県警察や市町村
見守りネットワークとともに、実効性のある地域見
守り体制の充実を図ります。

社会情勢の変化に対応する「自立した消費者」を育
成するため、ライフステージに応じた「全世代への
消費者教育」を推進するとともに、消費者大学校を
核とした消費生活相談・消費者教育を担う人材の育
成を図ります。

ＡＳＥＡＮ諸国や香港、韓国等とのネットワークの
強化や国内外への発信により、「消費者政策の国際
拠点」としての魅力向上を図ります。

消費者情報センター機能の充実
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戦略７　県民生活の安全・安心確保（p46）

現行(R7.3月時点)← →見直し案(総合計画審議会 R8.1.21時点)

工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ 工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８

戦術

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

具体的な取組

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局 番号具体的な取組

生活

生活

生活

食品安全ゼミナール、出前講座、シンポジウ
ム形式によるリスクコミュニケーションの実
施

24.1 28.4

食品安全ゼミナール、出前講座、シンポジウ
ム形式によるリスクコミュニケーションの実
施

24.1 28.4

ＨＡＣＣＰ監視指導・巡回指導の実施、事業
者への定着支援

24.1 28.4
ＨＡＣＣＰ監視指導・巡回指導の実施、事業
者への定着支援

24.1 28.4

収去検査計画の策定、重点監視品目の設定、
計画的な収去及び買上げ

24.1 28.4
収去検査計画の策定、重点監視品目の設定、
計画的な収去及び買上げ

24.1 28.4

食品の規格基準検査、産地等判別の実施 24.1 28.4 食品の規格基準検査、産地等判別の実施 24.1 28.4

生活

生活

各種資格検査の適切な実施・生活衛生施設へ
の監視指導強化

24.1 28.4
各種資格検査の適切な実施・生活衛生施設へ
の監視指導強化

24.1 28.4

経営相談・指導、人材育成に向けた出前授業
の実施

24.1 28.4
経営相談・指導、人材育成に向けた出前授業
の実施

24.1 28.4

ＨＡＣＣＰ制度の定着推進

生活

生活

3
 
生
活
衛
生
施
設
に
お
け
る
衛
生
水

準
の
維
持
と
事
業
継
続

県民生活に密着した理・美容所など生活衛生施設の
衛生水準維持に向け、各種資格検査の適切な実施と
ともに、監視指導の強化に取り組みます。

営業者への経営相談・指導を通じ、経営の安定を図
るとともに、出前授業を行うことにより、
若年者の生活衛生業に対する理解及び就業を促進
し、生活衛生事業者の事業継続を支援します。

2
 
食
の
安
全
・
安
心
の
推
進

消費者、食品関連事業者及び行政の連携のもと、
「食」に関する「全世代型のリスクコミュニケー
ション」を推進します。

生活衛生関連事業者の事業継続支援

生活衛生施設における衛生水準の維持

ＨＡＣＣＰ制度の定着推進

食に関する「全世代型リスクコミュニケーション」

食品関連事業者（食品の製造から販売まで）に対す
るＨＡＣＣＰアドバイザー等による巡回指導の強化
に取り組みます。

食品の収去検査等による、産地等判別や微生物検査
の実施など科学的手法を活用し、食品表示の適正化
と食品の安全性を確保します。

生活

食に関する「全世代型リスクコミュニケーション」

科学的な食品分析の活用

生活

生活

消費者、食品関連事業者及び行政の連携のもと、
「食」に関する「全世代型のリスクコミュニケー
ション」を推進します。

食品関連事業者（食品の製造から販売まで）に対す
るＨＡＣＣＰアドバイザー等による巡回指導の強化
に取り組みます。

食品の収去検査等による、産地等判別や微生物検査
の実施など科学的手法を活用し、食品表示の適正化
と食品の安全性を確保します。

生活衛生関連事業者の事業継続支援

科学的な食品分析の活用

県民生活に密着した理・美容所など生活衛生施設の
衛生水準維持に向け、各種資格検査の適切な実施と
ともに、監視指導の強化に取り組みます。

営業者への経営相談・指導を通じ、経営の安定を図
るとともに、出前授業を行うことにより、
若年者の生活衛生業に対する理解及び就業を促進
し、生活衛生事業者の事業継続を支援します。

生活衛生施設における衛生水準の維持
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戦略７　県民生活の安全・安心確保（p46）

現行(R7.3月時点)← →見直し案(総合計画審議会 R8.1.21時点)

工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ 工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８

戦術

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

具体的な取組

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局 番号具体的な取組

警察

警察

特殊詐欺等の撲滅に向け、未然防止対策をより一層推進する
とともに、特殊詐欺の中で今年度認知件数の多い「オレオレ
詐欺」を追記。

警察 21

警察

警察

地域の実情に応じた交番・駐在所の再編整備 24.1 28.4 地域の実情に応じた交番・駐在所の再編整備 24.1 28.4

防犯アプリ「スマートポリス」等による情報
発信

24.1 28.4
防犯アプリ「スマートポリス」やSNSによ
る情報発信及び利用促進

24.1 28.4

全国警察と連携した捜査と抑止対策の徹底 24.1 28.4 全国警察と連携した捜査と抑止対策の徹底 24.1 28.4

人材育成・資機材整備・官民連携の強化 24.1 28.4 人材育成・資機材整備・官民連携の強化 24.1 28.4

新庁舎整備の推進 24.1 28.4 新庁舎整備の推進 24.1 28.4

高齢者の交通死亡事故死者数が深刻な状況にある中、更なる
高齢者の交通死亡事故抑止対策を推進する必要があるため。

警察 23

生活

県土

交通安全教育の推進と街頭活動の強化 24.1 28.4 交通安全教育の推進と街頭活動の強化 24.1 28.4

全世代のヘルメット着用の促進 24.1 28.4 全世代のヘルメット着用の促進 24.1 28.4

通学路交通安全プログラムに基づく安全対策
の推進

24.1 28.4
通学路交通安全プログラムに基づく安全対策
の推進

24.1 28.4
県土

警察

警察

21番の見直しに伴う修正 警察 22

深刻化するサイバー空間の脅威に対処するため、警
察における人的・物的基盤の強化に取り組むととも
に、官民連携による対処能力の強化に取り組みま
す。

阿波吉野川警察署の新庁舎整備をはじめ、警察署の
機能強化（治安維持・防災対策）を推進します。

5
 
交
通
安
全
対
策
の
推
進

県民の交通安全意識の高揚を目的とした各種交通安
全活動を推進するなど、交通ルールの遵守と交通マ
ナーの実践を習慣づけるための対策に継続して取り
組みます。

努力義務に引き上げられた自転車ヘルメット着用に
ついて、市町村・関係団体と連携し、高校生や高齢
者をはじめ全世代での着用率向上に向け、全県的な
着用促進施策を展開します。

ヘルメット着用促進施策の推進

道路整備での交通安全対策

各種交通安全活動の推進

ヘルメット着用促進施策の推進

道路整備での交通安全対策

生活

通学路や生活道路における安全・安心な道路空間の
整備を推進します。

努力義務に引き上げられた自転車ヘルメット着用に
ついて、市町村・関係団体と連携し、高校生や高齢
者をはじめ全世代での着用率向上に向け、全県的な
着用促進施策を展開します。

通学路や生活道路における安全・安心な道路空間の
整備を推進します。

各種交通安全活動の推進

阿波吉野川警察署の新庁舎整備
警察

県民の交通安全意識の高揚を目的とした各種交通安
全活動を推進するなど、交通ルールの遵守と交通マ
ナーの実践を習慣づけるための対策や更なる高齢者
の交通死亡事故抑止対策に取り組みます。

交番・駐在所の再編整備

サイバー空間の脅威への対処能力向上

特殊詐欺等の撲滅に向けた取組の推進

県民の防犯意識の高揚を図り、地域の犯罪抑止機能
を強化するため、街頭犯罪等の発生状況や不審者情
報の提供及び地域の犯罪情勢に即した効果的な抑止
対策を推進します。

特殊詐欺、SNS型投資・ロマンス詐欺の撲滅に向
け、被疑者の徹底検挙と幅広い年齢層に対する被害
抑止対策を推進するとともに、先端技術を用いた情
報収集や犯罪に加担させないための広報啓発に取り
組みます。

効果的な犯罪抑止対策の推進

4
 
犯
罪
抑
止
対
策
の
推
進

変化する治安・地域情勢等に的確に対応するため、
「徳島県警察・地域警察再編計画」に基づく交番・
駐在所の再編を進めるとともに、地域治安の拠点と
なる施設整備に取り組みます。

阿波吉野川警察署の新庁舎整備

変化する治安・地域情勢等に的確に対応するため、
「徳島県警察・地域警察再編計画」に基づく交番・
駐在所の再編を進めるとともに、地域治安の拠点と
なる施設整備に取り組みます。

阿波吉野川警察署の新庁舎整備をはじめ、警察署の
機能強化（治安維持・防災対策）を推進します。

交番・駐在所の再編整備

効果的な犯罪抑止対策の推進

県民の防犯意識の高揚を図り、地域の犯罪抑止機能
を強化するため、街頭犯罪等の発生状況や不審者情
報の提供及び地域の犯罪情勢に即した効果的な抑止
対策を推進します。

警察官等をかたるオレオレ詐欺等の特殊詐欺、SNS
型投資・ロマンス詐欺の撲滅に向け、被疑者の徹底
検挙はもとより、被害に遭わせないための対策とし
て、情勢に応じた真に実効性のある被害抑止対策を
推進するとともに、広報啓発活動に取り組みます。

深刻化するサイバー空間の脅威に対処するため、警
察における人的・物的基盤の強化に取り組むととも
に、官民連携による対処能力の強化に取り組みま
す。

特殊詐欺等の撲滅に向けた取組の推進
警察

サイバー空間の脅威への対処能力向上
警察
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戦略７　県民生活の安全・安心確保（p46）

現行(R7.3月時点)← →見直し案(総合計画審議会 R8.1.21時点)

工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ 工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８

戦術

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

具体的な取組

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局 番号具体的な取組

生活

生活

ＴＮＲ活動をはじめとする各政策の推進 24.1 28.4 ＴＮＲ活動をはじめとする各政策の推進 24.1 28.4

現行制度の補完事項検討 24.1 24.4 現行制度の補完事項検討 24.1 24.4

NPO・ボランティア団体等との連携強化 24.1 28.4 NPO・ボランティア団体等との連携強化 24.1 28.4

収容犬の馴化訓練の実施・推進 24.3 28.4 収容犬の馴化訓練の実施・推進 24.3 28.4

オンライン譲渡講習の実施・周知 24.1 25.4 オンライン譲渡講習の実施・周知 24.1 28.4

「徳島県ワンヘルス推進センター」を核とし
た関係機関との連携強化

24.1 28.4
「徳島県ワンヘルス推進センター」を核とし
た関係機関との連携強化

24.1 28.4

新未来ワンヘルスアドバイザー制度の創設・
推進

25.1 28.4
新未来ワンヘルスアドバイザー制度の創設・
推進

25.1 28.4

普及・啓発イベント、県民活動の支援 24.1 28.4 普及・啓発イベント、県民活動の支援 24.1 28.4

ワンヘルス理念の普及推進

「徳島県ワンヘルス推進センター」を核とした連携
体制を強化するとともに、県民に対するワンヘルス
の普及・実践を推進し、ワンヘルス実践社会の構築
を目指します。

6
 
人
と
動
物
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
社
会
づ
く
り

人と動物が安心して暮らせる社会の実現に向け、
「不妊去勢」や「マイクロチップ装着」の推進、譲
渡交流拠点施設「きずなの里」を核とした譲渡事業
等、官民協業施策の更なる推進を図ります。

不妊去勢の推進

犬・猫の譲渡活動の推進

ワンヘルス理念の普及推進

生活

人と動物が安心して暮らせる社会の実現に向け、
「不妊去勢」や「マイクロチップ装着」の推進、譲
渡交流拠点施設「きずなの里」を核とした譲渡事業
等、官民協業施策の更なる推進を図ります。

「徳島県ワンヘルス推進センター」を核とした連携
体制を強化するとともに、県民に対するワンヘルス
の普及・実践を推進し、ワンヘルス実践社会の構築
を目指します。

不妊去勢の推進

生活

犬・猫の譲渡活動の推進
新しい飼い主に動物のことを正しく理解してもらうためのオ
ンライン譲渡講習について、今後も引き続き実施していくた
め。

生活 24
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戦略８　観光立県の推進～徳島観光復活ビッグバン～（p51）

現行(R7.3月時点)← →見直し案(総合計画審議会 R8.1.21時点)

工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ 工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８

観光

生活

セールス・プロモーションの実施、航空会
社・旅行会社への支援、空港受入環境の整備

24.1 28.4
セールス・プロモーションの実施、航空会
社・旅行会社への支援、空港受入環境の整備

24.1 28.4

国への要望活動の実施、県民への機運醸成を
実施

24.1 28.4
国への要望活動の実施、県民への機運醸成を
実施

24.1 28.4

観光

観光

観光

農林

漁業活動との調和を図りつつ、国が提唱する海業の振興を図
るため。
※海業（うみぎょう）：海や漁村の地域資源の価値や魅力を
活用し、地域のにぎわいや所得と雇用を生み出すことが期待
される取組

観光
農林

25

県土

サステナブルな観光コンテンツの造成・ブ
ラッシュアップ

24.1 28.4
サステナブルな観光コンテンツの造成・ブ
ラッシュアップ

24.1 28.4

環境整備 24.1 28.4 環境整備 24.1 28.4

開催・推進 24.1 28.4 開催・推進 24.1 28.4

イベントの磨き上げ 24.1 28.4 イベントの磨き上げ 24.1 28.4

関係者との意見交換・先行モデル作成、県内
他地域への横展開

24.1 28.4
関係者との意見交換・先行モデル作成、県内
他地域への横展開

24.1 28.4

誘客イベントと連携した計画点灯の実施 24.1 28.4 誘客イベントと連携した計画点灯の実施 24.1 28.4

交流イベントの開催及びホームゲームへの招待
観光

イベントの磨き上げ
観光

観光施設の魅力向上
観光

1
 
国
内
外
と
の
動
線
確
保

東アジアのみならず、新たに東南アジアをターゲッ
トとした国際線や、国内ＬＣＣ路線などの就航に向
け、積極的な誘致に取り組みます。

「交流人口の拡大」や「地方経済の活性化」に寄与
する四国への新幹線整備を早期に実現させるため、
四国が一つにまとまり、国への要望活動や県民の機
運醸成に取り組みます。

「交流人口の拡大」や「地方経済の活性化」に寄与
する四国への新幹線整備を早期に実現させるため、
四国が一つにまとまり、国への要望活動や県民の機
運醸成に取り組みます。

四国への新幹線実現に向けた国への要望活動・機
運醸成の推進

生活

東アジアのみならず、新たに東南アジアをターゲッ
トとした国際線や、国内ＬＣＣ路線などの就航に向
け、積極的な誘致に取り組みます。

プロスポーツチーム等との連携により、県民がプロ
スポーツに触れあう機会の充実を図り、県民の応援
機運の醸成や更なるにぎわいを創出します。

「とくしまマラソン」や、「アニメ」「ｅスポー
ツ」等を活用したイベントなどのコンテンツを磨き
上げ、観光誘客を促進します。

高付加価値なコンテンツ整備

観光施設の魅力向上

大鳴門橋ライトアップのイベント連携の推進

交流イベントの開催及びホームゲームへの招待

イベントの磨き上げ

戦術

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

具体的な取組

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局 番号具体的な取組

四国への新幹線実現に向けた国への要望活動・機
運醸成の推進

エアポートセールスの推進 エアポートセールスの推進
観光

2
 
高
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「浮魚礁」「海の駅」等の既存施設を最大限活用す
るとともに、新たな施設整備を促進し、関係事業者
等との連携により遊漁と観光を組み合わせた「釣～
リズム」などを推進し、観光客を呼び込む仕組みを
構築します。

四国の玄関口である大鳴門橋のライトアップについ
て、サイクルイベントや、連休期間等と連動した点
灯を計画することで、県外からの誘客を促進しま
す。

「釣～リズム」の推進

観光団体・事業者・市町村も巻き込みながら、自
然・歴史・文化など徳島ならではのサステナブルな
観光資源を活用した高付加価値なコンテンツの造
成・ブラッシュアップや既存観光施設の魅力の最大
化を図ります。

新たな山村価値創造に向け、県内「林道」を新たな
観光資源として、関係機関と連携した情報発信の充
実強化や林道利活用希望者と林道管理者とのマッチ
ングを行います。

「釣～リズム」の推進
観光
農林

大鳴門橋ライトアップのイベント連携の推進
県土

観光団体・事業者・市町村も巻き込みながら、自
然・歴史・文化など徳島ならではのサステナブルな
観光資源を活用した高付加価値なコンテンツの造
成・ブラッシュアップや既存観光施設の魅力の最大
化を図ります。

プロスポーツチーム等との連携により、県民がプロ
スポーツに触れあう機会の充実を図り、県民の応援
機運の醸成や更なるにぎわいを創出します。

「とくしまマラソン」や、「アニメ」「ｅスポー
ツ」等を活用したイベントなどのコンテンツを磨き
上げ、観光誘客を促進します。

新たな山村価値創造に向け、県内「林道」を新たな
観光資源として、関係機関と連携した情報発信の充
実強化や林道利活用希望者と林道管理者とのマッチ
ングを行います。

漁業活動との調和が取れた海業の振興に向け、地域
の様々な資源を最大限活用するとともに、新たな施
設整備を促進し、関係事業者等との連携により遊漁
と観光を組み合わせた「釣～リズム」などを推進
し、観光客を呼び込む仕組みを構築します。

四国の玄関口である大鳴門橋のライトアップについ
て、サイクルイベントや、連休期間等と連動した点
灯を計画することで、県外からの誘客を促進しま
す。

高付加価値なコンテンツ整備
観光
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戦略８　観光立県の推進～徳島観光復活ビッグバン～（p51）

現行(R7.3月時点)← →見直し案(総合計画審議会 R8.1.21時点)

工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ 工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８

戦術

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

具体的な取組

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局 番号具体的な取組

観光

農林

県土

県土

観光

南部

西部

適地の情報収集・誘致活動・具体的な施設の
立地に係る調整

24.1 28.4
適地の情報収集・誘致活動・具体的な施設の
立地に係る調整

24.1 28.4

宿泊・観光施設のソフト・ハード面からの環
境整備

24.1 28.4
宿泊・観光施設のソフト・ハード面からの環
境整備

24.1 28.4

経営者向けの交流会等の実施による体験メ
ニューの充実強化の支援
四国４県等との連携によるキャンペーンの実
施・ＳＮＳによる定期的な情報発信

24.1 28.4

経営者向けの交流会等の実施による体験メ
ニューの充実強化の支援
四国４県等との連携によるキャンペーンの実
施・ＳＮＳによる定期的な情報発信

24.1 28.4

港湾倉庫街などのリノベーション、集客イベ
ントなどの情報発信

24.1 28.4
港湾倉庫街などのリノベーション、集客イベ
ントなどの情報発信

24.1 28.4

整備 24.1 27.4 整備 24.1 27.4

活用推進 28.1 28.4 活用推進 28.1 28.4

調査・検討・推進 24.1 28.4 調査・検討・推進 24.1 28.4

釣～リズム、林道ツーリング、サーフィン教
室、歴史探訪等の体験型コンテンツ造成・ブ
ラッシュアップ・エージェントセールス

24.1 28.4

釣～リズム、林道ツーリング、サーフィン教
室、歴史探訪等の体験型コンテンツ造成・ブ
ラッシュアップ・エージェントセールス

24.1 28.4

インバウンド誘客・教育旅行誘致拡大に向け
た戦略的なプロモーションの展開

24.1 28.4
インバウンド誘客・教育旅行誘致拡大に向け
た戦略的なプロモーションの展開

24.1 28.4

ＤＭＯと連携した教育旅行等の誘致活動強化 24.1 28.4 ＤＭＯと連携した教育旅行等の誘致活動強化 24.1 28.4

農泊受入施設等の開業支援サポート 24.1 26.4 農泊受入施設等の開業支援サポート 24.1 26.4

開業支援サポートの充実 27.1 28.4 開業支援サポートの充実 27.1 28.4

世界農業遺産を活用した農泊等の推進

DMOと連携したみなみ阿波独自のウェルネス
ツーリズムの推進

西部

施設のブラッシュアップ

観光

施設のブラッシュアップ

とくしま農林漁家民宿の取組支援

「とくしま農林漁家民宿」の開業支援や体験メ
ニューの充実強化等に取り組むとともに、四国４県
等との連携による情報発信等を実施することによ
り、宿泊者の増加を目指します。

魅力的な水辺空間の創出や寄港地観光の拠点整備な
どを通して、既存インフラ等を活用した水辺のにぎ
わい創出に取り組みます。

サイクルツーリズムを通した交流人口の拡大や観光
振興を図るため、兵庫県と連携し、大鳴門橋の桁下
空間において、自転車道設置を推進します。

寄港地観光の拠点整備の推進

宿泊施設の誘致

南部圏域では、自然・伝統・歴史文化を活かした
ウェルネスツーリズムを推進するとともに、インバ
ウンド・教育旅行など多様な観光客受入の体制・環
境整備を促進します。

西部圏域では、地域の魅力の更なる発信を図るた
め、世界農業遺産「にし阿波の傾斜地農耕システ
ム」の次代への継承や農泊受入施設等の開業支援サ
ポートを行い、教育旅行の誘致や歴史文化観光を推
進します。

世界農業遺産を活用した農泊等の推進

アリーナの整備に向けた取組

滞在型観光の拠点となる宿泊・観光施設の受入環境
について、県政史上初となる国際定期便就航の機を
捉え、魅力的なホテルの誘致など宿泊キャパシティ
の拡大、質の高いサービス提供体制の促進、施設の
外国語対応などハード・ソフト両面でブラッシュ
アップを図ります。

県内外から多くの誘客を図ることで新たなにぎわい
を創出し、徳島が持つ活力を最大化するため、音楽
からスポーツまで本物を観ることができるアリーナ
整備の検討を進めます。

大鳴門橋自転車道の設置

滞在型観光の拠点となる宿泊・観光施設の受入環境
について、県政史上初となる国際定期便就航の機を
捉え、魅力的なホテルの誘致など宿泊キャパシティ
の拡大、質の高いサービス提供体制の促進、施設の
外国語対応などハード・ソフト両面でブラッシュ
アップを図ります。

「とくしま農林漁家民宿」の開業支援や体験メ
ニューの充実強化等に取り組むとともに、四国４県
等との連携による情報発信等を実施することによ
り、宿泊者の増加を目指します。

魅力的な水辺空間の創出や寄港地観光の拠点整備な
どを通して、既存インフラ等を活用した水辺のにぎ
わい創出に取り組みます。

サイクルツーリズムを通した交流人口の拡大や観光
振興を図るため、兵庫県と連携し、大鳴門橋の桁下
空間において、自転車道設置を推進します。

県内外から多くの誘客を図ることで新たなにぎわい
を創出し、徳島が持つ活力を最大化するため、音楽
からスポーツまで本物を観ることができるアリーナ
整備の検討を進めます。

南部圏域では、自然・伝統・歴史文化を活かした
ウェルネスツーリズムを推進するとともに、インバ
ウンド・教育旅行など多様な観光客受入の体制・環
境整備を促進します。

西部圏域では、地域の魅力の更なる発信を図るた
め、世界農業遺産「にし阿波の傾斜地農耕システ
ム」の次代への継承や農泊受入施設等の開業支援サ
ポートを行い、教育旅行の誘致や歴史文化観光を推
進します。

宿泊施設の誘致

観光

とくしま農林漁家民宿の取組支援

農林

寄港地観光の拠点整備の推進
県土

大鳴門橋自転車道の設置

県土

アリーナの整備に向けた取組
観光

DMOと連携したみなみ阿波独自のウェルネス
ツーリズムの推進

南部

3
 
持
続
可
能
な
観
光
地
づ
く
り
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戦略８　観光立県の推進～徳島観光復活ビッグバン～（p51）

現行(R7.3月時点)← →見直し案(総合計画審議会 R8.1.21時点)

工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ 工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８

戦術

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

具体的な取組

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局 番号具体的な取組

観光
経産

観光

観光

県土

西部

ブランディングの実施 24.1 24.4 ブランディングの実施 24.1 24.4

キャンペーン展開・効果検証 25.1 28.4 キャンペーン展開・効果検証 25.1 28.4

来訪者データの収集・分析、ＳＮＳ等での情
報発信

24.1 28.4
来訪者データの収集・分析、ＳＮＳ等での情
報発信

24.1 28.4

広域連携ＤＭＯ等と連携したプロモーション
の実施

24.1 28.4
広域連携ＤＭＯ等と連携したプロモーション
の実施

24.1 28.4

積極的な誘致活動 24.1 28.4 積極的な誘致活動 24.1 28.4

寄港地の受入環境整備、ポートセールスや
ファムツアー等を通した観光誘致活動

24.1 28.4
寄港地の受入環境整備、ポートセールスや
ファムツアー等を通した観光誘致活動

24.1 28.4

旅行者目線に立った観光コンテンツ造成・提
供及び地域内への観光誘客・周遊の更なる促
進

24.1 26.4

旅行者目線に立った観光コンテンツ造成・提
供及び地域内への観光誘客・周遊の更なる促
進

24.1 26.4

観光コンテンツの更なるブラッシュアップ 27.1 28.4 観光コンテンツの更なるブラッシュアップ 27.1 28.4

大阪・関西万博の成果を生かし、継続的な取組を行う必要が
あるため。

観光 26

大阪・関西万博の成果を生かし、継続的な取組を行う必要が
あるため。

観光 27

展示・催事の準備 24.1 24.4 展示・催事の準備 24.1 24.4

万博会場での展示・実演 25.1 25.3 万博会場での展示・実演 25.1 25.3

万博レガシーとなるコンテンツや記録映像等
の活用

25.4 28.4
万博レガシーとなるコンテンツや記録映像等
の活用

25.4 28.4

コンテンツの磨き上げ・先行発信 24.1 24.4 コンテンツの磨き上げ・先行発信 24.1 24.4

万博本番年度での全県展開・周遊促進 25.1 25.4 万博本番年度での全県展開・周遊促進 25.1 25.4

コンテンツの継承・継続的な発信 26.1 28.4 コンテンツの継承・継続的な発信 26.1 28.4

5
 
大
阪
・
関
西
万
博
を
契
機
と
す
る
誘
客
促
進

大阪・関西万博の会場に出展する「徳島パビリオ
ン」や催事等における様々なコンテンツを通じ、国
内外に「徳島の魅力」を発信することにより、本県
への「人の流れ」を創出します。

4
 
国
内
外
へ
の
情
報
発
信
の
強
化
と
本
県
の
認
知
度
向
上

デジタル技術を活用したデータ分析等も活用し、従
来とは一線を画す「新たな観光ブランディング」を
実施し、魅力的なコンテンツ・県産品の認知度向
上、観光誘客に直接つながる戦略的なキャンペーン
を展開します。

国内はもとより、東アジア、東南アジア、欧米など
のインバウンド誘客に向け、旅行会社、メディア、
航空会社などと連携し、戦略的なＰＲ活動やプロ
モーションを実施します。

「徳島パビリオン」等のコンテンツの整備

徳島「まるごとパビリオン」への観光誘客の促進

徳島小松島港へのクルーズ船寄港の継続・拡大を図
るとともに、スーパーヨットの積極的な誘致活動や
受入体制の充実強化に取り組みます。

中四国エリアのインバウンド奪取のため、にし阿波
が立地を生かして“玄関口”となり、ＤＭＯ等との
官民連携のもと、「ターゲット国の拡大」や「旅行
者目線に立ったコンテンツの提供」などを戦略的に
展開します。

ＤＭＯと連携した観光資源のブラッシュアップ

旅行消費額の増加など大きな波及効果が期待でき
る、国際ＭＩＣＥの積極的な誘致に取り組みます。

県土

旅行消費額の増加など大きな波及効果が期待でき
る、国際ＭＩＣＥの積極的な誘致に取り組みます。

徳島小松島港へのクルーズ船寄港の継続・拡大を図
るとともに、スーパーヨットの積極的な誘致活動や
受入体制の充実強化に取り組みます。

中四国エリアのインバウンド奪取のため、にし阿波
が立地を生かして“玄関口”となり、ＤＭＯ等との
官民連携のもと、「ターゲット国の拡大」や「旅行
者目線に立ったコンテンツの提供」などを戦略的に
展開します。

新たなキャンペーンの展開

観光

デジタル技術を活用したデータ分析等も活用し、従
来とは一線を画す「新たな観光ブランディング」を
実施し、魅力的なコンテンツ・県産品の認知度向
上、観光誘客に直接つながる戦略的なキャンペーン
を展開します。

国内はもとより、東アジア、東南アジア、欧米など
のインバウンド誘客に向け、旅行会社、メディア、
航空会社などと連携し、戦略的なＰＲ活動やプロ
モーションを実施します。

誘客プロモーション

クルーズ船・スーパーヨット誘致活動の推進

国際ＭＩＣＥの誘致促進

「県民が参画し、県民が創る万博」に向け、市町
村・ＤＭＯ等と連携のもと、県全体を"まるごと"一つ
のパビリオンと見立て、サステナブルな観光資源を
活用したコンテンツを全県展開するとともに、万博
を契機とした観光客の周遊の促進やコンテンツを継
続的に発信するなど観光誘客を加速します。

新たなキャンペーンの展開

クルーズ船・スーパーヨット誘致活動の推進

徳島「まるごとパビリオン」への観光誘客の促進

観光

ＤＭＯと連携した観光資源のブラッシュアップ

西部

大阪・関西万博における「徳島県ゾーン」等におい
て展示した様々なコンテンツを活用し、国内外に
「徳島の魅力」を発信することにより、本県への
「人の流れ」を創出します。

市町村・ＤＭＯ等と連携のもと、県全体を"まるごと"
一つのパビリオンとして展開したサステナブルな観
光コンテンツを継続的に発信することにより、観光
誘客を促進します。

「徳島県ゾーン」等のコンテンツの整備

各府県ゾーンの統一名称に伴う修正 観光 28

観光

誘客プロモーション
観光

国際ＭＩＣＥの誘致促進
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戦略９　文化芸術の振興（p56）

現行(R7.3月時点)← →見直し案(総合計画審議会 R8.1.21時点)

工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ 工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８

観光

観光

観光

支援・戦略的な情報発信の実施 24.1 27.4 支援・戦略的な情報発信の実施 24.1 27.4

支援・戦略的な情報発信の実施・検証 28.1 28.4 支援・戦略的な情報発信の実施・検証 28.1 28.4

推進 24.1 28.4 推進 24.1 28.4

各館の専門性を活かした展示・講座の充実及
びデジタルアーカイブの推進

24.1 28.4
各館の専門性を活かした展示・講座の充実及
びデジタルアーカイブの推進

24.1 28.4

観光

観光

普遍的価値の証明・資産の保護措置・情報発
信の推進

24.1 28.4
普遍的価値の証明・資産の保護措置・情報発
信の推進

24.1 28.4

資料の調査、研究・文化的価値の要素の抽
出・情報発信

24.1 28.4
資料の調査、研究・文化的価値の要素の抽
出・情報発信

24.1 28.4

観光

観光

潜在する文化財の発掘・積極的な情報発信・
魅力ある地域資源として活用

24.1 28.4
潜在する文化財の発掘・積極的な情報発信・
魅力ある地域資源として活用

24.1 28.4

発掘調査・展示・教育普及活動の実施 24.1 28.4 発掘調査・展示・教育普及活動の実施 24.1 28.4

3
 
文
化
財
等
の
保
存
・
活
用
の
推

進

地域の特色ある文化財を未来へ保存・継承するた
め、新たな魅力を発掘、発信するとともに、積極的
な公開・活用を図り、地域活性化につなげます。

文化財の公開・活用

地域の特色ある文化財を未来へ保存・継承するた
め、新たな魅力を発掘、発信するとともに、積極的
な公開・活用を図り、地域活性化につなげます。

2
 
世
界
遺
産
登
録
へ
の
挑
戦

勝浦町の国内最古級恐竜化石含有層（ボーンベッ
ド）の発掘調査を推進し、その成果を全国に発信す
るとともに、化石発掘体験を実施し、県内外から人
を呼び込み、交流人口の増加を図ります。

ボーンベッドの発掘・発信

「世界の記憶」登録に向けた文化的価値の発信

「世界遺産」登録に向けた資産価値・魅力の発信

「板東俘虜収容所関係資料」のユネスコ「世界の記
憶」への登録を推進するため、徳島県と鳴門市が連
携して取組を進めるとともに、同資料の文化的価値
を国内外に発信します。

「四国遍路」と「鳴門の渦潮」の世界遺産登録に向
けた取組を推進するため、産学民官が一体となり、
構成資産の価値付けを進めるとともに、その魅力を
国内外に発信します。

文化の森総合公園における魅力発信

観光

「四国遍路」と「鳴門の渦潮」の世界遺産登録に向
けた取組を推進するため、産学民官が一体となり、
構成資産の価値付けを進めるとともに、その魅力を
国内外に発信します。

新ホールの整備

文化の森総合公園における魅力発信

戦術

県民の皆様の御意見や議会での議論を踏まえ、県全
体の文化芸術振興や、にぎわいづくりに寄与するた
め、藍場浜公園西エリアにおいて、持続可能な良い
レガシーとなる新ホールを整備します。

あわ文化の継承・発展への支援と魅力発信

1
 
あ
わ
文
化
の
継
承
発
展
に
よ
る
地
域
活
性
化

あわ文化の担い手育成や文化の力によるにぎわい創
出、地域活性化を図るため、県民主体の文化芸術活
動を積極的に支援するとともに、阿波人形浄瑠璃を
はじめとした文化資源を戦略的に国内外へ発信しま
す。

文化の森総合公園や文学書道館において、次代の担
い手を育むため、文化芸術の感動や体験の場を提供
するとともに、魅力ある企画展やイベントを開催し
ます。

具体的な取組

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局 番号具体的な取組

あわ文化の担い手育成や文化の力によるにぎわい創
出、地域活性化を図るため、県民主体の文化芸術活
動を積極的に支援するとともに、阿波人形浄瑠璃を
はじめとした文化資源を戦略的に国内外へ発信しま
す。

県民の皆様の御意見や議会での議論を踏まえ、県全
体の文化芸術振興や、にぎわいづくりに寄与するた
め、藍場浜公園西エリアにおいて、持続可能な良い
レガシーとなる新ホールを整備します。

文化の森総合公園や文学書道館において、次代の担
い手を育むため、文化芸術の感動や体験の場を提供
するとともに、魅力ある企画展やイベントを開催し
ます。

あわ文化の継承・発展への支援と魅力発信

観光

新ホールの整備
観光

「板東俘虜収容所関係資料」のユネスコ「世界の記
憶」への登録を推進するため、徳島県と鳴門市が連
携して取組を進めるとともに、同資料の文化的価値
を国内外に発信します。

「世界遺産」登録に向けた資産価値・魅力の発信
観光

「世界の記憶」登録に向けた文化的価値の発信
観光

勝浦町の国内最古級恐竜化石含有層（ボーンベッ
ド）の発掘調査を推進し、その成果を全国に発信す
るとともに、化石発掘体験を実施し、県内外から人
を呼び込み、交流人口の増加を図ります。

文化財の公開・活用
観光

ボーンベッドの発掘・発信
観光
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戦略１０　スポーツ立県の推進（p58）

現行(R7.3月時点)← →見直し案(総合計画審議会 R8.1.21時点)

工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ 工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８

観光

観光

観光

開催・検証・充実 24.1 28.4 開催・検証・充実 24.1 28.4

強化策の検証・充実 24.1 28.4 強化策の検証・充実 24.1 28.4

制度の周知・活用 24.1 25.4 制度の周知・活用 24.1 25.4

制度の見直し・充実 26.1 28.4 制度の見直し・充実 26.1 28.4

2025年６月、スポーツ基本法に初めて「気候変動への対
応」が明記されたことから、安全・安心なスポーツ実施のた
めの環境整備を図るにあたって、熱中症対策をはじめとする
気候変動への対応を推進するため。

観光 29

観光

調査・検討・整備 24.1 28.4 調査・検討・整備 24.1 28.4

改築 24.1 26.4 改築 24.1 26.4

運用 27.1 28.4 運用 27.1 28.4

観光

観光

誘致・開催・充実 24.1 28.4 誘致・開催・充実 24.1 28.4

プレイベント等開催支援 24.1 26.4 プレイベント等開催支援 24.1 26.4

開催 27.1 27.4 開催 27.1 27.4

3
 
ス
ポ
ー

ツ
振
興
に
よ
る
に
ぎ
わ
い
づ
く
り

官民連携組織である「徳島県スポーツコミッショ
ン」を核として、国内外からのスポーツ大会・合宿
誘致等に積極的に取り組み、スポーツツーリズムの
推進による交流人口の拡大を図ります。

「ワールドマスターズゲームズ2027関西」の開
催

観光

「サイクル・キャビン」を活用したサイクルツーリ
ズムの推進に取り組むとともに、四国４県が連携
し、「サイクリングアイランド四国」の実現を目指
します。

「ワールドマスターズゲームズ2027関西」の開
催

観光

競技団体等への医科学サポート

工程表（年度別事業計画）

1
　
ス
ポ
ー

ツ
力
の
向
上

総合型地域スポーツクラブ等の活動や官民挙げた
トップアスリートによるスポーツイベントの充実等
により、県民誰もが気軽にスポーツを楽しむことが
できる機会・環境の創出を図ります。

国際大会や全国大会での上位入賞を目指し、選手の
実績や将来性等を考慮した戦略的強化、先進的な指
導を取り入れたジュニア期からの指導体制の整備を
図ります。

本県のスポーツ安全及び競技力向上のため、競技団
体における強化練習・遠征や医科学サポートの推
進、競技用具等の整備に取り組みます。

競技力の戦略的強化

戦術

スポーツイベントの実施

2
 
ス
ポ
ー

ツ
環
境
の
向
上

安全・安心にスポーツに参加する機会を確保するた
め、「徳島県スポーツコミッション」をはじめ、関
係団体等の意見を踏まえ、老朽化対策や安全対策な
どスポーツ環境の整備を推進します。

国内外からのスポーツ大会・合宿誘致や国内トップ
リーグの大会開催に対応した施設の整備・充実を図
り、スポーツを通じたにぎわいの創出に取り組みま
す。

スポーツ環境（ファシリティ）の充実

オロナミンＣ球場内野スタンド全面改築

国内外からのスポーツ大会・合宿誘致、国際交流
の実施

具体的な取組

施策の方向性

観光

安全・安心にスポーツに参加する機会を確保するた
め、「徳島県スポーツコミッション」をはじめ、関
係団体等の意見を踏まえ、老朽化対策や安全対策、
気温の上昇をはじめとした気候変動対策などスポー
ツ環境の整備を推進します。

国内外からのスポーツ大会・合宿誘致や国内トップ
リーグの大会開催に対応した施設の整備・充実を図
り、スポーツを通じたにぎわいの創出に取り組みま
す。

スポーツ環境（ファシリティ）の充実
観光

オロナミンＣ球場内野スタンド全面改築
観光
県土

官民連携組織である「徳島県スポーツコミッショ
ン」を核として、国内外からのスポーツ大会・合宿
誘致等に積極的に取り組み、スポーツツーリズムの
推進による交流人口の拡大を図ります。

「サイクル・キャビン」を活用したサイクルツーリ
ズムの推進に取り組むとともに、四国４県が連携
し、「サイクリングアイランド四国」の実現を目指
します。

国内外からのスポーツ大会・合宿誘致、国際交流
の実施

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局 番号具体的な取組

総合型地域スポーツクラブ等の活動や官民挙げた
トップアスリートによるスポーツイベントの充実等
により、県民誰もが気軽にスポーツを楽しむことが
できる機会・環境の創出を図ります。

国際大会や全国大会での上位入賞を目指し、選手の
実績や将来性等を考慮した戦略的強化、先進的な指
導を取り入れたジュニア期からの指導体制の整備を
図ります。

本県のスポーツ安全及び競技力向上のため、競技団
体における強化練習・遠征や医科学サポートの推
進、競技用具等の整備に取り組みます。

スポーツイベントの実施
観光

競技力の戦略的強化

競技団体等への医科学サポート

観光
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戦略１１　攻めの農林水産業（p61）

現行(R7.3月時点)← →見直し案(総合計画審議会 R8.1.21時点)

工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ 工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８

農林

国が進める「需要に応じた米の生産」は、食料安全保障の強
化や農家の所得向上など、持続可能な農業の実現につながる
ため。

農林 30

農林

農林

農林

農林

全県下で人員、施策を集中的に投入した「農業振興プロジェ
クト」を展開することで、産地リノベーションを更に推進す
るため。

農林 31

西部

ニーズ調査・団地化計画策定支援 24.1 25.4 ニーズ調査・団地化計画策定支援 24.1 25.4

施設園芸団地の整備 26.1 28.4 施設園芸団地の整備 26.1 28.4

創設 24.1 24.2 創設 24.1 24.2

生産者支援の推進 24.3 28.4 生産者支援の推進 24.3 28.4

情報通信環境・農業水利施設の整備、ほ場整
備の推進

24.1 28.4
情報通信環境・農業水利施設の整備、ほ場整
備の推進

24.1 28.4

導入指針の充実 24.1 28.4 導入指針の充実 24.1 28.4

事業活動実施計画認定、モデル地区の創出 24.1 28.4 事業活動実施計画認定、モデル地区の創出 24.1 28.4

研究開発・技術普及 24.1 28.4 研究開発・技術普及 24.1 28.4

園芸品目の課題解決の実装 24.1 24.4 園芸品目の課題解決の実装 24.1 24.4

収益力向上モデルの育成 25.1 26.4 収益力向上モデルの育成 25.1 26.4

収益力向上モデルの横展開 27.1 28.4 収益力向上モデルの横展開 27.1 28.4

コンソーシアムの設立・運営、経営モデルの
確立

24.1 24.4
コンソーシアムの設立・運営、経営モデルの
確立

24.1 24.4

研修等受入れ、雇用・独立就農の支援、就農
者の定着・経営安定の支援

24.3 28.4
研修等受入れ、雇用・独立就農の支援、就農
者の定着・経営安定の支援

24.3 28.4

生産者や高い技術力を有するものづくり企業など、
多様なメンバーで構成する「とくしま農林水産業イ
ノベーションＨＵＢ」において、革新的な技術の開
発や、新たなビジネスモデルの構築などを図りま
す。

にし阿波においては高冷地の特性を活かした夏秋い
ちごを核にした周年いちご産地「にし阿波いちごタ
ウン」を創設し、首都圏等から新規就農希望者を呼
び込み新たな産地形成を目指します。

1
 
持
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で
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力
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具体的な取組

農薬・肥料散布ドローンや遠隔水位管理システムの
導入など、営農労力やインフラ管理の省力化・高度
化を可能とする「スマート農業対応型基盤整備」を
推進します。

園芸品目の生産力強化と次代を担う人材の育成・確
保のため、農業者団体や企業参入による施設園芸の
団地化・高度化を推進し、地域の生産拠点の創出に
取り組みます。

戦術

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

生産者の「新たなチャレンジ」や「生産基盤を強
固」とすることに必要な施設や機械等の整備につい
て、国事業よりも自由度の高い「県単独事業」を創
設し、積極的な支援を行います。

農林水産業の「生産力の維持・向上」と「高い持続
可能性」の両立を目指す「みどりの食料システム戦
略」に基づき、有機農業等の拡大や耕畜連携、新技
術の開発・普及等に取り組むとともに、学校給食等
での地場産物や有機農産物の活用を推進します。

スマート農業対応型基盤整備の推進

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局 番号具体的な取組

スマート農業対応型基盤整備の推進
農林

「県単独事業」創設による生産者支援

農林

農林

園芸品目の「品質・収量向上」、「省力化」、「高
付加価値化」、「規模拡大」等を一体的に推進し、
「収益力向上」に向けた産地リノベーションに取り
組みます。

環境負荷低減事業活動の推進

施設園芸の団地化・高度化推進

「県単独事業」創設による生産者支援

新品種・新技術等の開発導入

環境負荷低減事業活動の推進

農林

新品種・新技術等の開発導入
農林

「にし阿波いちごタウン」の創設

産地リノベーションの推進

園芸品目の生産力強化と次代を担う人材の育成・確
保のため、農業者団体や企業参入による施設園芸の
団地化・高度化を推進し、地域の生産拠点の創出に
取り組みます。

生産者の「新たなチャレンジ」や「生産基盤を強
固」とすることに必要な施設や機械等の整備につい
て、国事業よりも自由度の高い「県単独事業」を創
設し、積極的な支援を行います。

農薬・肥料散布ドローンや遠隔水位管理システムの
導入など、営農労力やインフラ管理の省力化・高度
化を可能とする「スマート農業対応型基盤整備」を
推進します。

農林水産業の「生産力の維持・向上」と「高い持続
可能性」の両立を目指す「みどりの食料システム戦
略」に基づき、有機農業等の拡大や耕畜連携、新技
術の開発・普及等に取り組むとともに、学校給食等
での地場産物や有機農産物の活用を推進します。

生産者や高い技術力を有するものづくり企業など、
多様なメンバーで構成する「とくしま農林水産業イ
ノベーションＨＵＢ」において、革新的な技術の開
発や、新たなビジネスモデルの構築などを図りま
す。

各産地の実情に応じ、新技術の導入、人材確保、生
産基盤の整備により、自給力の強化、生産性の向上
を図る「とくしま農業振興プロジェクト」を展開
し、収益力を高める産地リノベーションに取り組み
ます。

にし阿波においては高冷地の特性を活かした夏秋い
ちごを核にした周年いちご産地「にし阿波いちごタ
ウン」を創設し、首都圏等から新規就農希望者を呼
び込み新たな産地形成を目指します。

施設園芸の団地化・高度化推進

産地リノベーションの推進

農林

「にし阿波いちごタウン」の創設

西部

「米の安定供給」に向け、気候変動に対応する高温
耐性品種の導入やスマート技術の活用など、ソフ
ト・ハード両面から「生産性の向上」に資する総合
的な対策に取り組みます。

37



戦略１１　攻めの農林水産業（p61）

現行(R7.3月時点)← →見直し案(総合計画審議会 R8.1.21時点)

工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ 工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８

具体的な取組戦術

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局 番号具体的な取組

農林

農林

農林

農林

農林

西部

飼養衛生管理基準重点項目の指導 24.1 25.4 飼養衛生管理基準重点項目の指導 24.1 25.4

衛生管理マニュアルの点検・助言 26.1 27.4 衛生管理マニュアルの点検・助言 26.1 27.4

全農場での遵守継続 28.1 28.4 全農場での遵守継続 28.1 28.4

スマート畜舎・機材等の導入推進 24.1 25.4 スマート畜舎・機材等の導入推進 24.1 25.4

効果検証 26.1 26.4 効果検証 26.1 26.4

導入事例の更なる増加 27.1 28.4 導入事例の更なる増加 27.1 28.4

飼料生産基盤整備 24.1 25.4 飼料生産基盤整備 24.1 25.4

耕種農家・畜産農家のマッチング強化、国産
飼料増産推進

24.1 28.4
耕種農家・畜産農家のマッチング強化、国産
飼料増産推進

24.1 28.4

県の積極的なセールスの実施と生産支援 24.1 28.4 県の積極的なセールスの実施と生産支援 24.1 28.4

リクルート機会の発掘 24.1 25.4 リクルート機会の発掘 24.1 25.4

インターンシップ受講者の発掘 26.1 27.4 インターンシップ受講者の発掘 26.1 27.4

入庁予定者からの意見聴取 28.1 28.4 入庁予定者からの意見聴取 28.1 28.4

コンソーシアム設立、経営モデルの策定 24.2 24.4 コンソーシアム設立、経営モデルの策定 24.2 24.4

新規就農者の確保・育成、スマート技術の活
用促進

25.1 28.4
新規就農者の確保・育成、スマート技術の活
用促進

25.1 28.4
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スマート畜産に対応した畜舎や機材等の導入によ
り、経営の効率化や労働負担軽減に取り組み、規模
拡大・経営の維持を図ります。

耕畜連携や飼料生産組織の取組強化により、国産飼
料の生産・利用拡大を促進するとともに、持続性と
の両立を図ります。

家畜伝染病を予防し、安全・安心な畜産物を持続的
に供給するため、家畜の所有者に対し、飼養衛生管
理基準の遵守・指導を行います。

家畜防疫の中核を担う、徳島県獣医師職員の確保を
図ります。

スマート畜産の推進

阿波畜産ブランド「阿波牛」、「とくしま三ツ星
ビーフ」、「阿波とん豚」、「阿波尾鶏」の品質・
認知度向上や生産・販路拡大及び安定供給によりブ
ランド力の強化に取り組みます。

家畜防疫の中核を担う、徳島県獣医師職員の確保を
図ります。

にし阿波・山のチキンファーム構想に基づく新規就
農者の確保や育成、スマート技術の活用による生産
性向上に取り組み、にし阿波の養鶏業の持続的発展
を目指します。

飼養衛生管理基準遵守指導・助言

農林

耕畜連携、飼料生産基盤強化及び組織の取組強化

海外市場開拓・国内販路拡大及び生産支援

県獣医師職員の採用増

にし阿波・山のチキンファーム構想の推進

スマート畜産の推進

にし阿波・山のチキンファーム構想に基づく新規就
農者の確保や育成、スマート技術の活用による生産
性向上に取り組み、にし阿波の養鶏業の持続的発展
を目指します。

西部

にし阿波・山のチキンファーム構想の推進

農林

海外市場開拓・国内販路拡大及び生産支援
農林

農林

家畜伝染病を予防し、安全・安心な畜産物を持続的
に供給するため、家畜の所有者に対し、飼養衛生管
理基準の遵守・指導を行います。

スマート畜産に対応した畜舎や機材等の導入によ
り、経営の効率化や労働負担軽減に取り組み、規模
拡大・経営の維持を図ります。

耕畜連携や飼料生産組織の取組強化により、国産飼
料の生産・利用拡大を促進するとともに、持続性と
の両立を図ります。

阿波畜産ブランド「阿波牛」、「とくしま三ツ星
ビーフ」、「阿波とん豚」、「阿波尾鶏」の品質・
認知度向上や生産・販路拡大及び安定供給によりブ
ランド力の強化に取り組みます。

耕畜連携、飼料生産基盤強化及び組織の取組強化

県獣医師職員の採用増

飼養衛生管理基準遵守指導・助言

農林
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戦略１１　攻めの農林水産業（p61）

現行(R7.3月時点)← →見直し案(総合計画審議会 R8.1.21時点)

工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ 工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８

具体的な取組戦術

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局 番号具体的な取組

農林

農林

農林

農林

南部

増産に向けた体制の整備 24.1 25.4 増産に向けた体制の整備 24.1 25.4

エリートツリーの植栽割合の拡大 26.1 28.4 エリートツリーの植栽割合の拡大 26.1 28.4

最適な路網配置の検討 24.1 25.4 最適な路網配置の検討 24.1 25.4

検討結果に基づく路網整備の実施 26.1 28.4 検討結果に基づく路網整備の実施 26.1 28.4

導入に向けた事業体の体質強化 24.1 25.4 導入に向けた事業体の体質強化 24.1 25.4

主伐型林業機械の実装 26.1 28.4 主伐型林業機械の実装 26.1 28.4

加工施設整備・体制構築 24.1 25.4 加工施設整備・体制構築 24.1 25.4

新たな部門への需要拡大 26.1 28.4 新たな部門への需要拡大 26.1 28.4

企業・団体への普及促進 24.1 26.4 企業・団体への普及促進 24.1 26.4

自主的活動の強化 27.1 28.4 自主的活動の強化 27.1 28.4

県外企業とのマッチング 24.1 25.4 県外企業とのマッチング 24.1 25.4

県外・海外への更なる販売促進 26.1 28.4 県外・海外への更なる販売促進 26.1 28.4

「樵木林業・樵木備長炭」ブランディング 24.1 25.4 「樵木林業・樵木備長炭」ブランディング 24.1 25.4

「樵木林業」の産業再興の加速、循環型社会
のモデル地域における交流促進

25.1 28.4
「樵木林業」の産業再興の加速、循環型社会
のモデル地域における交流促進

25.1 28.4

とくしま林業アカデミー生や移住者を中心に
担い手確保・研修会開催

24.1 28.4
とくしま林業アカデミー生や移住者を中心に
担い手確保・研修会開催

24.1 28.4

「樵木林業・樵木備長炭」のブランディングと担
い手の育成、交流促進による地域の活性化

「樵木林業・樵木備長炭」のブランディングと担
い手の育成、交流促進による地域の活性化

南部

県産材の販路開拓 県産材の販路開拓
農林
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民間と連携した大径材の新たな加工体制を構築し、
ビルや店舗など大都市の木造化を支える供給県とな
り、安定した需要と適正な価格による「サステナブ
ル林業」を目指します。

航空測量データ解析による高精度の森林情報を一元
化する森林クラウドシステムを構築し、適切な森林
管理へとつなげ、主伐を一層加速するとともに適地
適木を踏まえ、花粉が少なく成長が早い「エリート
ツリー」の植栽や広葉樹林への誘導など、速やかな
森林再生を進めます。

増産に対応するため、林道や作業道などの路網整備
や、主伐に対応できる高性能林業機械の導入を支援
します。

苗木生産体制の拡充

公的機関や民間部門での利用を推進するため、木材
を利用する意義を普及する木育活動の推進や川中川
下における人材の育成、新たな県産材の販路開拓に
努めます。

広葉樹林を択伐する、持続性の高い伝統的な施業方
法である「樵木林業」を再興するため、「樵木備長
炭」と併せて、ブランディングと担い手の育成、交
流促進による地域の活性化を図ります。

農林

公的機関や民間部門での利用を推進するため、木材
を利用する意義を普及する木育活動の推進や川中川
下における人材の育成、新たな県産材の販路開拓に
努めます。

新たな流通加工体制の構築

主伐型林業機械の導入支援

林内路網の整備推進

木育活動の推進

広葉樹林を択伐する、持続性の高い伝統的な施業方
法である「樵木林業」を再興するため、「樵木備長
炭」と併せて、ブランディングと担い手の育成、交
流促進による地域の活性化を図ります。

苗木生産体制の拡充

新たな流通加工体制の構築

林内路網の整備推進

主伐型林業機械の導入支援

農林

農林

木育活動の推進

民間と連携した大径材の新たな加工体制を構築し、
ビルや店舗など大都市の木造化を支える供給県とな
り、安定した需要と適正な価格による「サステナブ
ル林業」を目指します。

航空測量データ解析による高精度の森林情報を一元
化する森林クラウドシステムを構築し、適切な森林
管理へとつなげ、主伐を一層加速するとともに適地
適木を踏まえ、花粉が少なく成長が早い「エリート
ツリー」の植栽や広葉樹林への誘導など、速やかな
森林再生を進めます。

増産に対応するため、林道や作業道などの路網整備
や、主伐に対応できる高性能林業機械の導入を支援
します。

農林

農林
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戦略１１　攻めの農林水産業（p61）

現行(R7.3月時点)← →見直し案(総合計画審議会 R8.1.21時点)

工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ 工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８

具体的な取組戦術

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局 番号具体的な取組

農林

農林

農林

「気候変動対策」としての取組であることを明記。 農林 32

新たに、環境変化に左右されず、安定的な生産が期待される
「サツキマス陸上養殖試験」に取り組むため。

農林 33

漁獲可能量管理・自主的管理の推進 24.1 28.4 漁獲可能量管理・自主的管理の推進 24.1 28.4

水産種苗生産・放流、藻場の再生・造成の推
進

24.1 28.4
水産種苗生産・放流、藻場の再生・造成の推
進

24.1 28.4

高度衛生管理型荷さばき施設の整備 24.1 25.4 高度衛生管理型荷さばき施設の整備 24.1 25.4

運用 26.1 28.4 運用 26.1 28.4

「鳴門わかめ」新品種の導入推進、「養殖藻
類」増産に向けた施肥技術・食害防止技術の
導入推進

24.1 28.4

「鳴門わかめ」新品種の導入推進、「養殖藻
類」増産に向けた施肥技術・食害防止技術の
導入推進

24.1 28.4

安定生産体制の構築 24.1 25.4 安定生産体制の構築 24.1 28.4

生産量の増大 26.1 28.4 生産量の増大 26.1 28.4

「サツキマス」ブランド構築 24.1 25.4 「サツキマス」ブランド構築 24.1 28.4

「サツキマス」を活用した地域活性化 26.1 28.4 「サツキマス」を活用した地域活性化 26.1 28.4

資源管理体制の構築

農林

農林

養殖産品のブランド構築 養殖産品のブランド構築

33番の見直しに伴う修正 農林 35

増産対策の推進

県内の養殖場で採卵・育成された「アメゴ」を海面
で養殖し、「サツキマス」として出荷するまでの全
工程を県内で完結させる「サーモン養殖体制」を構
築するとともに、養殖産品等について、ＳＮＳ等を
用いた情報発信を推進することにより、「ブランド
構築」を目指します。
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水産資源の回復に向け、国が主導する「漁獲可能量
による管理」と「漁業者による自主的管理」を両輪
とする資源管理体制を構築します。

高水温・貧栄養に強い「鳴門わかめ」新品種の選抜
育種、「養殖ノリ・ワカメの色落ち被害」を軽減す
る「本県独自の施肥技術」など、海洋環境の変化に
対応した新技術の導入を推進します。

現場ニーズや資源水準などを踏まえた水産種苗の生
産・放流を行うとともに、藻場の再生・造成等の増
産対策を推進します。

流通拠点漁港において「集出荷機能を集約化」し、
県内初となる「高度衛生管理型荷さばき施設」を整
備するとともに、老朽化した漁港施設等について
は、計画的に対策工事を推進します。

集出荷機能の集約化と高度衛生化

サーモン養殖体制の構築

新技術の導入推進

増産対策の推進

集出荷機能の集約化と高度衛生化

新技術の導入推進

県内 の養殖場で採卵・育成された「アメゴ」を海面
や陸上施設で養殖し、「サツキマス」として出荷す
るまでの全工程を県内で完結させる「サーモン養殖
体制」を構築するとともに、養殖産品等について、
ＳＮＳ等を用いた情報発信を推進することにより、
「ブランド構築」を目指します。

資源管理体制の構築

農林

サーモン養殖体制の構築

33番の見直しに伴う修正 農林 34

水産資源の回復に向け、国が主導する「漁獲可能量
による管理」と「漁業者による自主的管理」を両輪
とする資源管理体制を構築します。

現場ニーズや資源水準などを踏まえた水産種苗の生
産・放流を行うとともに、藻場の再生・造成等の増
産対策を推進します。

流通拠点漁港において「集出荷機能を集約化」し、
県内初となる「高度衛生管理型荷さばき施設」を整
備するとともに、老朽化した漁港施設等について
は、計画的に対策工事を推進します。

高水温・貧栄養に強い「鳴門わかめ」新品種の選抜
育種、「養殖ノリ・ワカメの色落ち被害」を軽減す
る「本県独自の施肥技術」など、気候変動に伴う海
洋環境の変化に適応 対応した新技術の導入を推進し
ます。

農林
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戦略１１　攻めの農林水産業（p61）

現行(R7.3月時点)← →見直し案(総合計画審議会 R8.1.21時点)

工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ 工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８

具体的な取組戦術

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局 番号具体的な取組

農林

農林

農林

農林

農林

農林

農林

民間企業や関係団体と連携したプロモーショ
ンの実施

24.1 28.4
民間企業や関係団体と連携したプロモーショ
ンの実施

24.1 28.4

モーダルシフト等の推進 24.1 25.4 モーダルシフト等の推進 24.1 25.4

新規販売ルートの構築と並行して物流体制を
構築

24.1 28.4
新規販売ルートの構築と並行して物流体制を
構築

24.1 28.4

ニーズや規制に対応した産地の育成 24.1 28.4 ニーズや規制に対応した産地の育成 24.1 28.4

輸出基地づくりに向けた支援 24.1 28.4 輸出基地づくりに向けた支援 24.1 28.4

農林

農林

設立準備、計画策定、実証支援 24.1 28.4 設立準備、計画策定、実証支援 24.1 28.4

食育全国大会の準備・開催 24.1 25.4 食育全国大会の準備・開催 24.1 25.4

食育の推進 26.1 28.4 食育の推進 26.1 28.4

販売ルートの拡充に対応する最適な物流体制の構築
の取組を、官民一体の「地域商社」と連携して支援
します。

国内外の大消費地における県産食材・六次化商品等
のマーケットイン型販売プロモーションにより、生
産者と実需者との継続的な取引を促進します。

農林水産物の物流に係る現場での課題を把握し、航
空貨物輸送をはじめとしたモーダルシフトや集配送
の効率化等、課題解決につながる取組を促進すると
ともに、成功事例を横展開します。

販売ルートの拡充に対応する最適な物流体制の構築
の取組を、官民一体の「地域商社」と連携して支援
します。

高いブランド力・発信力・商品開発力を持つ民間企
業や官民一体の「地域商社」をはじめとする関係団
体と連携した「徳島の食のプロモーション」を実施
するとともに、ＰＲトラックを活用した魅力発信を
強化します。

5
 
農
林
水
産
物
の
国
内
外
へ
の
販
路
拡
大
と
流
通
対
策
の
推
進

高いブランド力・発信力・商品開発力を持つ民間企
業や官民一体の「地域商社」をはじめとする関係団
体と連携した「徳島の食のプロモーション」を実施
するとともに、ＰＲトラックを活用した魅力発信を
強化します。

輸出による収益性の高い品目やターゲットとする輸
出先国を明確化するとともに、官民一体の「地域商
社」を核に、農林水産物の輸出体制を再構築し、海
外での展示会への参加、検疫への対応、国際認証取
得等支援により、輸出先国のニーズや規制に対応し
た産地を育成します。

担い手を中心に、生産・流通・販売を一体的に行う
「輸出基地づくり」を進め、ロット拡大によるコス
ト低減を図り、交渉力を向上させることで、農林水
産物の輸出を戦略的に強化します。

国内外の大消費地における県産食材・六次化商品等
のマーケットイン型販売プロモーションにより、生
産者と実需者との継続的な取引を促進します。

農林水産物の物流に係る現場での課題を把握し、航
空貨物輸送をはじめとしたモーダルシフトや集配送
の効率化等、課題解決につながる取組を促進すると
ともに、成功事例を横展開します。

生産・流通・販売の一体的取組の推進

輸出先国のニーズや規制への対応

販売プロモーションの実施

物流体制の構築 物流体制の構築

農林

農林

中央卸売市場については、徳島市が策定している
「新市場整備・基本構想」に加え、県市連携のワー
キンググループ等でも十分な議論を重ね「未来型公
設市場」のあり方を検討します。

6
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複数の集落の住民が連携し、主体となってデジタル
の力も活用し、「農業・農地保全」を軸とした経済
活動と併せて生活支援などに取り組む、新たな「農
村型地域運営組織」の活動支援を全県で展開しま
す。

有機農業等「エシカル農業」の意義を消費者に広く
伝えるとともに、「食育推進全国大会」を開催し、
生産から消費に至る「食」の循環を意識した「食
育」を強力に推進します。

有機農業等「エシカル農業」の意義を消費者に広く
伝えるとともに、「食育推進全国大会」を開催し、
生産から消費に至る「食」の循環を意識した「食
育」を強力に推進します。

「農村型地域運営組織」の設立推進・活動支援

次代を見据えた食育の推進次代を見据えた食育の推進

農林

輸出先国のニーズや規制への対応
農林

生産・流通・販売の一体的取組の推進
農林

複数の集落の住民が連携し、主体となってデジタル
の力も活用し、「農業・農地保全」を軸とした経済
活動と併せて生活支援などに取り組む、新たな「農
村型地域運営組織」の活動支援を全県で展開しま
す。

「農村型地域運営組織」の設立推進・活動支援
農林

中央卸売市場については、徳島市が策定している
「新市場整備・基本構想」に加え、県市連携のワー
キンググループ等でも十分な議論を重ね「未来型公
設市場」のあり方を検討します。

輸出による収益性の高い品目やターゲットとする輸
出先国を明確化するとともに、官民一体の「地域商
社」を核に、農林水産物の輸出体制を再構築し、海
外での展示会への参加、検疫への対応、国際認証取
得等支援により、輸出先国のニーズや規制に対応し
た産地を育成します。

担い手を中心に、生産・流通・販売を一体的に行う
「輸出基地づくり」を進め、ロット拡大によるコス
ト低減を図り、交渉力を向上させることで、農林水
産物の輸出を戦略的に強化します。

販売プロモーションの実施
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戦略１２　地域経済を牽引する企業の成長と新産業の創生（p67）

現行(R7.3月時点)← →見直し案(総合計画審議会 R8.1.21時点)

工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ 工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８

経済

経済

経済

経済

ビジネスチャンスを創出し県内企業の海外展
開を促進

24.1 28.4
ビジネスチャンスを創出し県内企業の海外展
開を促進

24.1 28.4

産学官が連携した共同研究・伴走支援の実施 24.1 28.4 産学官が連携した共同研究・伴走支援の実施 24.1 28.4

産学官が連携した商品開発・販路開拓の支援 24.1 28.4 産学官が連携した商品開発・販路開拓の支援 24.1 28.4

M＆Aによる事業承継を促進 24.1 28.4 M＆Aによる事業承継を促進 24.1 28.4

県土

県土

県土

埋立て・区画道路等の整備 24.1 28.4 埋立て・区画道路等の整備 24.1 28.4

船会社へのポートセールス・岸壁延伸・ガン
トリークレーン整備

24.1 28.4
船会社へのポートセールス・岸壁延伸・ガン
トリークレーン整備

24.1 28.4

ポートセールス・岸壁延伸

県内企業の海外展開を促進

ポートセールス・岸壁延伸
県土

経済

Ｍ＆Ａをはじめとした事業承継の推進
経済

産業拠点となる企業用地等の整備

大きな潜在能力を持つ徳島小松島港津田地区が、高
規格道路に直結する利点を活かし、新たな産業拠点
としてリノベーションに取り組みます。

徳島小松島港赤石地区において、コンテナ貨物の集
貨拡大に向けたポートセールスとともに、岸壁延伸
等による港湾機能強化に取り組みます。

担い手不足の解消や物流効率の向上へのトラック自
動搬送や人手がかからず地域の足を確保する無人移
動サービスの導入に向けた検討に取り組みます。

産業拠点となる企業用地等の整備
県土
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る
交
通
イ
ン
フ
ラ
整

備
の
促
進

大きな潜在能力を持つ徳島小松島港津田地区が、高
規格道路に直結する利点を活かし、新たな産業拠点
としてリノベーションに取り組みます。

徳島小松島港赤石地区において、コンテナ貨物の集
貨拡大に向けたポートセールスとともに、岸壁延伸
等による港湾機能強化に取り組みます。

担い手不足の解消や物流効率の向上へのトラック自
動搬送や人手がかからず地域の足を確保する無人移
動サービスの導入に向けた検討に取り組みます。

ものづくり企業のＤＸ/ＧＸ推進

Ｍ＆Ａをはじめとした事業承継の推進

県内企業のイノベーションの推進

戦術

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

事業の譲り手側となる事業所の掘り起こしと譲渡資
産の見える化を支援するとともに、Ｍ＆Ａをはじめ
とする事業承継を推進します。

1
 
地
域
産
業
の
持
続
的
発
展

県内企業の持続的な成長を図るため、官民一体の
「地域商社」や民間企業と連携した県産品のブラン
ディング、「観光・食・文化」の一体的プロモー
ションなど、県産品の国内外への販路開拓や県内企
業の海外進出を支援します。

ものづくり企業の「将来の成長」や「競争力の強
化」を図るため、先端のデジタル技術など未来技術
の活用による「生産性の向上」を図るとともに、環
境負荷の小さい素材の活用などの高付加価値製品の
開発を推進します。

未利用資源や食品の機能性などを活用して新たな価
値を創造するフードテックをはじめ、県内企業がテ
クノロジーや地域資源を活かして取り組む商品開発
や販路開拓を支援します。

具体的な取組

ものづくり企業のＤＸ/ＧＸ推進
経済

県内企業のイノベーションの推進

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局 番号具体的な取組

県内企業の持続的な成長を図るため、官民一体の
「地域商社」や民間企業と連携した県産品のブラン
ディング、「観光・食・文化」の一体的プロモー
ションなど、県産品の国内外への販路開拓や県内企
業の海外進出を支援します。

ものづくり企業の「将来の成長」や「競争力の強
化」を図るため、先端のデジタル技術など未来技術
の活用による「生産性の向上」を図るとともに、環
境負荷の小さい素材の活用などの高付加価値製品の
開発を推進します。

未利用資源や食品の機能性などを活用して新たな価
値を創造するフードテックをはじめ、県内企業がテ
クノロジーや地域資源を活かして取り組む商品開発
や販路開拓を支援します。

事業の譲り手側となる事業所の掘り起こしと譲渡資
産の見える化を支援するとともに、Ｍ＆Ａをはじめ
とする事業承継を推進します。

県内企業の海外展開を促進
経済
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戦略１２　地域経済を牽引する企業の成長と新産業の創生（p67）

現行(R7.3月時点)← →見直し案(総合計画審議会 R8.1.21時点)

工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ 工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８

戦術

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

具体的な取組

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局 番号具体的な取組

経済

経済

経済

経済

経済

構想策定 24.1 24.2 構想策定 24.1 24.2

構想の推進戦略に掲げる「生産性向上/人材
育成・確保/新事業展開・誘致促進/情報発
信・普及拡大」の展開

24.2 28.4 「推進ロードマップ」等に基づく施策の展開 24.2 28.4

事業環境整備、研究開発支援、市場開拓支援
の実施

24.1 28.4
事業環境整備、研究開発支援、市場開拓支援
の実施

24.1 28.4

産学官金言によるプラットフォームを開催し
創業支援

24.1 28.4
産学官金言によるプラットフォームを開催し
創業支援

24.1 28.4

産学金官連携による研究・応用製品開発・専
門人材育成支援の実施

24.1 28.4
産学金官連携による研究・応用製品開発・専
門人材育成支援の実施

24.1 28.4

立地優遇制度の充実・情報発信 24.1 28.4 立地優遇制度の充実・情報発信 24.1 28.4

立地優遇制度を活かした企業誘致

最先端研究からの社会実装・人材育成の支援
経済

立地優遇制度を活かした企業誘致

最先端研究からの社会実装・人材育成の支援

プラットフォームによる創業支援
経済

徳島大学を中心とした次世代光に関する最先端研究
の推進及び産学金官連携による県内企業支援体制の
強化により、研究成果の社会実装と専門人材の育成
の加速に取り組みます。

全国屈指の光ブロードバンド環境や本県独自の
「オーダーメイド型立地優遇制度」を活かし、情報
通信や半導体・蓄電池等の成長産業の県内拠点の立
地を推進します。

徳島バッテリーバレイ構想の推進

3
 
新
た
な
産
業
と
ス
タ
ー

ト
ア
ッ

プ
の
創
出

蓄電池関連産業は、脱炭素社会において巨大市場形
成が見込まれる中、本県は関連製造品出荷額が全国
上位であり、新たな成長産業の柱として「バッテ
リーバレイ」の構築を目指します。

新技術を活用したスタートアップや県内事業者の新
ビジネス創出を支援するための事業環境整備を進
め、イノベーション・ エコシステムの形成を図りま
す。

イノベーションを創出する起業家を育成するため、
産学官金言の連携による支援体制を構築し、本県経
済を牽引するスタートアップ創出に取り組みます。

プラットフォームによる創業支援

イノベーション・エコシステム形成

蓄電池関連産業は、脱炭素社会において巨大市場形
成が見込まれる中、本県は関連製造品出荷額が全国
上位であり、新たな成長産業の柱として「バッテ
リーバレイ」の構築を目指します。

新技術を活用したスタートアップや県内事業者の新
ビジネス創出を支援するための事業環境整備を進
め、イノベーション・ エコシステムの形成を図りま
す。

イノベーションを創出する起業家を育成するため、
産学官金言の連携による支援体制を構築し、本県経
済を牽引するスタートアップ創出に取り組みます。

経済

徳島大学を中心とした次世代光に関する最先端研究
の推進及び産学金官連携による県内企業支援体制の
強化により、研究成果の社会実装と専門人材の育成
の加速に取り組みます。

全国屈指の光ブロードバンド環境や本県独自の
「オーダーメイド型立地優遇制度」を活かし、情報
通信や半導体・蓄電池等の成長産業の県内拠点の立
地を推進します。

徳島バッテリーバレイ構想の推進

今年度新たに、「徳島バッテリーバレイ構想・推進ロード
マップ」を策定し、今後は、本推進ロードマップに基づく施
策の展開を図っていくため。

経済 36

イノベーション・エコシステム形成
経済
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戦略１３　労働力・後継者不足対策の推進（p71）

現行(R7.3月時点)← →見直し案(総合計画審議会 R8.1.21時点)

工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ 工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８

生活

生活

生活

生活

とくしまジョブステーションの機能強化検討 24.1 24.4 とくしまジョブステーションの機能強化検討 24.1 24.4

関係機関との連携による支援の実施 25.1 28.4 関係機関との連携による支援の実施 25.1 28.4

窓口設置　相談体制拡充 24.1 24.4 窓口設置　相談体制拡充 24.1 24.4

職場体験・日本語講座の本格実施 25.1 27.4 職場体験・日本語講座の本格実施 25.1 27.4

支援制度の見直し 28.1 28.4 支援制度の見直し 28.1 28.4

インターンシップイベントの開催
就職後の人事交流推進

24.1 26.4
インターンシップイベントの開催
就職後の人事交流推進

24.1 26.4

ＰＦを活用したブラッシュアップ 27.1 28.4 ＰＦを活用したブラッシュアップ 27.1 28.4

経済

令和９年４月からの県立テクノスクール再編に際し、「リ・
スキリング」の観点から、生産性向上につながる在職者訓練
の充実を図るため。

経済 37

徳島版マイスター制度ステップアップ事業の
実施

24.1 28.4
徳島版マイスター制度ステップアップ事業の
実施

24.1 28.4

訓練体制の強化・環境整備 24.1 25.4 訓練体制の強化・環境整備 24.1 26.4

訓練の見直し 26.1 28.4 新編成での訓練実施、在職者訓練の充実 27.1 28.4

R7.6月補正予算の内容を反映するとともに、より具体化・浸
透しているテレワークを代表例として文言を整理。

生活 39

県土

現状把握・研究 24.1 24.4 現状把握・研究 24.1 24.4

スマートワークの導入支援の実施 25.1 28.4
多様な働き方の導入や福利厚生制度の充実支
援の実施

25.1 28.4

現状把握・研究 24.1 24.4 現状把握・研究 24.1 24.4

試行 25.1 25.4 試行 25.1 25.4

運用 26.1 28.4 運用 26.1 28.4

テレワークをはじめとした多様な働き方の導入や福
利厚生制度の充実等により、労働者の多様なニーズ
を踏まえた魅力ある職場づくりを推進します。

建設産業従事者の処遇を改善するため、公共工事の
積算に用いる「設計労務単価」の適切な反映に加
え、「重層的下請構造」の改善に向け、下請次数制
限の設定に取り組みます。

魅力ある職場づくりの推進

R7.6月補正予算の内容を反映するとともに、より具体化・浸
透しているテレワークを代表例として文言を整理。

生活 40

下請次数制限の設定

県土

1
 
幅
広
い
人
材
マ
ッ

チ
ン
グ
・
定
着
支
援
と
生
産
性
向
上
・
賃
上
げ

の
推
進

ＵＩＪターン就労の促進に向け、「地域や企業の魅
力発信」や相談体制の充実をはじめ、「切れ目ない
ワンストップの就労支援」に取り組みます。

外国人材雇用コーディネート窓口によるトータルサ
ポートを行い、外国人材の就労・定着を支援しま
す。

若者が県内企業や地域の魅力を体感できる取組を推
進するとともに、就職後の定着を促します。

持続的な生産性向上・賃上げに向け、「徳島県版・
政労使会議」により、「政・労・使」が一体となっ
た、継続的な取組を推進します。

インターンシップの推進

幅広い分野と連携した就労支援

外国人材トータルサポート

戦術

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

施策の方向性

具体的な取組 部局 番号
工程表（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要具体的な取組

3
 
多
様
な
働
き
方
の
推
進
と
公
正
な
待
遇
の
確
保

2
 
職
業
能
力
開
発
の
充
実
強
化

県立テクノスクールの訓練体制を強化し、産業界の
ニーズに応じた人材育成に取り組みます。

県立テクノスクール施設内訓練の推進

スマートワークの更なる浸透と定着を図るととも
に、他県の先進的な事例を調査研究するなど、多様
な働き方を推進します。

徳島版マイスター制度の推進

子どもの頃から「ものづくり産業」に対する職業観
の醸成や国際感覚を持った産業人材の育成を図りま
す。

建設産業従事者の処遇を改善するため、公共工事の
積算に用いる「設計労務単価」の適切な反映に加
え、「重層的下請構造」の改善に向け、下請次数制
限の設定に取り組みます。

スマートワークの推進

子どもの頃から「ものづくり産業」に対する職業観
の醸成や国際感覚を持った産業人材の育成を図りま
す。

県立テクノスクールの訓練体制を強化し、産業界の
ニーズに応じた人材育成に取り組むとともに、県内
企業の生産性向上につなげるための「リ・スキリン
グ」の推進を図ります。

インターンシップの推進

生活

県立テクノスクール公共職業訓練の充実

37番の見直しに伴う修正 経済 38

徳島版マイスター制度の推進
経済

下請次数制限の設定

ＵＩＪターン就労の促進に向け、「地域や企業の魅
力発信」や相談体制の充実をはじめ、「切れ目ない
ワンストップの就労支援」に取り組みます。

外国人材雇用コーディネート窓口によるトータルサ
ポートを行い、外国人材の就労・定着を支援しま
す。

若者が県内企業や地域の魅力を体感できる取組を推
進するとともに、就職後の定着を促します。

持続的な生産性向上・賃上げに向け、「徳島県版・
政労使会議」により、「政・労・使」が一体となっ
た、継続的な取組を推進します。

幅広い分野と連携した就労支援

生活

外国人材トータルサポート

生活
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戦略１３　労働力・後継者不足対策の推進（p71）

現行(R7.3月時点)← →見直し案(総合計画審議会 R8.1.21時点)

工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ 工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８

戦術

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

施策の方向性

具体的な取組 部局 番号
工程表（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要具体的な取組

農林

農林

農林

農林

周知・経営改善支援・多様な働き手とのマッ
チング支援等

24.1 28.4
周知・経営改善支援・多様な働き手とのマッ
チング支援等

24.1 28.4

再構築 24.1 24.4 再構築 24.1 24.4

時代を捉えた新たなカリキュラムの導入・拡
充

25.1 28.4
時代を捉えた新たなカリキュラムの導入・拡
充

25.1 28.4

給付金の活用による安定した就業準備や経営
開始の支援

24.1 28.4
給付金の活用による安定した就業準備や経営
開始の支援

24.1 28.4

建設業における多様な担い手を確保するため、国内の人材に
限らず、外国人材の活用が必要であるため。

県土 41

経済

県土

県土

関係団体と連携した講習会 24.1 25.4 関係団体と連携した講習会 24.1 25.4

講習会の見直し 26.1 28.4 講習会の見直し 26.1 28.4

テレビ・新聞・タウン誌・ホームページへの
広報活動等

24.1 28.4
テレビ・新聞・タウン誌・ホームページへの
広報活動等

24.1 28.4

就職説明会の開催・資格取得支援等 24.1 28.4 就職説明会の開催・資格取得支援等 24.1 28.4

ＩＣＴ対象工種の拡大
研修の実施(ＩＣＴｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ)

24.1 25.4
ＩＣＴ対象工種の拡大
研修の実施(ＩＣＴｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ)

24.1 25.4

研修の見直し 26.1 26.4 研修の見直し 26.1 26.4

研修（階層別）の実施 27.1 28.4 研修（階層別）の実施 27.1 28.4

「就業相談」、「技術支援」、「経営改善」等の各
段階に応じた支援による「担い手の育成・確保」及
び労働部局等と連携した外国人材の活用や農福連携
などによる「働き手の確保」を「ワンストップ」で
支援します。

関係団体等と緊密に連携し、森林土木の魅力を伝え
る動画などを活用しつつ、子どもたちへの体験学習
を行う「土育（つちいく）」を積極的に展開しま
す。

農林水産業の「プロフェッショナル人材育成拠点」
を再構築し、「ＤＸ・ＧＸ実践研修」の強化や「国
内外研修」の実施、「安全技能」の反復トレーニン
グなど、時代に適合したカリキュラムを実施しま
す。

農林水産業の新たな担い手が、安心して研修に取り
組める環境を整備するとともに、早期に安定的な経
営を確立するため、就業準備や経営開始を強力に支
援する給付金を交付します。

ワンストップでの支援

人材獲得や船員育成の支援

建設業の「健全な発展」を図るため、「ｉｰＣｏｎｓ
ｔｒｕｃｔｉｏｎ」等を積極的に進めるとともに、
「デジタル技術」を活用できる人材育成に取り組み
ます。

5
 
建
設
業
・
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業
の
担
い
手
育
成
・
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建設業の多様な担い手を確保するため、リカレント
教育や、若手技術者の資格取得支援、女性活躍の推
進、アクティブシニアの安全衛生講習会等に取り組
みます。

トラック運送業の円滑な輸送を確保するため、人材
確保のための広報活動など事業者を支援します。

内航海運業の担い手を確保するため、認知度向上や
就業支援・資格取得支援に取り組みます。

人材確保に向けたイメージアップ等への支援

教育訓練･戦略的広報の推進

デジタル技術活用の推進

4
 
農
林
水
産
業
の
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・
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人材育成拠点等と連携した効果的な交付金の活用

農林水産業の新たな担い手が、安心して研修に取り
組める環境を整備するとともに、早期に安定的な経
営を確立するため、就業準備や経営開始を強力に支
援する給付金を交付します。

人材育成拠点の再構築・運営

関係団体等と緊密に連携し、森林土木の魅力を伝え
る動画などを活用しつつ、子どもたちへの体験学習
を行う「土育（つちいく）」を積極的に展開しま
す。

「就業相談」、「技術支援」、「経営改善」等の各
段階に応じた支援による「担い手の育成・確保」及
び労働部局等と連携した外国人材の活用や農福連携
などによる「働き手の確保」を「ワンストップ」で
支援します。

農林水産業の「プロフェッショナル人材育成拠点」
を再構築し、「ＤＸ・ＧＸ実践研修」の強化や「国
内外研修」の実施、「安全技能」の反復トレーニン
グなど、時代に適合したカリキュラムを実施しま
す。

ワンストップでの支援
農林

人材育成拠点の再構築・運営

農林

人材育成拠点等と連携した効果的な交付金の活用
農林

建設業の多様な担い手を確保するため、リカレント
教育や、若手技術者の資格取得支援、女性活躍の推
進、外国人材の活用、アクティブシニアの安全衛生
講習会等に取り組みます。

トラック運送業の円滑な輸送を確保するため、人材
確保のための広報活動など事業者を支援します。

デジタル技術活用の推進

県土

内航海運業の担い手を確保するため、認知度向上や
就業支援・資格取得支援に取り組みます。

建設業の「健全な発展」を図るため、「ｉｰＣｏｎｓ
ｔｒｕｃｔｉｏｎ」等を積極的に進めるとともに、
「デジタル技術」を活用できる人材育成に取り組み
ます。

教育訓練･戦略的広報の推進

県土

人材確保に向けたイメージアップ等への支援
経済

人材獲得や船員育成の支援
県土
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戦略１４　国内外から選ばれる魅力的な地域づくり（p75）

現行(R7.3月時点)← →見直し案(総合計画審議会 R8.1.21時点)

工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ 工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８

県土

経済

文言整理 企画

生活

県土

北口(鉄道高架)検討 24.1 24.4 北口(鉄道高架)検討 24.1 24.4

ステークホルダーと連携し、検討結果を踏ま
えたまちづくりの推進

25.1 28.4
ステークホルダーと連携し、検討結果を踏ま
えたまちづくりの推進

25.1 28.4

市町村等が行う商店街活性化の取組への支援 24.1 28.4 市町村等が行う商店街活性化の取組への支援 24.1 28.4

市町村との連携強化による誘致・定着支援の
推進

24.1 28.4
市町村との連携強化による誘致・定着支援の
推進

24.1 28.4

マイナンバー制度を活用した地域ＤＸの推進 24.1 28.4 マイナンバー制度を活用した地域ＤＸの推進 24.1 28.4

市町村システムの移行支援 24.1 25.4 市町村システムの移行支援 24.1 25.4

市町村システムの運用支援 26.1 28.4 市町村システムの運用支援 26.1 28.4

新町橋通り等における空間の創出 25.1 28.4 新町橋通り等における空間の創出 25.1 28.4

占用料免除により利用を促進し、認知度を向
上

24.1 24.4
占用料免除により利用を促進し、認知度を向
上

24.1 24.4

各種イベントやマルシェの開催など、広場と
しての利用促進

24.1 28.4
各種イベントやマルシェの開催など、広場と
しての利用促進

24.1 28.4

市町村と連携した補助金支援 24.1 28.4 市町村と連携した補助金支援 24.1 28.4

市町村と連携した活用先導事例の創出 25.1 27.4 市町村と連携した活用先導事例の創出 25.1 27.4

専用相談窓口による空き家活用支援 24.1 28.4 専用相談窓口による空き家活用支援 24.1 28.4

空き家に関する相談体制整備や需要の掘り起こし
等の推進

空き家転用への支援 空き家転用への支援
県土

市町村情報システムの統一・標準化

商店街活性化への支援

サテライトオフィス等の集積加速

マイナンバー制度の最大限の活用

戦術

1
 
持
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徳島市やＪＲ四国等のステークホルダーとの連携に
よる中心市街地の活性化に取り組むなど、持続可能
で魅力的なまちづくりを推進します。

組織のあり方や文化・風土等を変革し、地域の魅力
を創造するため、県民、事業者、行政等が、デジタ
ル技術を活用して地域課題の解決に取り組み、地域
ＤＸを推進します。

過疎・中山間地域の持続的発展に向けて、地域の実
情に応じた創意工夫を凝らした取組を推進します。

企業や県民の皆様によるにぎわい創出や地域交流の
場として、道路の高架下空間の利用を促進するとと
もに、市町村と連携し、空き家となった住宅が早期
に活用や流通されるよう相談体制の整備、需要の掘
り起こし、所有者と移住希望者などとのマッチング
を促進する取組、活用先導事例の創出と発信を推進
します。

魅力的なまちづくりへ向けた徳島駅北口の設置検
討

サテライトオフィスやスタートアップ人材などの集
積を加速させるとともに、地元企業や自治体との協
働を支援することにより、イノベーティブな人材が
集積するまちづくりに取り組みます。

具体的な取組

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局 番号具体的な取組

徳島環状線高架下空間の有効活用

居心地が良く歩きたくなるウォーカブルなまちづ
くりの推進

徳島市やＪＲ四国等のステークホルダーとの連携に
よる中心市街地の活性化に取り組むなど、持続可能
で魅力的なまちづくりを推進します。

サテライトオフィスやスタートアップ人材などの集
積を加速させるとともに、地元企業や自治体との協
働を支援することにより、イノベーティブな人材が
集積するまちづくりに取り組みます。

組織のあり方や文化・風土等を変革し、地域の魅力
を 創造する高めるため、県民、事業者、行政等が、
デジタル技術 をも活用して地域課題の解決に取り組
み、地域ＤＸを推進します。

過疎・中山間地域の持続的発展に向けて、地域の実
情に応じた創意工夫を凝らした取組を推進します。

企業や県民の皆様によるにぎわい創出や地域交流の
場として、道路の高架下空間の利用を促進するとと
もに、市町村と連携し、空き家となった住宅が早期
に活用や流通されるよう相談体制の整備、需要の掘
り起こし、所有者と移住希望者などとのマッチング
を促進する取組、活用先導事例の創出と発信を推進
します。

魅力的なまちづくりへ向けた徳島駅北口の設置検
討

マイナンバー制度の最大限の活用

徳島環状線高架下空間の有効活用

県土

商店街活性化への支援
経済

サテライトオフィス等の集積加速
経済

企画

市町村情報システムの統一・標準化

企画

居心地が良く歩きたくなるウォーカブルなまちづ
くりの推進 県土

県土

空き家に関する相談体制整備や需要の掘り起こし
等の推進 県土
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戦略１４　国内外から選ばれる魅力的な地域づくり（p75）

現行(R7.3月時点)← →見直し案(総合計画審議会 R8.1.21時点)

工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ 工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８

戦術 具体的な取組

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局 番号具体的な取組

生活

生活

生活

西部

情報発信の強化・移住相談の充実 24.1 28.4 情報発信の強化・移住相談の充実 24.1 28.4

情報発信の強化・労働施策と連携促進 24.1 28.4 情報発信の強化・労働施策と連携促進 24.1 28.4

支援制度の周知・奨学金返還支援の実施 24.1 28.4 支援制度の周知・奨学金返還支援の実施 24.1 28.4

県内連携体制の強化・国内外の誘致促進 24.1 28.4 県内連携体制の強化・国内外の誘致促進 24.1 28.4

地元企業と連携した交流会を実施 24.1 28.4 地元企業と連携した交流会を実施 24.1 28.4

観光

大阪・関西万博を経験して、徳島の魅力を再認識した県民の
皆様が、シビックプライドを原動力に、地域を支える担い手
として活躍できるよう、引き続き、施策の展開を図っていく
ため。

観光 42

企画

生活

県民・県内事業者等への普及啓発 24.1 25.4 県民・県内事業者等への普及啓発 24.1 25.4

県民・県内事業者等と連携した普及啓発 26.1 28.4 県民・県内事業者等と連携した普及啓発 26.1 28.4

機運醸成･事前学習への参加 24.1 24.4 機運醸成･事前学習への参加 24.1 24.4

万博本番での体験 25.1 25.3 万博本番での体験 25.1 25.3

万博を体験した人材による地域づくり 25.4 28.4 万博を体験した人材による地域づくり 25.4 28.4

組合設立・運営に係る支援の継続、情報発信
の強化

24.1 28.4
組合設立・運営に係る支援の継続、情報発信
の強化

24.1 28.4

ＮＰＯ等社会貢献活動団体の持続的活動支援 24.1 28.4 ＮＰＯ等社会貢献活動団体の持続的活動支援 24.1 28.4

若者の定住・Ｕターン促進

にし阿波の人材確保に向けた交流機会の創出

3
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官民連携組織「徳島ＳＤＧｓプラットフォーム」を
はじめ、あらゆる媒体を活用した、効果的な情報発
信により、県民や事業者等の皆様とＳＤＧｓの理念
を共有し、それぞれの「主体的な取組の輪」を広げ
ます。

社会貢献活動を行っている団体やＮＰＯ等の総合的
支援拠点である「とくしま県民活動プラザ」におい
て、クラウドファンディングをはじめとする資金確
保や「ゆめバンクとくしま」のＰＲなどを通して、
寄附文化の更なる醸成を図るとともにＮＰＯ法人等
の自立を促進します。

「徳島ＳＤＧｓプラットフォーム」を核とした普
及啓発

大阪・関西万博への県民参画 大阪・関西万博への県民参画

観光

特定地域づくり事業協同組合設立・運営の支援
企画

ＮＰＯとの連携・協働

にし阿波の人材確保に向けた交流機会の創出

アワーケーションの誘致促進

特定地域づくり事業協同組合設立・運営の支援

ＮＰＯとの連携・協働

2
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「移住」と「しごと」の両輪で、「関心の深化」か
ら「移住の実現」まで、切れ目のない移住支援策を
推進します。

西部２市２町や地域の関係団体と連携し、にし阿波
の魅力的な移住環境を広く発信するとともに、地元
企業や誘致企業の人材確保に向けた交流の機会を創
出します。

移住支援策の推進

デジタルノマドの増加を見据え、徳島が誇る地域資
源と組み合わせたワーケーション「アワーケーショ
ン」の更なるブランド化を図ります。

若者の定住やＵターンを促進するため、「ふるさと
回帰」の機運を醸成するとともに、定住・定着に向
けた支援の充実に取り組みます。

奨学金返還支援制度を活用した県内就職促進

子どもたちをはじめ県民の皆様が、大阪・関西万博
を通じて世界の文化や最新技術に触れ、徳島の魅力
を体感することを通じて、シビックプライドの醸成
とともに、地域の未来を担う人材づくりにつなげま
す。

地域の様々な業種の「人手不足の解消」や地域活動
の「担い手確保」につながることが期待される「特
定地域づくり事業協同組合」の設立・運営支援を推
進します。

若者の定住・Ｕターン促進

デジタルノマドの増加を見据え、徳島が誇る地域資
源と組み合わせたワーケーション「アワーケーショ
ン」の更なるブランド化を図ります。

西部２市２町や地域の関係団体と連携し、にし阿波
の魅力的な移住環境を広く発信するとともに、地元
企業や誘致企業の人材確保に向けた交流の機会を創
出します。

移住支援策の推進

アワーケーションの誘致促進

社会貢献活動を行っている団体やＮＰＯ等の総合的
支援拠点である「とくしま県民活動プラザ」におい
て、クラウドファンディングをはじめとする資金確
保や「ゆめバンクとくしま」のＰＲなどを通して、
寄附文化の更なる醸成を図るとともにＮＰＯ法人等
の自立を促進します。

「徳島ＳＤＧｓプラットフォーム」を核とした普
及啓発

「移住」と「しごと」の両輪で、「関心の深化」か
ら「移住の実現」まで、切れ目のない移住支援策を
推進します。

若者の定住やＵターンを促進するため、「ふるさと
回帰」の機運を醸成するとともに、定住・定着に向
けた支援の充実に取り組みます。

生活

生活

奨学金返還支援制度を活用した県内就職促進
こども

生活

西部

官民連携組織「徳島ＳＤＧｓプラットフォーム」を
はじめ、あらゆる媒体を活用した、効果的な情報発
信により、県民や事業者等の皆様とＳＤＧｓの理念
を共有し、それぞれの「主体的な取組の輪」を広げ
ます。

大阪・関西万博を通じて世界の文化や最新技術に触
れ、徳島の魅力を再認識した県民の皆様が、シビッ
クプライドを原動力に、地域の文化や産業を支える
担い手として活躍できる地域づくりを推進します。

地域の様々な業種の「人手不足の解消」や地域活動
の「担い手確保」につながることが期待される「特
定地域づくり事業協同組合」の設立・運営支援を推
進します。

観光

生活
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戦略１４　国内外から選ばれる魅力的な地域づくり（p75）

現行(R7.3月時点)← →見直し案(総合計画審議会 R8.1.21時点)

工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ 工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８

戦術 具体的な取組

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局 番号具体的な取組

生活

生活

経済

経済

経済

地域力の向上支援 24.1 28.4 地域力の向上支援 24.1 28.4

掘り起こし・連携 24.1 28.4 掘り起こし・連携 24.1 28.4

庁内戦略チームによる返礼品開発／市町村と
の連携強化

24.1 28.4
庁内戦略チームによる返礼品開発／市町村と
の連携強化

24.1 28.4

プロジェクトの組成・発信 24.1 24.4 プロジェクトの組成・発信 24.1 24.4

プロジェクトの成果公表／ブラッシュアッ
プ・発信

25.1 28.4
プロジェクトの成果公表／ブラッシュアッ
プ・発信

25.1 28.4

地域公共交通の維持・存続に向け、公共ライドシェアやタク
シー配車アプリ導入支援など、情勢を踏まえた取組を推進し
ていくため。

生活 43

利用促進については、維持存続に向けた取組であるため、41
番に記載を統合。

生活 44

地域公共交通における運転手確保が喫緊の課題となってお
り、重点的に取り組んでいく必要があるため。

生活 45

バス路線の再編、新たな運行形態の導入、交
通結節点の環境整備

24.1 28.4

バス路線の再編、新たな運行形態の導入、交
通結節点の環境整備、利用促進イベントの開
催

24.1 28.4

利用啓発イベントの開催、ＤＭＶの活用 24.1 28.4 （削除）

就職説明会の開催や二種免許取得支援等 25.4 28.4

人材確保の支援

45番の見直しに伴う修正 生活 48

生活 47
公共交通の利用促進に向けた新たな需要の創出 （削除）

44番の見直しに伴う修正

大阪・関西万博開催を好機と捉え、インバウンド需
要を逃すことなく取り込むため、外国人に人気のあ
る「ＤＭＶ」と連携するなど、地域公共交通の利用
促進に取り組みます。

（削除）

県人会等のネットワーク化

地域公共交通の維持・存続を図るため、関係者の役
割分担と連携により、モーダルミックスやDXの推
進、公共ライドシェア等の活用により、公共交通の
最適化や利便性向上に取り組むとともに、DＭＶの活
用をはじめ、地域特性に応じた公共交通の利用促進
策を展開します。

個人版ふるさと納税の取組拡大

5
 
ス
ト
レ
ス
フ
リ
ー

な
公
共
交
通

関係者の役割分担と連携により、モーダルミックス
やＭａａＳ構築、県内各駅へのアクセス向上等、公
共交通の最適化や利便性向上、利用促進を図り、地
域公共交通の維持・存続に取り組みます。

公共交通ネットワークの充実

4
 
国
内
外
か
ら
徳
島
と
つ
な
が
る
絆
づ
く
り

徳島への関心を深め、徳島との継続的な関わりを構
築できる地域力を高めることで、「徳島ファン」で
ある関係人口の創出・拡大を図ります。

徳島の魅力発信の担い手として連携を深めるため、
国内外で活躍する県人の掘り起こしや、海外も含め
た県人会や学生のネットワーク化に取り組みます。

ふるさと納税における魅力的な県産品や体験型返礼
品を通じた本県への応援や誘客の拡大に向け、民間
ノウハウ導入や市町村との連携強化による返礼品の
掘り起こし・開発及び発信を図ります。

企業から寄附を呼び込む「魅力的なプロジェクト」
の組成・発信から成果公表まで、一気通貫で展開
し、全国から「選ばれる徳島」を目指します。

観光・産業・文化など、本県の潜在的な魅力を引き
出し、競争力を高めるため、国内外の「徳島とつな
がりたい人材」のネットワークを構築し、「徳島」
とつなぐハブ機能を強化します。

個人版ふるさと納税の取組拡大

企業版ふるさと納税の取組拡大

県人会等のネットワーク化

「徳島ファン」の創出・拡大

徳島への関心を深め、徳島との継続的な関わりを構
築できる地域力を高めることで、「徳島ファン」で
ある関係人口の創出・拡大を図ります。

観光・産業・文化など、本県の潜在的な魅力を引き
出し、競争力を高めるため、国内外の「徳島とつな
がりたい人材」のネットワークを構築し、「徳島」
とつなぐハブ機能を強化します。

徳島の魅力発信の担い手として連携を深めるため、
国内外で活躍する県人の掘り起こしや、海外も含め
た県人会や学生のネットワーク化に取り組みます。

ふるさと納税における魅力的な県産品や体験型返礼
品を通じた本県への応援や誘客の拡大に向け、民間
ノウハウ導入や市町村との連携強化による返礼品の
掘り起こし・開発及び発信を図ります。

企業から寄附を呼び込む「魅力的なプロジェクト」
の組成・発信から成果公表まで、一気通貫で展開
し、全国から「選ばれる徳島」を目指します。

「徳島ファン」の創出・拡大
生活

経済

経済

企業版ふるさと納税の取組拡大

経済

地域公共交通の担い手を確保するため、自治体や交
通事業者による運転手等の人材確保に向けた取組を
支援します。

公共交通ネットワークの充実

44番の見直しに伴う修正 生活 46

48



戦略１５　開かれた県政運営の推進（p80）

現行(R7.3月時点)← →見直し案(総合計画審議会 R8.1.21時点)

工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ 工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８

生活

生活

企画

観光

4/1施行 24.1 24.4 4/1施行 24.1 24.4

基本方針の適正な実施 25.1 28.4 基本方針の適正な実施 25.1 28.4

取扱情報の拡充 24.1 28.4 取扱情報の拡充 24.1 28.4

公表準備 24.1 25.3 公表準備 24.1 25.3

インターネット上での公表の実施 25.4 28.4 インターネット上での公表の実施 25.4 28.4

公表準備 25.1 25.3 公表準備 25.1 25.3

インターネット上での公表の実施 25.4 28.4 インターネット上での公表の実施 25.4 28.4

システム開発 24.1 24.4 システム開発 24.1 24.4

運用開始 24.4 24.4 運用開始 24.4 24.4

利用できる資料の拡充・利用の促進 25.1 28.4 利用できる資料の拡充・利用の促進 25.1 28.4

知戦

ＰＤＣＡサイクルにより見直し 24.1 28.4 ＰＤＣＡサイクルにより見直し 24.1 28.4

県民ニーズと広報媒体の特性に応じて見直し 24.1 28.4 県民ニーズと広報媒体の特性に応じて見直し 24.1 28.4

時代に即した利便性の高い広報媒体の活用やデジタ
ル実装などにより、魅力的かつきめ細やかな情報発
信を戦略的に行います。

ＳＮＳによる戦略的情報発信

メディアミックスの推進

2
　
情
報
発
信
力
の

強
化

観光

時代に即した利便性の高い広報媒体の活用やデジタ
ル実装などにより、魅力的かつきめ細やかな情報発
信を戦略的に行います。

ＳＮＳによる戦略的情報発信
知戦

メディアミックスの推進

文書館システムの構築

公表推進情報の拡充

生活

公表推進情報の拡充

歴史的文化的価値を有する電子公文書や資料等を迅
速に公開できるよう、文書館システムを刷新し、適
正な公文書管理を推進します。

県民参画基本方針の推進

1
　
県
政
の
透
明
化

「県民参画基本方針」に基づき、県民参画による、
より透明性の高い計画策定や施策の推進を図りま
す。

情報公開制度の適切な運用を図るとともに、「公表
推進情報」の拡充を行い、「プッシュ型の情報公
開」を一層推進します。

公文書管理状況が記載された公文書ファイル管理
簿、公文書管理状況等の公開により、公文書の管理
に係る情報へのアクセス向上を図ります。

公文書ファイル管理簿の公表

文書館システムの構築

公文書管理状況等の公表

戦術

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

具体的な取組

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局 番号具体的な取組

「県民参画基本方針」に基づき、県民参画による、
より透明性の高い計画策定や施策の推進を図りま
す。

情報公開制度の適切な運用を図るとともに、「公表
推進情報」の拡充を行い、「プッシュ型の情報公
開」を一層推進します。

公文書管理状況が記載された公文書ファイル管理
簿、公文書管理状況等の公開により、公文書の管理
に係る情報へのアクセス向上を図ります。

歴史的文化的価値を有する電子公文書や資料等を迅
速に公開できるよう、文書館システムを刷新し、適
正な公文書管理を推進します。

県民参画基本方針の推進

知戦

生活

公文書ファイル管理簿の公表

企画

公文書管理状況等の公表

企画

49



戦略１６　時代のニーズに対応する県政運営体制（p82）

現行(R7.3月時点)← →見直し案(総合計画審議会 R8.1.21時点)

工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ 工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８

庁内の情報共有のあり方やツールの見直しにより、コミュニ
ケーションの活性化や生産性の向上を図るため、令和7年度に
新たなコミュニケーションプラットフォームを導入し、職員
の働き方改革を一層推進することとしたため。

企画 49

企画

手数料のキャッシュレス化はもとより、令和７年度から利用
可能となる国の登記情報連携システムの活用等による電子申
請・届出システムの対象手続拡大に取り組み、行政手続の電
子化を推進するため。

企画
出納

50

県土

システム構築 24.3 26.4 システム構築 24.3 26.4

システム運用 27.1 28.4 システム運用 27.1 28.4

電子申請・届出システムの対象手続拡大

24.3 28.4

調査・検討 24.1 26.2
手数料等のキャッシュレス化に係る調査・検
討

24.1 26.2

対象手続の拡大 26.3 28.4 キャッシュレス対象手続の拡大 26.3 28.4

企画

企画

企画

試験内容の見直し・新たな採用枠の創設 24.1 28.4 試験内容の見直し・新たな採用枠の創設 24.1 28.4

職員表彰制度の見直し・より多様で柔軟な働
き方の検討・リスキリング機会の拡充

24.1 28.4
職員表彰制度の見直し・より多様で柔軟な働
き方の検討・リスキリング機会の拡充

24.1 28.4

徹底した業務の見直し・職員の意識改革・Ｄ
Ｘの推進による業務効率化

24.1 28.4
徹底した業務の見直し・職員の意識改革・Ｄ
Ｘの推進による業務効率化

24.1 28.4

現場や家庭など場所を選ばず、職員が県のシステム
を利用できるようにするとともに、円滑な情報共有
が可能で、生成AIなど最新技術に対応した、新たな
コミュニケーションプラットフォームを導入するこ
とで、多様な働き方を可能とし、創造的な施策を生
み出すことのできる環境を整えます。

県の基幹システムを連携させることにより、入力作
業や集計作業などを自動化し、単純業務から職員を
解放することで、県民目線で政策立案に専念できる
環境を整えます。

長時間労働の是正

「県民目線で一人ひとりに寄り添い、ひたむきに頑
張る職員」や「未来目線で新次元に挑戦する職員」
をしっかりと評価し、業績や成果に基づく人材育成
を行います。

組織人員体制の最適化
及び職員・組織の多様性の向上

長時間労働を是正し、職員のウェルビーイングの向
上と魅力ある職場環境づくりに取り組みます。

魅力ある職場環境づくり
企画

魅力ある職場環境づくり

1
　
ス
マ
ー

ト
県
庁
へ
の
転
換

現場や家庭など場所を選ばず、職員が県のシステム
を利用できるようにすることで、多様な働き方を可
能とし、創造的な施策を生み出すことのできる環境
を整えます。

県の基幹システムを連携させることにより、入力作
業や集計作業などを自動化し、単純業務から職員を
解放することで、県民目線で政策立案に専念できる
環境を整えます。

行政手続に必要な各種支払いについて、スマホ決済
などの電子納付を推進し、県民の利便性向上に取り
組みます。

道路で取り組んでいるデジタル技術の活用を踏ま
え、河川、港湾等の施設管理システムの強化を推進
します。

手数料等のキャッシュレス化

各種行政手続 に必要な各種支払いについて、スマホ
決済 など等の電子納付を推進 しするなど、電子化を
図ることで、県民の利便性向上や事務手続きの効率
化に取り組みます。

道路で取り組んでいるデジタル技術の活用を踏ま
え、河川、港湾等の施設管理システムの強化を推進
します。

50番の見直しに伴う修正 51

企画

企画
出納

2
　
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
体
制
づ
く
り
と
魅
力
あ
る
職

場
環
境
づ
く
り

中長期的視点での継続的な職員採用による戦略的な
定数管理を行うとともに、前例にとらわれない多様
な人材確保を行います。

戦術

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

内部業務のＤＸ推進

企画

行政手続の電子化

具体的な取組
工程表（年度別事業計画）

改善見直しの理由及び概要 部局 番号具体的な取組

施策の方向性

中長期的視点での継続的な職員採用による戦略的な
定数管理を行うとともに、前例にとらわれない多様
な人材確保を行います。

「県民目線で一人ひとりに寄り添い、ひたむきに頑
張る職員」や「未来目線で新次元に挑戦する職員」
をしっかりと評価し、業績や成果に基づく人材育成
を行います。

長時間労働を是正し、職員のウェルビーイングの向
上と魅力ある職場環境づくりに取り組みます。

組織人員体制の最適化
及び職員・組織の多様性の向上 企画

長時間労働の是正
企画

内部業務のＤＸ推進

50



戦略１７　持続可能な財政運営の推進（p85）

現行(R7.3月時点)← →見直し案(総合計画審議会 R8.1.21時点)

工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ 工程 始期 終期 ２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８

企画

企画

合同庁舎をはじめ、公共施設等については老朽化が深刻と
なっており、長寿命化に加え、集約化や複合化等を含めた計
画的な管理運営が必要であるため。

企画 52

黒字を堅持 24.1 28.4 黒字を堅持 24.1 28.4

事業見直しの徹底 24.1 28.4 事業見直しの徹底 24.1 28.4

既存ストックの有効活用及び施設の計画的な
長寿命化

24.1 28.4
既存ストックの有効活用及び施設の計画的な
長寿命化・最適化

24.1 28.4

調査・検討・推進 25.1 28.4

企画

企画

250億円以上を確保 24.1 28.4 250億円以上を確保 24.1 28.4

運用拡大 24.3 28.4 運用拡大 24.3 28.4

日銀の金融政策変更に伴う金利上昇及び大規模事業の実施時
に交付税措置の有利な県債の最大限活用を図るため。

企画 55

企画

4,600億円未満を維持 24.1 28.4 4,600億円未満を維持 24.1 28.4

ＳＤＧｓ債の発行 24.1 25.2 ＳＤＧｓ債の発行 24.1 25.2

多様な資金調達手段の確保 25.3 28.4 多様な資金調達手段の確保 25.3 28.4

部局 番号

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

施策の方向性
工程表（年度別事業計画）

具体的な取組戦術

1
　
持
続
可
能
な
財
政
運
営
と
新
時
代
の
予
算
編
成
の
推
進

「新時代の政策実行」と「未来に引き継げる徳島の
実現」を図るため、「プライマリーバランス」黒字
の堅持により、「持続可能な財政運営」を推進しま
す。

外部資金獲得など、新たな歳入確保に努めるととも
に、予算編成に当たっては、前例踏襲にとらわれな
い事業の見直しとスクラップ・アンド・ビルドの徹
底を図ります。

県有施設の総合的利活用及び長寿命化の推進

「新時代の政策実行」と「未来に引き継げる徳島の
実現」を図るため、「プライマリーバランス」黒字
の堅持により、「持続可能な財政運営」を推進しま
す。

具体的な取組

公共施設等について長寿命化計画に基づく維持管理
を実施するとともに、未利用財産の処分や貸付を推
進するなど利活用を推進します。

一般会計プライマリーバランス
企画

前例踏襲にとらわれない事業見直しの徹底

改善見直しの理由及び概要

企画

外部資金獲得など、新たな歳入確保に努めるととも
に、予算編成に当たっては、前例踏襲にとらわれな
い事業の見直しとスクラップ・アンド・ビルドの徹
底を図ります。

公共施設等について、「公共施設等総合管理計画」
に基づき、長寿命化・最適化を前提に、施設のライ
フサイクル全体を見通した戦略的な維持管理・更新
を行うとともに、未利用財産の処分や貸付など利活
用を推進します。

一般会計プライマリーバランス

前例踏襲にとらわれない事業見直しの徹底

合同庁舎の整備 老朽化が進んでいる合同庁舎について、建替を含めた整備の
検討を進める必要があるため。

企画 54

将来に向けて、財政の健全性を確保できるよう、
「財政調整的基金残高」（満期一括償還分除く）を
適正に管理します。

財政調整的基金残高（満期一括償還分除く）

金利上昇を見据えた基金の「確実かつ効率的な運
用」を図るため、基金を活用した債券運用を拡大し
ます。

将来に向けて、財政の健全性を確保できるよう、
「財政調整的基金残高」（満期一括償還分除く）を
適正に管理します。

金利上昇を見据えた基金の「確実かつ効率的な運
用」を図るため、基金を活用した債券運用を拡大し
ます。

財政調整的基金残高（満期一括償還分除く）
企画

サステナビリティボンド「徳島県ＳＤＧｓ債」の発
行など、投資家ニーズを捉えた多様な資金調達手段
を確保します。

3
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金
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適
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多様な資金調達手段の確保

将来に向けて、財政の健全性を確保できるよう、
「一般会計県債残高」（抑制対象分）を適正に管理
します。

一般会計県債残高（抑制対象分）

基金を活用した債券運用の拡大

企画

基金を活用した債券運用の拡大
企画

金利上昇を踏まえ、将来にわたって財政の健全性を
確保できるよう、県債の質にも留意しながら「一般
会計県債残高」（抑制対象分）を適正に管理しま
す。

サステナビリティボンド「徳島県ＳＤＧｓ債」の発
行など、投資家ニーズを捉えた多様な資金調達手段
を確保します。

一般会計県債残高（抑制対象分）
企画

多様な資金調達手段の確保

県有施設の総合的利活用及び長寿命化の推進
52番の見直しに伴う修正 企画 53
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